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2016年 2月 ボゴール大学での 

共同縞タコ研究 

2015年 12月 海洋水産省と 

あ印のミニッツサイン 
2016年 2月 ペリカナン社との 

機材設置 MOU締結 

2016年 5月 サンカラン諸島 

縞タコ漁業調査・開発 

2016年 11月 機材の設置及び試運転 

（写真はステンレス製自動蒸機） 

2016年 5月 縞タコ漁獲漁具と漁獲 

直後の鮮度の良い縞タコ 
2016 年 9 月 縞タコ漁獲実証。諸島

の漁村から出漁する漁民 

2016年 9月 縞タコ漁獲実証。 

縞タコ漁 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年 5月 インドネシア縁日祭 

での試験販売 

2017年 2月 インドネシア産 

蒸しタコ試作品 

2017年 4月 インドネシアでの 

展示会 

2017年 1月 水産加工従事者を 

対象とした技術指導 

2017年 5月 インドネシア産縞タコ 

の初出荷セレモニー 

2016年 11月 技術指導者育成の 

ための技術指導 

2017年 2月 技術習得者も 

参加した製造実証 

2017年 8月 

 海洋水産省での成果報告会 
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MSY Maximum Sustainable Yield 最大持続生産量 

TAC Total Allowable Catch 漁獲可能量 

SUSENAS Survei Sosial Ekonomi Nasional 全国社会経済調査 
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USAID United States Agency for International 

Development 

アメリカ合衆国国際開発庁 

JICA Japan International Cooperation Agency 日本国際協力機構 

HACCP Hazard Analysis and Critical Control 

Point 

危害要因分析重要管理点 

EU European Union 欧州共同体 

DG Directorate General 総局 
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MOL MOL Liner コンテナ船会社 

NYK NYK Container Line コンテナ船会社 

OOCL Orient Overseas Container Line コンテナ船会社 

BNI Bank Negara Indonesia バンクネガラインドネシア 
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出典：世界地図・SekaiChizu／http://www.sekaichizu.jp/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○は、縞タコ漁場の調査・開発対象地 

●マカッサルは、水産加工品生産体制の強化対象地 

●ジャカルタは、水産加工品の市場の拡大対象地 

http://www.sekaichizu.jp/


5 
 

表番号 

表 1  インドネシアにおける主要基礎・経済指標 出典：インドネシア政府統計 ... 20 

表 2  日本の ODA支援 ................................................................................................ 24 

表 3  他ドナーによる事業事例① .............................................................................. 25 

表 4  他ドナーによる事業事例② .............................................................................. 25 

表 5  他ドナーによる事業事例③ .............................................................................. 26 

表 6  供与資機材リスト ............................................................................................ 40 

表 7  地域別、商品分類別の縞タコ輸出(2012 年) ................................................... 44 

表 8  ペリカナン社との MOU合意内容抜粋 ............................................................... 45 

表 9  水質検査結果 .................................................................................................... 45 

表 10 工場改修ポイント ............................................................................................ 46 

表 11 調達機材 ........................................................................................................... 46 

表 12 2014年 南スラウェシ漁業統計報告書（2015年報告） .................................. 51 

表 13 インドネシア国内物流の課題 .......................................................................... 61 

表 14 物流費 ............................................................................................................... 62 

表 15 空輸による冷凍生タコ 35㎏の物流実証 .......................................................... 63 

表 16 インドネシア産縞タコのあ印品質管理基準 .................................................... 66 

表 17 本事業に関連する食品関連の法律 ................................................................... 67 

表 18 ハラール認証取得方法 ..................................................................................... 69 

表 19 蒸し時間の設定 ................................................................................................ 70 

表 20 技術指導回数（技術指導者育成） ................................................................... 71 

表 21 展示会用蒸しタコサンプル製造 ....................................................................... 72 

表 22 技術指導終了時の課題 ..................................................................................... 73 

表 23 技術指導回数（TOT） ....................................................................................... 74 

表 24 日本の食品メーカーと共作による試作品 ........................................................ 81 

表 25 現地法人設立方法についてのヒアリング内容 ................................................. 84 

表 26 あ印現地法人設立に関する概要 ....................................................................... 84 

表 27 インドネシア主要流通関係者からのヒアリング ............................................. 87 

表 28 日本とＥＵ（27ヶ国）のタコ輸入量 .............................................................. 88 

表 29 あ印のタコ加工品輸出目標値 .......................................................................... 88 

表 30 タコ串焼きの試験販売数 ................................................................................. 92 

表 31 タコ焼きとタコ入りお好み焼きの試験販売数 ................................................. 93 

表 32 アフリカタコの原料価格推移 ........................................................................ 109 

表 33 2016年の海外向け展示会及び商談会 ............................................................ 116 

表 34 承認された輸出販売計画での輸出量と輸出金額 ........................................... 116 



6 
 

表 35 縞タコを取り扱うインドネシア企業 ............................................................. 117 

表 36 現地法人の原料調達計画（重量ベース） ...................................................... 120 

表 37 現地法人の原料調達計画（金額ベース） ...................................................... 120 

表 38 資機材の調達計画 .......................................................................................... 121 

表 39 あ印本社出荷分生産計画(重量ベース) .......................................................... 121 

表 40 インドネシア国内出荷分生産計画(重量ベース) ........................................... 121 

表 41 あ印本社への販売計画（重量ベース） .......................................................... 122 

表 42 あ印本社への販売計画（金額ベース） .......................................................... 122 

表 43 インドネシア国内への販売計画（金額ベース） ........................................... 122 

表 44 生産計画と販売計画における販売利益 .......................................................... 122 

表 45 要員計画 ......................................................................................................... 123 

表 46 運転資金計画 .................................................................................................. 124 

表 47 収支計画 ......................................................................................................... 125 

表 48 キャッシュフロー .......................................................................................... 126 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

図番号 

図 1  事業実施体制 .................................................................................................... 41 

図 2  CP機関組織図 ................................................................................................... 42 

図 3  MOUの協議と締結 ............................................................................................. 45 

図 4  工場改修の技術指導 ......................................................................................... 46 

図 5  ペリカナンマカッサル工場内の解体工事（左：解体前、右：解体作業） ..... 47 

図 6  ペリカナンマカッサル工場の床工事 ............................................................... 48 

図 7  PT. Pelitagroからの移動、ペリカナンマカッサル工場での梱包解体 ......... 48 

図 8  ペリカナンマカッサル工場への機材搬入 ........................................................ 48 

図 9  機材の設置と運転トレーニング ....................................................................... 49 

図 10 改修前と改修機材設置後のペリカナンマカッサル工場 .................................. 49 

図 11 タコの漁場開発調査地 ..................................................................................... 50 

図 12 東南スラウェシの縞タコ漁業 漁業者、漁具、物流方法（物流容器）......... 50 

図 13 スライヤー島の漁業 漁業者、漁具、漁船 .................................................... 50 

図 14 サンカラン諸島の漁村（島）、調査風景、漁業者と漁具 .............................. 50 

図 15 漁業者組織と縞タコ流通 ................................................................................. 51 

図 16 南スラウェシ州近海の主要縞タコ漁場 ............................................................ 52 

図 17 サンカラン諸島① ............................................................................................ 53 

図 18 サンカラン諸島② 出典：Google Earth .......................................................... 53 

図 19 スラスヤー島での漁獲物物流方法 ................................................................... 57 

図 20 新たな物流方法の検討と実証 .......................................................................... 57 

図 21 縞タコ物流実証の行程 ..................................................................................... 58 

図 22 漁獲から冷凍処理加工までの縞タコ物流実証 ................................................. 58 

図 23 縞タコの官能試験結果 ..................................................................................... 59 

図 24 サンカラン諸島からの縞タコ集荷方法 ............................................................ 60 

図 25 インドネシア産縞タコの日本への出荷セレモニーの様子 .............................. 64 

図 26 ハラール認証取得手順 ..................................................................................... 69 

図 27 機材の運転技術指導 ......................................................................................... 70 

図 28 原料処理及び冷凍保存処理 .............................................................................. 70 

図 29 原料・塩もみ（揉み樽）・蒸し加工（蒸し機） ............................................. 71 

図 30 FOOD＆HOTEL INDONESIA 2017 で使用した蒸しタコの製造と検証 ................... 72 

図 31 縁日祭で使用した試験販売用蒸しタコの製造と検証 ...................................... 72 

図 32 一連の作業工程 ................................................................................................ 74 

図 33  蒸しタコ試作品と発泡保冷箱による物流実証 ................................................. 79 

図 34  蒸しタコ試作品 ................................................................................................ 79 

file:///C:/Users/hidek%20kino/Desktop/5-7月%20あ印業務/最終報告書/報告書/業務完了報告書/業務完了報告書【あ印】.docx%23_Toc488246425
file:///C:/Users/hidek%20kino/Desktop/5-7月%20あ印業務/最終報告書/報告書/業務完了報告書/業務完了報告書【あ印】.docx%23_Toc488246435
file:///C:/Users/hidek%20kino/Desktop/5-7月%20あ印業務/最終報告書/報告書/業務完了報告書/業務完了報告書【あ印】.docx%23_Toc488246441
file:///C:/Users/hidek%20kino/Desktop/5-7月%20あ印業務/最終報告書/報告書/業務完了報告書/業務完了報告書【あ印】.docx%23_Toc488246442


8 
 

図 35 インドネシア国内での販売予定製品 ............................................................... 80 

図 36 第 1回調理済みタコ加工品 .............................................................................. 80 

図 37 コンビニエンスストア向け開発製品 ............................................................... 81 

図 38 最終試作用縞タコの売買契約締結 ................................................................... 83 

図 39 えびす屋での試食評価 ..................................................................................... 89 

図 40 縞タコの様々な調理法（刺身、梅和え、サラダ、串焼き） ........................... 89 

図 41 FOOD＆HOTEL INDONESIA 2017 会場とブース................................................... 90 

図 42 展示会でのタコ加工品の開発実証 ................................................................... 91 

図 43 縁日祭会場及び出店ブース .............................................................................. 92 

図 44 縁日祭で試験販売した調理済みタコ加工品 .................................................... 92 

図 45 You Tube動画と Metro TVの取材（放映日は 5/15） ...................................... 93 

図 46 争って「タコの串焼き」を買い求める市民 .................................................... 94 

図 47 FOODEX JAPAN 来場者数とモーリタニア産タコとインドネシア産タコ ........... 94 

図 48 バリューチェーンの構築に向けたパートナー提携戦略 .................................. 95 

図 49 バンクネガラインドネシア（BNI銀行）の視察 ............................................ 111 

図 50 生冷凍フラワータイプ ................................................................................... 117 

図 51 国内市場及び輸出市場への展開イメージ ...................................................... 118 

図 52 ウンティア水産加工団地 ............................................................................... 119 

図 53 バリューチェーン .......................................................................................... 119 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/hidek%20kino/Desktop/5-7月%20あ印業務/最終報告書/報告書/業務完了報告書/業務完了報告書【あ印】.docx%23_Toc488246463
file:///C:/Users/hidek%20kino/Desktop/5-7月%20あ印業務/最終報告書/報告書/業務完了報告書/業務完了報告書【あ印】.docx%23_Toc488246474


9
 

 案
件
概
要

 

                                  



10 
 

要約 

Ⅰ. 提案事業の概要 

案件名 有効利用されていない縞タコの加工・衛生管理技術の普及・実証事業 

事業実施地 インドネシア共和国／ジャカルタ及びスラウェシ 

相手国 

政府関係機関 

海洋水産省 競争力強化総局 水産物質向上・多様化局 

事業実施期間 2015年 12月～2017年 8月（1年 9ヶ月） 

契約金額 99,795,240 円（税込） 

事業の目的 インドネシアにおける水産加工技術と水産加工商品の多角化の遅れを

克服し、貧困層である地域漁民の所得向上を目指すため、縞タコの生産

加工技術の現地適合性を高めるための実証活動を通じ、その普及方法を

検討する。 

事業の実施方針 ①タコの漁場開発については、西アフリカのタコ漁獲地における教訓を

踏まえ、スラウェシ近海の縞タコ資源の持続可能な活用に留意、イン

ドネシアの水産業に係る法規則を遵守し、法の改定、新規施行等の情

報も適宜収集しながら本事業を実施していく。 

②水産加工品生産体制の強化では、インドネシアの食品加工・販売関連

法令を把握した上で遵守し、各種マニュアル、技術指導カリキュラム

により、計画的な現地水産加工品生産体制の構築に務めるとともに、

ビジネス展開を見据えた製品の開発を実施していく。 

③水産加工品の国内市場及び輸出市場の拡大のために、まず日本とイン

ドネシアの食品加工業者及び食品流通業者をターゲットとした販売

促進を実施する。特に日本企業に対しては、あ印のこれまでの日本国

内外の取引実績を活用し、安価なインドネシア縞タコ価格の強みを活

かした製品開発と販売戦略の立案、バリューチェーンの構築を本事業

で実施していく。 

実 績 ①CP機関、現地支援機関等との事業開始前協議 

ｱ）タコの漁場開発 

  ボゴール農科大学水産学部とのマカッサル近海での縞タコ漁場共同

調査を実施することとした。 

ｲ）水産加工品生産体制の強化 

  CP機関と協議の上で、国営企業ペリカナンマカッサル工場で実証事

業を実施することになった。同工場は本事業実施にあわせて、本事業
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で導入される機材とあ印の衛生管理技術に対応できる工場改修を行

うことを合意した。 

ｳ）水産加工品の国内市場及び輸出市場の拡大 

インドネシア国内市場と輸出市場の現状を事前調査し、その上で本 

 事業でのあ印の輸出市場拡大計画を CP機関や現地支援機関に説明。

あ印の水産加工・衛生管理技術をインドネシアに技術移転、高付加価

値水産加工品の開発と製造に関わる本事業により、インドネシアの地

域格差是正、水産加工業の振興等への貢献とインドネシアにおける縞

タコ加工品の輸出拡大を目指すことで合意した。 

ｴ）機材設置準備 

  ペリカナン社と機材設置に関わる MOUを締結した。その後ペリ 

カナンマカッサル工場の水質検査結果と工場改修ポイントの技術指

導を実施した。 

②機材の輸送・現地設置工事 

ｱ）機材の調達 

本邦調達による機材は、当初の機材設置予定 2016年 4月にあわせ

て、あ印に 3月に引き渡され、2016年 7月 30日海上輸送にてマカッ

サルに輸送した。現地調達による機材はペリカナンマカッサル工場の

改修工事スケジュールに合わせて 9月に発注した。 

ｲ）機材の輸送 

  2016年 7月 30日に横浜港を出港、8月 15日にジャカルタに寄港し、 

8月 24日にマカッサルに到着。ペリカナンマカッサル工場の改修終了

まで安全に機材を保管するために、9月 15日機材通関業務を担当する

PT．ECL MAKASARに依頼して港湾エリアから、PT. Pelitagro（倉庫

会社）の保管倉庫に機材を移動、9月 29日に関税の免除が許可され、

10 月 21日に機材を通関した。これにより、全ての機材通関手続きが

終了した。 

ｳ）機材の設置 

  ペリカナンマカッサル工場の改修が当初予算から大幅に膨らんだ

ためにその着手が遅れたが、2016年 9月 8日よりあ印監修のもとで改

修工事が着手され、10月 29日にペリカナンマカッサル工場への機材

搬入、11月 26日に全ての機材の設置、試運転、機材運転トレーニン

グが終了した。 
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③タコの漁場開発 

  あ印、東京海洋大学、ボゴール大学が共同で東南スラウェシ州、南

スラウェシのスラスヤー島、サンカラン諸島（スペルモンデ諸島とも

呼ぶが、以後サンカラン諸島で記述）での漁場開発調査を実施した。 

ｱ）スラウェシ南部近海縞タコ漁場(複数候補海域)の特定、現在の縞タ

コの漁獲量の把握及び縞タコ漁獲可能量の想定。 

  縞タコ漁場の特定作業において、マカッサル近海の縞タコ漁場とし

て、ガレソン沖（タカラル）とサンカラン諸島が有望であることが確

認された。縞タコ漁獲量の把握では、サンカラン諸島 3島の縞タコ漁

獲量には大きな違いは見られず、同地区の縞タコ漁獲可能量は 1,360

㌧程度であると推計された。 

ｲ）特定された漁場で操業する縞タコ沿岸漁業者数と彼らの漁業収入に

占める縞タコ漁獲収入の割合と生計の把握。 

  サンカラン諸島の漁業者数は 1,000人程度。月当たりの漁業収入は、

400 万 IDR（1～4月）、20万 IDR（5～8月）、200万 IDR（9～12月）で、

1ヵ月平均では、50～100万 IDR、そのうち食費が 60～70％を占めて

いた。漁業収入に占める縞タコ漁獲収入の割合については、縞タコの

漁獲量は日により変動が激しく、また、漁業者の漁船は、いずれも小

型船ゆえに、天候により出漁できない日も多いことから把握すること

ができなかった。 

ｳ）縞タコの漁獲と水揚げ後の保存、加工工場への輸送といった一連の

バリューチェーン体制構築に関する実証。 

縞タコ漁場からペリカナンマカッサル工場までの縞タコ物流実証。

縞タコ漁場での現状の漁獲物物流方法を検証した。縞タコ漁場からペ

リカナンマカッサル工場まで縞タコの鮮度を保つための物流方法の実

証をおこない、具体的な物流方法が策定された。また、南スラウェシ

各地からの将来的な物流方法の目途が立った。 

さらに、「新たな物流方法」の漁業者（試験縞タコ操業）→ 集荷（仲

買人）→ ペリカナンマカッサル工場までの物流、鮮度を保つための加

工と冷凍保存の具体的実証をおこない、漁獲した縞タコによる蒸し加

工試験と官能試験を実施、一連のバリューチェーン体制が構築された。 

・ペリカナンマカッサル工場からインドネシアドメスティックマーケッ

トへの物流。 

 インドネシアの食品関連企業や日系商社等からのヒアリングでイン
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ドネシア国内の物流には様々な課題が確認された。 

・ペリカナンマカッサル工場から日本を含む世界市場への物流。 

世界市場への物流の実態を把握、インドネシアから日本を含む世界市

場への物流の課題、さらに茨城県常陸那珂港を活用するための課題、

本事業における物流ルートを郵船ロジスティクスつくば（郵船インド

ネシア）とともに検証し、空輸による冷凍生タコ 35㎏の物流実証を

おこなった。また、20feetリーファーコンテナ海上輸送実証は、2017

年 9月にあ印製品の中国製造委託工場に向けて実施し、日本には 2017

年 10月に行うこととした。 

ｴ）漁業収入、一次加工や冷凍施設などを含めたクラスター効果、漁場

を管理する政府機関のモニタリング機能向上。 

漁民の漁業収入の安定を目的として、ペリカナンマカッサル工場は

鮮度と品質の良い縞タコを、集荷人を通して購入した。本事業では漁

業者の所得増加に貢献する仕入れ値(35,000IDR/kg)と集荷コストを

設定した。次に、ペリカナンマカッサル工場の加工費等の経費と適正

利益を推定した。これらのデータを CP機関と協議、記録することで

縞タコ資源管理の基礎とした。 

ｵ）漁業に関する同国の法律の改訂や新規施行等の情報収集と対応。 

  現在、インドネシアは違法操業取締強化に係る制度構築を遂行して

いる。例えば、各ドナーは海洋水産省が管轄する 11海域における主

要魚種(マグロ等)の漁獲者登録、漁獲データ記録等を実行するプロジ

ェクトを実施しており、海洋水産省は従来の法令整備だけでなく、ド

ナー・プロジェクトを利用しての実行性を重視している。係る状況下、

縞タコは政府資源管理対象の外にあるが、本事業は海洋水産省との関

係を築き資源管理に協力した。 

④水産加工品生産体制の強化 

ｱ）同国の食品加工・販売関連法令の把握、食品販売に必要な各種登録

準備とハラール認証取得方法の把握と取得方法の検討。 

・水産加工品工場の許認可。 

 水産加工品工場の許認可については、日本の食品衛生法等に準ずる衛

生基準や営業許認は確認できなかった。また、本事業で試作する縞タ

コ加工品は、すでに水産加工品工場として営業しているペリカナンマ

カッサル工場で加工することから許認可は必要としないことが判明
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した。 

・食品・医薬品の販売許認可 

本事業で試作する縞タコ加工品は、消費者が直接購入する最終商品で

はなく、最終商品の加工原料であることから、現状の法律ではＭＤ番

号の登録を必要としないこととが判明した。 

また、インドネシア国内で販売する際もディストリビューターの販売

許認可により流通ができる。 

・ハラール認証 

 ボゴール大学、MUIハラ－ルセンター、PT.SBCS Indonesia からハラ

ール認証についての情報を収集した。 

・ハラール認証の取得方法 

ボゴール大学、MUIハラ－ルセンター、PT.SBCS Indonesiaからのヒ

アリングでハラール認証の取得方法を把握した。 

ｲ）縞タコ加工、衛生管理等、縞タコ加工品製造に関わる管理マニュア

ルの作成。 

  管理マニュアル 15種類、洗浄マニュアル 5種類、記録書 29種類、

手順書 17種類を作成した。 

ｳ）食品加工作業管理・衛生管理マニュアルに則した技術指導カリキュ

ラムの作成。 

管理マニュアルを基に技術指導カリキュラムを作成した。 

ｴ）設置した機材・設備を使用して、ペリカナン社職員、水産加工従事

者を対象とした、技術指導者育成のための技術指導の実施。 

  設置した機材の運転技術指導においては、3回の運転技術指導を実

施。ペリカナン社の 4職員が取扱いをマスターし、機材における技術

指導者育成は終了した。縞タコ加工、衛生管理等、縞タコ加工品製造

に関わる技術指導は計 10回。最後に展示会用蒸しタコサンプル製造

（販売可能な製品）を行い基礎的な技術移転は終了した。 

 さらに、2017年 8月の最終現地業務において、本事業で実施した指導

結果を踏まえて作成した「あ印タコ品質管理基準書」に基づいて、ビ

ジネス展開を想定した技術指導を実施した。 

ｵ）育成した同国技術指導者による同国水産加工従事者を対象とした技

術指導の実施。 
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  7回の同国技術指導者による水産加工従事者（ペリカナンマカッサ

ル工場臨時職員）延べ 40名への技術指導を実施、最後に一連の作業

工程の確認と展示会用蒸しタコサンプル製造（販売可能な製品）を行

い、基礎的な技術移転は終了した。 

ｶ）CP機関職員の本邦研修 

  優れた水産加工品の視察、漁獲制限等、漁業者の自主的な資源保護

の取り組み事例、魚類流通の現場体験、HACCP取得製品工場であるあ

印での現場研修など、本邦における研修を実施した。 

ｷ）技術習得者も参加した蒸しタコ、スライスタコ、カットタコ（基本

製品）の製造実証。 

  第 1回目の試作品製造では、検疫局への届け出をおこない、2回・3

回目にはあ印で調合した添加剤を使用して基本製品の製造実証を実

施。蒸し加工も安定、色目と風味が日本品質に近づき、製造実証の回

を追うごとに品質が向上した。そして、展示会等での試食や試験販売

用蒸しタコをペリカナン社職員及び水産加工従事者も参加して製造

した。 

ｸ）基本製品を使用した調理済みタコ加工品の開発実証。 

  インドネシアの伝統的なピーナッツ辛みそ和え、スライスタコ、カ

ットタコの製造時に余る胴体部分を使ったタコの唐揚げ等、様々な加

工品を製造。タコを食べなれないインドネシア人にも好評を博した。 

  また、インドネシア国内での展示会「FOOD＆HOTEL INDONESIA 2017」

において、インドネシアに進出している日本の食品メーカーと共同で

調理済みタコ加工品を開発実証して試食として提供。リトル東京ブロ

ック Mで開催された「縁日祭」では、「タコ串焼き」を試験販売して

記録的な販売数を売り上げた。日本においては、コンビニエンススト

ア向けの製品開発を実施した。 

ｹ）プロトタイプ製品のＭＤ登録及びハラール認証等の申請準備。 

  本事業終了後のビジネス展開におけるハラール申請はその専門部

門を有する「PT.MASUYA GRAHA TRIKENCANA」にその指導を仰ぐことと

した。  

ｺ）本事業終了後のビジネス展開計画の策定。 

  CP機関とも協議の上で、ペリカナン社との業務提携によるビジネス

展開計画を策定。あ印での最終量産テスト及び試作品製造に必要とす
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る 30㌧のトライアル価格による冷凍生タコ出荷の合意に達し、売買

契約を締結した。 

 尚、この価格が、本事業終了後のビジネス展開における基本（前例）

となり、あ印現地法人設立の準備も開始した。 

また、2017年 7月 11日にビジネス展開計画を含めた本事業の成果を

海洋水産省で協議した上で、8月 7日に本事業の成果報告会を海洋水

産省で開催した。 

⑤水産加工品の国内市場及び輸出市場の拡大 

ｱ）水産加工品の国内市場 

  インドネシア国内の食品関係者へのヒアリングを実施して、食品量 

販店、ホテル、飲食店等に流通させるための販売ターゲットとなる流 

通企業の絞り込みの重要性が確認できた。これにより、どのような展 

示会に出展すべきか、試食ではどのような試作品を提案すべきかが判 

明し、展示会等で提供する基本商品の蒸しタコ、調理済みタコ加工品 

の試作品を製造（実証活動）、展示会や試験販売で（普及活動）で大 

きな反響を得た。 

ｲ）水産加工品の輸出市場 

  日本とＥＵ（27ヶ国）におけるタコ輸入の傾向を調査し、その対応

を検討した。国内市場、輸出市場ともに、一番重要なことは品質と鮮

度の良い縞タコ原料を調達することであるが、その市場によって必要

とされる規格が異なる。本事業終了後のビジネス展開においては、イ

ンドネシア産縞タコのあ印独自規格を設定した。 

ｳ）試食会の開催 

   蒸しタコ試作品による 2回の現地食品流通企業、日系飲食チェー

ン 5社の試食会が開催され好評を得た。 

ｴ）新規取引先開拓のための同国での展示会の出展。 

・FOOD＆HOTEL INDONESIA 2017への出展 

会場：ジャカルタインターナショナルエキスポセンター（KEMAYORAN） 

開催期間：2017/4/5～4/8 

 この展示会での縞タコプロモーションの試食として、基本製品である

スライスタコ、カットタコの他、インドネシアに進出している日本の

食品メーカーとの調理済みタコ加工品の開発実証をおこない来場者

に提供。大きな反響を得て、インドネシア国内における製品普及の可

能性が非常に高いことが証明された。 



17 
 

・縁日祭への出店 

会場：リトル東京ブロック M 

開催期間：2017/5/13～5/14 

「FOOD＆HOTEL INDONESIA 2017」では、飲食・流通業界関係者が対象

者であり無償の試食提供であったが、今回は一般の消費者が対象の試

験販売であった。結果、購入者による SNS（You Tube）への投稿、「Metro 

TV」の取材等、若者を中心に大反響を呼んだ。これにより一般消費者

にもタコ加工品が受け入れられることが証明された。 

ｵ）新規取引先開拓のための日本での展示会の出展。 

2017/ 3/7〜3/10「FOODEX JAPAN／国際食品・飲料展」に出展。 

あ印の既存取引先及び新規企業約 350名が、インドネシア産縞タコ（蒸

しタコ）を試食、高い評価を得た。 

ｶ）バリューチェーンの構築に向けた、原料供給、現地生産、インポー

ター・現地流通、現地販売、物流の各段階における現地パートナーと

の提携戦略の策定。 

  バリューチェーンの構築に向けたパートナー提携戦略が策定され

た。 

⑥事業計画の策定 

  バリューチェーンの構築戦略により、後述する「本事業実施後のビ

ジネス展開計画」が策定された。 

課 題 ①タコの漁場開発 

  第一段階の漁場としてサンカラン諸島が開発され、縞タコ集荷方法

も策定、本事業期間中に約 40㌧の縞タコを漁獲した。今後の課題と

しては、この仕組みが継続的に行われるように、本事業終了後も、あ

印がインドネシア海洋水産省及びペリカナン社と協力して、資源が持

続できる漁場管理に取り組んでいく必要がある。 

②水産加工品生産体制の強化 

  縞タコ加工、衛生管理等、縞タコ加工品製造に関わる技術指導を実

施。基礎的な技術移転は終了したが、日本品質の蒸しタコ製造が可能

なレベルには達していない。本事業終了後のビジネス展開における課

題として、あ印がペリカナン社に対し、継続した技術指導を実施して

いく必要がある。 
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③製品物流 

ｱ）国内物流の課題 

課題の一つとして、インドネシア資本の現地物流企業はリーファー

コンテナ を所有していないことである。リーファーコンテナを必要

とする場合は、リーファーコンテナを所有するコンテナ船会社からリ

ーファーコンテナをレンタルする必要がある。そのため物流のスケジ

ューリングが難しく、物流コストも割高となっている。 

ｲ）海外物流の課題 

  インドネシアにはコンテナ船会社が多数あり、そのなかで主な会社

は SITC（SITC Container Lines）、MOL（MOL Liner）、NYK（NYK Container 

Line）、OOCL（Orient Overseas Container Line）である。しかし、

マカッサルからの冷凍冷蔵海外物流における課題は、数多いコンテナ

船会社内でマカッサルからのリーファーコンテナを扱えるのは SITC

だけであること。そして、途中の港でコンテナ船会社を変えて積み替

えることは、輸送会社にも大きなリスクがあるために輸送を受けない

ことである。また、本事業では茨城県常陸那珂港の活用も検討した。

他の船会社でジャカルタやスラバヤから常陸那珂港向けのコンテナ

船があるようだとの情報を入手したが、インドネシア内港船のリーフ

ァーコンテナの取扱いがない、リーファーコンテナの数が少ないとい

う問題がある。 

④事業計画の策定 

  バリューチェーンの構築戦略により、後述する「本事業実施後のビ

ジネス展開計画」が策定された。その課題は、策定したビジネス展開

計画に適合した現地法人の設立である。 

事業後の展開 本事業終了後も、引き続き海洋水産省との連携とペリカナンマカッサ

ル工場への技術指導を実施。2017年 12月を目途にあ印の現地法人を設

立する。 

 また、本事業は、CP機関である海洋水産省、事業実施サイトの南スラ

ウェシ州からも高い評価を得たことで、縞タコだけにとどまらず、他の

魚種においても同様の支援を強く求められた。他方、ひたちなか市にお

いては、本事業の本邦受入で海洋水産省職員がひたちなか市役所や商工

会議所を表敬訪問するなど、あ印のインドネシアでの取り組みにより、

ひたちなか市のみならず地域の水産関係業界においてもマカッサル市

への関心が高まった。 

そのような背景から、ひたちなか市は JICA筑波に草の根技術協力事
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業「地域活性化特別枠・地域経済活性化特別枠（地域提案型）」の提案

を検討することになった。 

そこで、2017年 7月の現地業務の際に、海洋水産省と南スラウェシ州

に草の根技術協力事業の概要を説明したところ、賛同を得るとともに南

スラウェシ州は、その提案準備段階から全面的な協力を約束する協力合

意書を作成した。また、在インドネシア日本国大使館の水産担当一等書

記からは、この提案は「まさにインドネシア水産業の構造的な問題に取

り組むものであり、海洋水産省にも歓迎される」との評価をうけた。こ

の現地での評価により、ひたちなか市と具体的な提案準備に入ることと

なった。 

Ⅱ. 提案企業の概要  

企業名 株式会社 あ印 

企業所在地 茨城県ひたちなか市沢メキ１１１０－９ 

設立年月日 昭和３２年５月１日（法人化） 

業種 製造業 

主要事業・製品 蒸しダコ 

資本金 ４，５００万円 

売上高 ４３億円（平成２５年度） 

従業員数 １５４人 
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事業の背景 

（１）事業実施国における開発課題の現状及びニーズの確認 

①事業実施国の政治・経済の概況 

 インドネシアの 2015年の名目 GDP（USドル）は 8,589.5億 USドルであり、ASEAN域

内で第 1位、世界で 16位の経済規模を有する大国である。また、2015年時点で約 2.55

億人という、世界第 4位かつ ASEAN最大の人口を擁する同地域における中核国である。

人口規模は今後とも拡大することが見込まれ、2030 年までに平均増加率 5.3%、2 億

9,600万人のピークに達すると予測されている。 

 一人当たり名目 GDP は 2014 年で 3,531US ドルであり、世界銀行統計では低中所得

国に位置付けられている。実質 GDP成長率は 2012年の 6.2%から徐々に落ち込み、2015

年時点で 4.8%と鈍化しているものの、経済規模及び一人当たり GDP ともに緩やかでは

あるが拡大基調で推移している。今後の成長率向上に向け、投資環境改善によるイン

フラ整備に向けた公共投資及び民間投資の促進が重要な役割を果たすと考えられる。 

 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 

人口（100万人） 243.74 244.75 248.59 252.16 255.46 

労働力人口（100万人） 116.1 119.85 120.17 121.87 122.38 

消費者物価上昇率（％） 3.8 4.3 8.4 8.4 3.4 

失業率（％） 7.5 6.1 6.2 5.9 6.2 

GDP成長率（％） 6.2 6 5.6 5 4.8 

一人当たり名目 GDP 

（USドル） 

3､498.2 3､562.9 3､666.8 3､530.6 3､377.1 

主要産業 製造業（23.71％）：輸送機器（二輪車など），飲食品など 

農林水産業（14.33％）：パーム油､ゴム､米､ココア､キャッサバ､コーヒー豆 

など 

商業・ホテル・飲食業（14.60％） 

鉱業（10.49％）：LNG､石炭､ニッケル､錫､石油など 

建設（10.05％） 

運輸・通信（7.39％） 

金融・不動産・企業サービス（7.65％） 

サービス（10.98％） 

※カッコ内は 2014 年における名目 GDP構成比 

表 1 インドネシアにおける主要基礎・経済指標 出典：インドネシア政府統計 

政治状況に関しては、政体は立件共和制、大統領制であり、2004 年就任したユドヨ

ノ政権以降、政治的安定を維持してきている。2014 年 10月に発足したジョコウィ政権

は、ユドヨノ政権に比べ、国民の生活を第一とする政策を公約に掲げ大統領となり、

そうした政策を遂行するとともに、外交面においても、前政権の全方位外交から、自

国の経済的利益を優先する現実主義外交へと舵を切っている。 
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②対象分野における開発課題 

前述の通り、インドネシアの一人当たり名目 GDP は 2015 年で 3,500US ドルを超え、

また、経済規模も緩やかではあるが拡大基調である一方、その恩恵は首都ジャカルタ

近郊の都市部及びジャワ島内に集中している。経済成長の恩恵が他州や農村部にまで

行き渡らず、地域間の所得格差、非農業所得と農業所得との格差が拡大しつつあり、

その是正が大きな課題となっている。同国が定めた貧困ライン（2014 年の全国平均値

で 1ヶ月 30万 2,735 IDR（インドネシアルピア／23.04ドル相当は以後 IDRと記述）以

下の所得で生活する貧困層は 3,000万人以上、全人口の約 12.5%と推測され、かつ農村

における貧困層は 15%以上と言われている。また、1日 2ドル以下の所得で暮らす貧困

層は全人口の 40%以上と言われている。 

  また、一人当たり実質 GDP は、2014 年の全国平均の約 3,413 万 IDR に対し、ジャカ

ルタ首都特別州は約 1 億 3,640 万 IDR と、約 4 倍以上と突出して高くなっている。ま

た、ジャワ島の他州においても、東ジャワ州で 3,270 万 IDR、バンテン州で 2,966 万

IDR と、比較的高い数値を確保している。その一方で、スラウェシ島やスマトラ島、パ

プア地域の各州は、一部を除いて 2,500万 IDR以下の水準となっている。 

水産業は地方の主要産業のひとつであり、水産業を通じた地方の開発・成長は地域

格差是正に対しても大きな効果があると見込まれている。現状、同国の漁業・養殖業

の生産量は他アセアン諸国（タイ、ベトナム、フィリピンなど）よりも多いとはいえ、

未だに原料供給国としての役割から脱却できずに推移し、水産輸出に占める鮮魚、活

魚、冷蔵に分類される商品が 2009 年時点で約 70%と高く、水産加工技術の遅れが影響

しているとみられる。インドネシア海洋水産省は、鮮魚を原料とする付加価値の高い

水産加工品の輸出増を目指してはいるが、現状の魚種はエビ・マグロ・カツオ等に限

定され、輸出水産加工品の多角化を図れていない。 

2014年 10月に就任したジョコウィ大統領は、その政権の経済・外交の柱となる政策

コンセプトとして、「海洋国家」構想を掲げている。同年 11月の東アジアサミットで

国際社会に提示された「海洋国家ドクトリン」においては、「インドネシアをグロー

バルな海洋ハブと位置付ける」ことを目指すとした上で、以下の 5 つの戦略を提示し

た。 

ｱ）これまでの陸を中心とした国土開発を優先してきた政府方針を改め、17,000 余りの

島々からなる群島国家として海洋文化を再興する。 

ｲ）水産業の開発や漁業従事者の保護など、水産資源に対する主権を確立し、海洋資源を

保護・管理する。 

ｳ）海運航路、港湾、物流、造船、観光など、海洋インフラと連結性に関する分野の開発

を優先的に進める。 
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ｴ）密漁、領海侵犯、国境線紛争、海洋汚染、海賊問題の解決など、海洋分野での国際

協力を進める。 

ｵ）2つの大洋の結節点にある国家として、太平洋・インド洋地域協力を進めるとともに、

海上防衛力を向上させる。 

2015年 1月に発表された「国家中期開発計画 2015−2019」の優先課題の一つとして、

同ドクトリンに基づく海洋開発が掲げられており、漁業・水産加工業の強化及び産業

高度化を目的としたジャワ島以外の地域での産業振興が打ち出された。 

  ジョコウィ大統領が同年 3 月に来日した際の安倍首相との首脳会談においても、海洋

安全保障や水産業を含む海洋関連産業の振興などを幅広く協議するための「日本・イ

ンドネシア海洋フォーラム」創設に合意するなど、インドネシアの水産業に対する支

援の機運は高まりを見せている。 

 

③事業実施国の関連計画、政策（外交政策含む）および法制度 

世界の海面漁業は 1960年の 8,640万㌧をピークに以降は 8,000万㌧の漁獲量で推移し

ている1。2012年における世界の海面漁業量はおよそ 8,000万㌧で、国別では中国(1,380

万㌧)、インドネシア(540万㌧)、米国(500万㌧)、ペルー(480万㌧)、ロシア(400万㌧)、

日本(360万㌧)、インド(340万㌧)が 300万㌧を越えおり、インドネシアは世界海面漁業

量の約 7%を占めている。 

 インドネシアの海面漁業の特徴を要約すると以下の通りである。 

 ｱ）海面漁獲量の推移を見ると、2005 年の約 440 万㌧から 2012 年の 540 万㌧と増加傾向

にあるが、漁獲は沿岸漁業に代表される無動力船を操作する零細漁民が圧倒的で、漁

獲手法は刺し網、釣り漁業が海面漁獲量の 50%以上を占めている。 

ｲ）インドネシアは、11の海域2(スマトラ西部、ジャワ南部、マラッカ海峡、スマトラ東

部、ジャワ北部、バリ～ヌサテンガラ、カリマンタン南部・西部、カリマンタン東部、

スラウェシ南部、スラウェシ北部、マルク～パプア)に分けられ、漁獲される水産資源

を魚種別に漁獲量の順で見ると、小型浮き魚(アジ類、小型マグロ類)、底漁(ハタ類、

タイ類、シマアジ類、カタクチイワシ類)、大型浮き魚(カツオ、カジキ、マグロ)、エ

ビ類、甲殻類である。因みに、2012年海域別のタコ水揚げ高順位は以下の通りである。 

１位：ジャワ北部(2,037㌧)、２位：スマトラ西部(1,536㌧) 

３位：スラウェシ南部(1,505㌧)、４位：スラウェシ北部(1,317㌧) 

５位：マルク～パプア(894㌧) 

                                                
1 世界漁業・養殖業白書 2014 
2 海洋水産省、Capture Fisheries Statistics of Indonesia 
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ｳ）主な輸出水産物は、エビ、マグロ、カツオ、カニ、その他魚介類(ティラピア、ハタ、

イカ等)である。輸出商品は、生鮮、冷蔵、冷凍、塩干が中心で、全水産物輸出の 75%

を占めている。主に、生鮮、冷蔵、冷凍のエビ、ハタ、マグロが多い。 

ｴ）GDPに占める漁業セクターの割合は 2010年で僅か 2.8%、このシェアは 2000 年から変

わらない。沿岸漁民の多くは小島に点在し、一人当たりの GDP は 2 ドル以下の貧困レ

ベルにある。 

  海面漁業を取り巻く上記の状況下、政府は経済政策及びセクター政策の双方で明確な

方針を打ち出している。前者では3、a)原料～生産～販売(バリューチェーン)の強化、b)6

つの経済回廊の開発(スラウェシでは農業、漁業)、c)官民連携(PPP)の促進を、後者では、

海洋水産省が打ち出す、a)漁業及びサンゴ礁資源管理、b)海洋環境保護に係る情報管理

制度、c)沿岸漁民が居住する小島の開発、d)島嶼間の漁業資源物流、e)水産加工の強化、

f)水産物輸出品の付加価値化、g)違法漁業操業の取締強化等である。 

  漁業資源管理に適用する政府の基準値は Maximum Sustainable Yield (MSY)と言われ、

親魚量から生み出されて新たに資源に加わる「加入量」が最も多くなるような水準に資

源量を保ち、持続的に達成できる最大の漁獲量を維持する制度である。現在、政府は MSY

に基づく資源量4を魚種別・海域別に推計し、その 80%を Total Allowable Catch (TAC)

と呼ばれる漁獲可能量としている。 

現在(2016 年)までに政府が関与した政策は a)、b)、c)、g) で上記に示した。d)～f)

は今後の取り組みに依拠している。d)～f)は経済政策(MP3EI)と密接に関連しており、政

府間(海洋水産省、国営企業省、投資政策庁等)の連携が必要になる。例えば、d)の政策

では、海洋水産省は政府予算で中古冷凍船を無償で国営企業省傘下の企業に貸与して、

新鮮度を保つ寄港地までの漁獲資源の物流を目指している。e)及び f)の政策は海外投資

促進に資する規制緩和に関連する。例えば、投資政策庁はジャワ島外での水産加工基地

を促進させるため、冷蔵保存・物流の海外企業に対し今までの出資規制を緩和する政策5を

打ち出している。 

これまでの事業実施国の関連計画、政策で述べたセクター政策に関連して海洋水産省は

下記の法制度を管理している。 

ｱ）漁業法(Fisheries Act, No 45, 2009) 

  漁業資源管理及び漁業資源保護を目的にしている。漁業資源管理に関しては上述し

た MSY 及び TAC について、漁業資源保護については、保護対象の魚種及び遺伝子、サ

ンゴ礁・マングローブ・湖沼・河川等も対象になる。MSY は、親魚量から生み出され

る「加入量」を推定する海洋資源に係る調査が必要であるが、インドネシアではその

                                                
3 The Masterplan for Acceleration and Expansion of Indonesia’s Economic Development (MP3EI),2011 
4 タコは資源量評価の対象外である。 
5 2016年に、出資規制(33%)を 100%に緩和している。 
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ような調査は魚種別に行われていない。従って、海洋水産省が示す「資源量評価」及

びそれに基づく TAC は正確度に欠ける嫌いを有す。実際の漁獲量を基礎にする等の現

実的手法が求められる。 

ｲ）沿岸・小島管理法(Coastal and Small Islands Management, Act No 27, 2007) 

沿岸・小島沖のサンゴ礁等の海洋資源保護と一緒に小島に居住する沿岸零細漁民が

希少資源を利用する方策についても言及している。 

ｳ）地方政府自治法(Regional Government Autonomy Act, 2008) 

地方政府管轄下にある海洋資源を含む自然資源を地方政府に管理を委ねる趣旨であ

るが、漁業資源については明確に記載されていない。従って、県(District)下の漁港

に対する TAC 割り当て等の行動も取られていない。これは、漁獲データ管理にも影響

する。即ち、現在 県レベル下にある地方漁港あるいは水揚げ箇所における漁獲量を情

報管理する体制になく、漁獲量データは州政府(例、南スラベシ州政府の水産部)が公

表する統計に依拠している。 

ｴ）海洋水産大臣規則(PER. 19/MEN/2010) 

水産物の品質保証と安全管理システムに係る規則で、海洋水産省傘下の品質・安全

性管理庁が、インドネシア国内の水産物の一次生産、加工、流通の全段階の管理を担

っている。例えば、民間水産加工会社が新たに水産加工品製造をする場合、会社は新

製品の生産加工手法と物流を報告し、同庁はサンプル品に係る品質検査を行う。 同庁

は、養殖工程管理 (Good Aquaculture Practice)、適正取扱規範(Good Handling 

Practice)、Hazard Analysis Critical Control Point証明書の発行を行っている。 

 

④事業実施国の対象分野における ODA事業の事例分析及び他ドナーの分析 

  ＜日本の ODA支援＞ 

水産分野に対する日本 ODAの支援は限定的で 2000年以降の海面漁業に係る支援件数

は僅か３件である。総じて、日本の ODAはインフラを主体とし、具体的な目標(水揚げ、

輸出増加、漁獲量増加)に資する支援であった。   

案件名 プロジェクト内容 

ジ ャ カ ル タ 漁

港・魚市場整備

事業 

借款契約調印は 1993年。これ以前から日本はジャカルタ漁港整備を支

援してきたが、本借款では本格的に港湾施設拡充を行い、200 ㌧級以上

の船舶入港が増加し、輸出取扱量も大幅な増加となった。 

ジャカルタ漁港

リハビリ事業 

借款契約調印は 2004年。都市部地下水汲み上げに伴う地盤沈下に起因

する漁港施設沈下を防止するため東西両岸壁の嵩上げ工事を実施。 

持続的沿岸漁業

振興計画 

交換公文は 2007年。東ヌサテンガラ州はインドネシアの中で最貧の州

であり、その中でも漁獲量の多い東フローレス県は水産基盤施設がな

く、非効率的な漁業を強いられてきた。本プロジェクトでは、水揚げ

桟橋、製氷棟の建設、車、天秤等の機材供与を行った。 

  表 2 日本の ODA支援 



25 
 

  ＜他ドナーによる事業事例＞ 

  インドネシアの海洋は、全海域に広がるサンゴ礁、そこに生息する多数の魚種(海洋

資源の多様性)、沿岸漁民の生計はサンゴ礁に生息する多様魚種に依存している。 

沿岸、海洋の経済活動は国の GDPの 25～30%を占める等の特徴を有し、海洋資源の保護

及び資源の有効利用を通して沿岸、海洋に係る経済活動の活性化はインドネシアの政

策の一つであった。この政策を実践するため、世界銀行(WB)、アジア開発銀行(ADB)は

以下に示すプロジェクトを実施してきた。 

プロジェ

クト名 

Coral Reef Rehabilitation and Management (CRRM) Project I and II 

実施期間 Project I; 1998～2002、Project II; 2005～2010 

実施機関 海洋水産省、海洋／沿岸／小島総局 

実施内容 ・全国及び 6つの県(モデル県)レベルのサンゴ礁管理計画 

・モデル県でのサンゴ礁管理に係る人材育成/プロジェクト実施ユニット 

・モデル県沿岸漁村における生計向上プロジェクト(海藻/沿岸養殖事業) 

・県自治体におけるプロジェクト資金管理 

成  果 サンゴ礁管理及び沿岸部に居住する人々の生計向上に貢献したが、未だ貧困

に喘ぐ沿岸漁民の生計向上には限定的な成果であった。 

表 3 他ドナーによる事業事例① 

このプロジェクト(CRRM)に続いて、USAIDは沿岸漁業に絞るプロジェクトを実施した。 

プロジェクト対象地域は、南スラウェシと西ヌサテンガラである。 

プロジェ

クト名 

Improving Sustainable Fisheries and Climate Resilience 

実施期間 2010～2015 

実施機関 海洋水産省 

実施内容 ・漁業情報システム構築：vessel monitoring system (VMS)と呼ばれ、水産

省地方事務所が、漁船の移動／漁獲データ／気候変動対応型の漁場情報等

を一括管理する情報システム。 

・漁場→加工→輸出を繋ぐサプライチェーンの調査 

・漁業資源の評価支援：特に資源量データの少ない魚種に対する MSY 

・水産加工：特に加工時のロスを最小限に抑える加工技術指導 

・貧困漁村対象の生計向上プロジェクト 

成  果 気候変動に伴う漁場変動情報を先頭に、漁業で生計を営む貧困漁民にとって

有効な情報システムとなった。しかしながら、水産省地方事務所に情報シス

テムを操作管理できる人材が不足している。 

表 4 他ドナーによる事業事例② 

USAID が実施したプロジェクトの成果に関し、特に本事業に有効活用できる観点に

ついては、縞タコ漁獲データに関し CP機関との共有を推進している。一方、漁獲量は

世界第 2位でありながら輸出は 13位である現況に鑑み、マーケット調査、市場販路開

拓を強化する支援は EU を中心に行われてきた。EU は、初めに(2010 年)EU 市場でのイ

ンドネシア輸出産物(漁も含む)の輸出可能性調査を実施している。次に EU各国の個別

支援に繋がった。 
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プロジェ

クト名 

Increasing Sustainable Trade Capacities of Fisheries Value Chains in 

Indonesia   

実施期間 2014～2019 

実施機関 海洋水産省、流通加工総局 支援国：スイス 

実施内容 ・水産加工強化に資する Fishery University 傘下の Quality & Productivity 

Center の能力向上強化 

・EU市場アクセスが可能な水産加工会社の発掘 

・輸出販路開拓領域における海洋水産省の能力強化 

成  果 未だ道半ばであるが、EU 各国における魚市場情報を通して民間水産加工会

社の一部は EUへの輸出を開始している。 

表 5 他ドナーによる事業事例③ 

スイス支援プロジェクトの成果(輸出増加等)についても今後調査する予定である。

日本の ODA 支援及び他ドナーによる事業事例で、本事業の実施中や後のビジネス展開

に関連する事業は特にない。 
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（２）普及・実証を図る製品・技術の概要 

名 称 独自の加工機材と技術によるタコの加工製法及び衛生管理技術 

スペック 

（仕様） 

＜加工機材＞ 

表皮が固いなど、加工が難しい外国産タコをふっくら柔らかく見た目の

良い日本品質に仕上げる、あ印独自開発のタコ加工機材。 

 

 

 

 

加工機材／左：揉み樽 中：蒸し機  右：冷却設備 

＜加工・衛生管理技術＞ 

あ印が開発した独自の水産物（タコ）の蒸し加工技術と HACCP 対応の衛

生管理技術。 

＜加工製品＞ 

蒸しタコ・スライスタコ・カットタコ及び蒸しタコの調理済み食品。 

特 徴 ＜加工機材＞ 

・揉み樽／原料となるタコの洗浄、独自の技術による回転式揉み樽。 

・蒸し機／独自のノウハウによる高湿度蒸気タコ蒸し上げ技術。 

・冷却設備／独自の設定温度による段階的蒸しタコ冷却技術。 

＜加工・衛生管理技術＞ 

タコをふっくら柔らかく加工（高付加価値化）する独自の技術と、HACCP

による衛生管理技術。 

※HACCP＝厚労省が推奨する食品の製造・加工工程のあらゆる段階で発生

の怖れのある危害をあらかじめ分析し、製造工程各段階で対策をとり、

連続的な監視体制をとる衛生管理法。 

競合他社

製品と比

べた比較

優位性 

あ印は 50年前に日本で初めて西アフリカ産タコの加工機材・技術の開発

に成功した。その後もその時代の課題に合わせた機材・技術・製品を開

発、現在はタコの取扱量及び加工規模で日本一を誇っている。インドネ

シアでの展開に際しても、インドネシア産縞タコの特徴等、インドネシ

アの状況に適合した機材・技術・製品の開発ができる。 

国内外の 

販売実績  
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サイズ 

 

主な機材サイズ（㎜） 

・ステンレス製自動蒸機（蒸し機） 

 6500D×1350W×1600H、重量：2500Kg 

・ステンレス製蛸タル（揉み樽） 

1100D×1400W×1400H、重量：150Kg 

・ステンレス製 500Lタンク付き台車（冷却設備） 

1150D×900W×500H、重量：30Kg 

・ステンレス製キャスター付き作業台車 

 1880D×880W×850H、重量：20Kg 

・イシダ 金属探知機（海外仕様） 

 815D×800D×1100H、重量：125Kg 

・イシダ デジタル台秤 

 640D×380W×630H、重量：18Kg 

・三浦工業 EX-500GH（ガス式ボイラ） 

 1440D×1170W×2310H、重量：820 Kg 

・PT. HOSHIZAKI INDONESIA／FM-600AKE 

 製氷機 700D×560W×780H、重量：107 Kg / pc 

氷保管ストッカー820D×1220W×1106H、重量：47  Kg / pc 

設置場所 ペリカナン・ヌサンタラ国有株式会社（以下：ペリカナン本社）の 

マカッサル支店水産物加工工場（以下：ペリカナンマカッサル工場） 

JI. Sabutung I No. 1, Paotere Makassar – 90163 

今回提案 

する機材 

の数量 

・ステンレス製自動蒸機（蒸し機）／1台 

・ステンレス製蛸タル（揉み樽）／4台 

・ステンレス製 500Lタンク付き台車（冷却設備）／5台 

・ステンレス製キャスター付き作業台車／10台 

・イシダ 金属探知機（海外仕様）／1台 

・イシダ デジタル台秤／1台 

・三浦工業 EX-500GH（ガス式ボイラ）／1台 

・ガス式ボイラ減圧弁/2台 

・PT. HOSHIZAKI INDONESIA／FM-600AKE 

 製氷機及び氷保管ストッカー／各２台 

価 格 

 

 

・ステンレス製自動蒸機（蒸し機）／9,600,000円 

・ステンレス製蛸タル（揉み樽）／5,280,000円 

・ステンレス製 500Lタンク付き台車（冷却設備）／1,200,000 円 
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・ステンレス製キャスター付き作業台車／2,400,000円 

・イシダ 金属探知機（海外仕様）／3,000,000円 

・イシダ デジタル台秤／300,000円 

・三浦工業 EX-500GH（ガス式ボイラ）／3,394,000円 

・ガス式ボイラ減圧弁／291,000円 

・PT. HOSHIZAKI INDONESIA／FM-600AKE／1,534,000円 

 製氷機及び氷保管ストッカー 

機材費／26,999,000円、現地工事費／722,000円  

輸送費／3,905,000円、関税／0円 
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1. 普及・実証事業の概要 

（１）事業の目的 

①目的 

インドネシアにおける水産加工技術と水産加工商品の多角化の遅れを克服し、貧困

層である地域漁民の所得向上を目指すため、縞タコの生産加工技術の現地適合性を高

めるための実証活動を通じ、その普及方法を検討する。 

  

②基本方針及び留意事項 

 ｱ）タコの漁場開発 

タコの漁場開発に関しては、西アフリカのタコ漁獲地における水揚げ量減少等の教

訓を踏まえ、スラウェシ近海の縞タコ資源の持続可能な活用に留意し、同国の水産業

に係る法規則を遵守、法の改定、新規施行等の情報も適宜収集しながら本事業を実施

していく。 

留意事項としては、資源保護及び沿岸漁民の生計に配慮するため、DG of Marine and 

Fishery Resources Surveillance（海洋漁業資源監視総局）、DG of Marine Spatial 

Management(海洋空間管理総局)等の保護規制に係る政府省令等の確認と協議が必要と

なることが予想されることから、工程計画表で示した水産物質向上・多様化局6（以下：

CP 機関）との事業開始前協議において、政府省令等を確認するとともに、CP 機関との

協議・連携を通して政府関係機関との関係構築に努めることを留意する。 

 ｲ）水産加工品生産体制の強化 

水産加工品生産体制の強化に関して、同国の食品加工・販売関連法令を把握した上

で遵守し、各種マニュアル、技術指導カリキュラムにより、計画的な現地水産加工品

生産体制の構築に努めるとともに、ビジネス展開を見据えた製品の開発を本事業で実

施していく。 

食品販売に必要な各種登録とハラール認証に留意する。欧州等への輸出に不可欠な

HACCP認証等の取得準備には多くの時間を有することが予想されるため、技術指導と製

品開発を効率良く進めていくことが肝要となる。また、2008 年に同国で施行された食

品法も頻繁に変更されていることから、CP機関からの情報収集にも留意する。さらに、

本事業終了後のビジネス展開における現地生産開始に必要な許認可等の取得について

も、CP 機関のみならず現地日系パートナーや現地企業からの情報収集も怠らず実施し

ていくことが重要である。 

  

                                                
6 本事業実施中に、CP機関は、「水産物質向上・多様化局」から「漁業製品多様化及び品質管理局」に名称変更。 

業務完了報告書では、その実施時期の局の名称を記載する。 
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ｳ）水産加工品の国内市場及び輸出市場の拡大 

水産加工品の国内市場及び輸出市場の拡大のために、本事業ではその第一段階とし

て日本とインドネシアの食品加工業者及び食品流通業者をターゲットとした販売促進

を実施する。特に日本（ASEAN進出企業含む）の食品加工業者及び食品流通業者に対し

ては、あ印のこれまでの日本国内外の取引実績を活用し、安価な同国縞タコ価格の強

みを活かした製品開発と販売戦略の立案、バリューチェーンの構築を本事業で実施し

ていく。 

本ビジネス計画での最大の留意点は、価格に左右されない原料供給体制の確保であ

り、継続的な発展を図るためには、強固なバリューチェーンとその関係強化を常に留

意しておく必要がある。 

 

（２）期待される成果 

①タコの漁場開発 

縞タコ漁場調査と開発、縞タコ漁獲漁民からの調達、安定供給のための保存と輸送

活動の実証、漁業に関する法規制等の情報収集が図られる。南スラウェシ近海で縞タ

コ漁場の特定を行い、現在の縞タコの漁獲量の把握と縞タコ漁獲可能量を想定。 

あわせて縞タコが現地漁業従事者によって安定的に漁獲できる可能性があるか、縞タ

コが加工地及び消費地まで品質と鮮度を保ったまま輸送できるか等が実証される。 

 

②水産加工品生産体制の強化 

  同国には無いあ印独自のタコ加工技術・衛生管理技術を用い、インドネシアの食品

加工・販売関連法令を遵守しながら同国民の味覚にあった、縞タコの蒸し加工技術を

インドネシアの企業自身が確立することで、インドネシアの食品衛生及び縞タコ加工

事業の健全な発展が図られる。 

また、こうした食品加工技術を有した技術者が増加する。 

 

③水産加工品の国内市場及び輸出市場の拡大 

  インドネシアで現地生産する蒸しタコ、スライスタコ、カットタコ（基本製品）及

び調理済みタコ加工品が同国及び日本の食品加工業者・食品流通業者に安定的に販売

されるための同製品の普及活動を行う。 

本事業期間内において 5～10 社程度の食品加工業者及び食品流通業者との成約を想定

している。 

 

（３）事業の実施方法・作業工程 

 ①CP機関、現地支援機関等との事業開始前協議 

事前活動では CP 機関、現地支援機関への本業務の説明、各機関の役割の明確化、各
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活動に必要な情報(データ、法律、省令等)及びそれら情報を所轄する省庁部署の明確

化。本業務活動スケジュールにおける各機関からの投入人材計画等の協議、機材設置

準備により、各活動のスムーズな展開が出来るような事前協議を実施する。 

ｱ）タコの漁場開発 

   ボゴール農科大学水産学部（以下：ボゴール大学）にてスラウェシ近海での複数の

縞タコ漁場候補海域を検討した後で調査対象の漁場を絞り込む。また、縞タコ漁業に

経験を有す日系・現地企業の意見も参考にする。漁業・水産資源保護に係る法令(例、

Fisheries Act )及び対象になる沿岸漁民は、最新の法・省令、規制、沿岸漁民に係る

分布・生計等のデータが有用であるかを確認する。 

ｲ）水産加工品生産体制の強化 

CP機関に対し、本業務のメイン CP機関として各活動に投入できる職員候補の確認及

び本業務工程表に準じる職員の投入計画を検討する。CP 機関の役割は、関係機関との

調整、海洋水産省が指定したペリカナンマカッサル工場に設置する機材の管理、水産

加工体制強化におけるトレーナー養成等である。ペリカナン社に対しては水産加工体

制強化に係る技術移転だけでなく、本業務後の同社の水産加工業務発展（成果）に資

する事業計画等への支援も想定している。 

ｳ）水産加工品の国内市場及び輸出市場の拡大 

水産加工品生産体制の強化で実証する製品のインドネシアの食品加工・販売関連法

令に関し、ボゴール大学と協議する。確認する事項は、加工・販売登録手続き、登録

に必要な要件（資格等）と時間で、ボゴール大学のアドバイスを受ける予定である。

輸出市場は当面日本の市場が対象となるが、現地水産加工企業や CP機関が他ドナーか

ら技術支援された海外市場情報も参考にして、他の輸出市場開拓についても事前協議

を行う予定である。 

ｴ）機材設置準備  

  機材設置場所であるペリカナンマカッサル工場において、作業動線の検討による機

材配置計画を策定し、計画に適した電気給排水設備が確保されているかを確認、電気

給排水の改善点があれば一次側工事を事前に手配する。 

 

②機材の輸送・現地設置工事 

ｱ）機材の調達 

  主な機材の製作は、専門会社である㈲ハラヤにておこない、市販機材は相見積によ

って調達する。ボイラと製氷機は現地でのメンテナンスができる、日系現地企業三浦

工業と PT. HOSHIZAKI INDONESIA から調達する。 
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ｲ）機材の輸送 

  現地法人も設立しており、現地事情に精通した㈱日新が日本からマカッサルまでの

機材輸送を担当。機材の輸送に際しては第三者求償放棄特約付輸送保険を付保する。 

ｳ）機材の設置 

   主な機材を製作する㈲ハラヤが据付工事を実施して試運転をおこなう。試運転で機

材に不具合が生じた場合には、㈲ハラヤが現地で対応できる体制を整える。 

  

③タコの漁場開発 

 ｱ）スラウェシ南部近海縞タコ漁場(複数候補海域)の特定、現在の縞タコの漁獲量の把握 

及び縞タコ漁獲可能量の想定。 

   インドネシアの漁業資源規制に係る政策は、親魚量から生み出されて新たに資源に

加わる加入量を持続的に維持できる最大持続生産量（MSY）と漁獲可能量（TAC）が基

本になっている。これは、2009年改訂の Act No 45(漁業法)に明記されている。 

ここでは、縞タコが漁業法の対象にあるか、或は他の法令に規定されているかを明確

にして、縞タコの MSY と TAC が海域別に推定されている場合は南スラウェシ近海にお

ける縞タコの MSY と TAC のヒアリング調査を行う。推定されていない場合は、スラウ

ェシ南部近海における実際の縞タコ漁獲量調査を通して資源が減少している海域スポ

ットは漁場の対象にしないことを基本とする。南スラウェシ近海の漁場の絞り込みは、

タコ漁業に従事する沿岸漁民数、漁民が縞タコを漁獲している海域スポット、マカッ

サルまでの輸送可能性等を勘案して決める。次に、特定された漁場近海で取れる漁獲

量を縞タコが水揚げされる漁港にて把握する。これは、現実に縞タコがどの程度水揚

げされているかを明らかにするためである。この活動に関してはインドネシアの政策

方針に関与する領域と想定され、海洋水産省関係総局との協議を通し、資源保護の下

で縞タコを安定的に漁獲できる原材料供給体制を明らかにする予定である。 

 ｲ）特定された漁場で操業する縞タコ沿岸漁業者数と、彼らの漁業収入に占める縞タコ漁

獲収入の割合と生計の把握。 

   ここでは、漁場近隣に住む縞タコ漁獲に従事する沿岸漁民の実態調査を目的にして

いる。実施方法は、特定された漁場で操業する縞タコ沿岸漁民数と彼らの漁業総収入

に占める縞タコ漁業収入の割合、生計の実態を調査する。調査は、地方自治体（郡レ

ベル）が保有するデータや海洋水産省マカッサル事務所が保有する魚種別沿岸漁民に

係るデータ収集、SUSEINAS（全国社会経済調査）の調査データ（貧困構造、所得格差

解析に有用）収集、聞き取り調査を予定している。 

 ｳ）縞タコの漁獲と水揚げ後の保存、加工工場への輸送といった一連のバリューチェーン

の体制構築に関する実証。 

   サプライチェーンの実証を目的に以下の項目を実施する。 
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・縞タコ製品の生産・販売量を基に漁場で漁獲する縞タコの漁獲値を決める。 

漁場が複数になる場合は各漁場の漁獲割り当ても決める。 

・漁獲に関わる実証は、ペリカナンマカッサル工場の取引漁業者、本事業の目的を理解

した沿岸漁民を対象とする。 

その際、対象沿岸漁民への金銭的負担や機会費用損失はなく、漁獲した縞タコはあ印

が買い取ることとする。 

・機材を設置し、水産加工品生産体制の強化を実証する。 

ペリカナンマカッサル工場まで、鮮度を保つための物流方法、物流ルートを検討して

実証する。 

・ペリカナンマカッサル工場で加工した縞タコ製品のマカッサルでの保冷、ジャカルタ

までのリーファーコンテナの調達等の物流を実証する。 

ｴ）漁業収入、一次加工や冷凍施設などを含めたクラスター効果、漁場を管理する政府機

関のモニタリング機能向上。 

  本事業に参加した受益者が享受する効果を通して、資源保護を順守しつつ原材料調

達からのサプライチェーンを構築することによって沿岸漁民及び関係地方産業にもた

らされる経済効果を分析して、その妥当性を検証することを目的とする。 

・沿岸漁民の縞タコ漁獲による収入増加、所得の安定。 

・物流実証に参加したサービス提供者の収益、水産加工にリンクするクラスター効果を

検証する。 

・地方政府の能力向上（効果） 

縞タコに限定した漁獲データの収集及び記録に係る方法について検討する。 

ｵ）漁業に関する同国の法律の改訂や新規施行等の情報収集と対応。 

漁業保護・規制に係る情報は、海洋水産省との連携を通して最新の情報を取得する。 

 

④水産加工品生産体制の強化 

ｱ）同国の食品加工、販売関連法令の把握、食品販売に必要な各種登録準備とハラール認

証取得方法の把握と取得方法の検討。 

インドネシア国内での食品販売に必要なＭＤ登録 、ハラール認証 、HACCP認証の他

に必要または有効な登録や認証を早期に調査した上で、現地に則した原料処理・加工・

衛生管理等の水産加工に関わる管理マニュアルを作成する。 

ｲ）縞タコ加工、衛生管理等、縞タコ加工品製造に関わる管理マニュアルの作成。 

あ印の管理マニュアルを基本に、インドネシアの食品加工・販売関連法令に則し、
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製造工程（フローダイアグラム）、原材料の仕入れ・検収、原材料の保存、原料処理

方法、施設設備の衛生管理、機械器具類の衛生管理、食品等の衛生的な取扱い、使用

水の衛生管理、排水及び廃棄物等の衛生管理、ねずみ及び昆虫の駆除、従事者の衛生

教育、従事者の衛生管理、事故発生時の対応等から現地事情に適した食品加工作業管

理・衛生管理マニュアルを作成する。 

ｳ）食品加工作業管理・衛生管理マニュアルに則した技術指導カリキュラムの作成。 

  食品加工作業管理・衛生管理マニュアルを基に、インドネシア技術習得者のレベル

に合わせた技術指導カリキュラムを作成する。 

ｴ）設置した機材・設備を使用して、国営企業職員、水産加工従事者を対象とした、技術

指導者育成のための技術指導の実施。 

  主な実施内容は、原料処理、原料冷凍保存、蒸し加工、基本製品である蒸しタコ、

スライスタコ、カットタコの製造、出荷及び各工程に係わる原料処理・加工・衛生管

理技術を想定している。（同国技術指導者は 4名程度を想定）。 

ｵ）育成した同国技術指導者による同国水産加工従事者を対象とした技術指導の実施。 

  技術指導内容は、原料処理、原料冷凍保存、蒸し加工、基本製品である蒸しタコ、

スライスタコ、カットタコの製造、出荷及び各工程に係わる原料処理・加工・衛生管

理技術を想定している。しかし、インドネシア技術指導者の技術習得レベルと同程度

とは考えにくいため、本事業期間内においては、最重要である衛生管理を最優先に、

技術習得レベルに合わせた段階的な技術指導を実施する。（対象者は 20名程度を想定） 

ｶ）CP機関職員の本邦研修（研修者は 3名）。 

  日本の水産加工技術、水産加工品市場の実情把握と関係機関との意見交換を目的と

して、以下の通り本邦研修を実施する。 

・東京海洋大学 

築地視察、海洋分野の政策・技術教育・人材育成研修・意見交換会 

・FOODEX JAPAN（幕張メッセ） 

日本水産物流通市場視察、2016年の FOODEX JAPANに本事業インドネシア産縞タコ製品

出品予定 

・大手食品メーカー工場視察 

・あ印本社工場での現場研修 

ｷ）技術習得者も参加した蒸しタコ、スライスタコ、カットタコ（基本製品）の製造実証。 

  技術指導時等の少量試作品製造ではなく、製品製造時を想定した模擬量産を実施し

て、技術指導の成果を検証するとともに改善案を実証する。 
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ｸ）基本製品を使用した調理済みタコ加工品の開発実証。 

100品目程度試作し、その中から 5品目程度の推奨試作品を選定して開発する。 

 開発にあたっては、調味料等副原料、包装資材等の流通、価格形態を含む商慣習の調 

査把握が必要となることから、地元業者へのヒアリングを実施する。 

ｹ）プロトタイプ製品のＭＤ登録及びハラール認証等の申請準備。 

申請方法、その他必要な登録と認証はボゴール農科大学に確認して準備する。 

基本製品の蒸しタコ、スライスタコ、カットタコの商品化、調理済みタコ加工品の試

作と連動して、各種登録及びハラール認証申請準備を実施する。 

ｺ）本事業終了後のビジネス展開計画の策定。 

・現地での製品製造開始 1 年目の売上規模を 1000 万円に設定、5 年後にはあ印本社工場

と同程度の製造量を目標とし、その目標達成のためビジネス展開計画を策定する。 

・売上計画を基に施設・設備・機材等の設備投資計画、人員等の現地生産体制計画、現

地法人の設立や営業許可等の許認可計画などを策定する。 

 

⑤水産加工品の国内市場及び輸出市場の拡大 

ｱ）試食会の開催 

主に事業実施体制で示した流通及び販売支援先企業を対象とした試食会を開催。 

現地で開発製造した高付加価値タコ加工品のブラッシュアップと改良をおこない、本

事業期間内での取引成約を目指す。 

 ｲ）新規取引先開拓のための同国での展示会の出展。（3回程度を計画） 

   Food & Hotel Indonesia、International Indonesia Seafood and Meat Conference 

and Expo、Japan Festival in Indonesia の出展を予定している。 

ｳ）新規取引先開拓のための日本での展示会の出展。（2回程度を計画） 

  FOODEX JAPAN（日本能率協会）、ジャパン・インターナショナル・シーフードショ

ー（大日本水産会）の出展を予定している。 

 ｴ）バリューチェーンの構築に向けた、原料供給、現地生産、インポーター・現地流通、

現地販売、物流の各段階における現地パートナーとの提携戦略の策定。 

原料供給、現地生産、インポーター、現地流通、現地販売、物流（輸出）における

バリューチェーンは、本事業での普及活動と実証活動を通じて、本事業実施後のビジ

ネス展開計画の売上規模の達成と企業の活動価値（インドネシアへの貢献）、価値あ

る製品を提供することによる競争優位を確立するために、あ印が選定した企業で構築

する。尚、本活動の成果として本事業期間内において、事業実施体制で示した現地流

通・販売支援企業を含め、試食会を開催、インドネシア・日本での展示会出展により、
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5～10社程度の食品加工業者及び食品流通業者との取引成約を目指す。 

  

⑥事業計画の策定 

  活動項目毎の結果及びその成果を踏まえた事業計画を策定する。 

  

⑦予定業務フロー  
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⑧予定作業工程表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業計画

事業報告 JICA事務所、CP機関、現地支援機関等への事業成果報告

報告書等提出時期（△と報告書名により表示）

月報

進捗報告書（進捗報告会）

基本製品製造実証

基本製品による調理済みタコ加工品の開発実証

プロトタイプ製品のＭＤ登録及びハラール認証等の申請準備

事業計画の策定

加工、衛生管理等、加工品製造に関わる管理マニュアルの作成

食品加工作業管理・衛生管理技術指導カリキュラムの作成

技術指導者育成のための技術指導の実施

技術指導者による同国民を対象とした技術指導の実施

C/P機関職員の本邦研修

活
動
計
画

＜実証活動＞

11 12 1

業務完了報告書（案）

業務完了報告書

本事業終了後のビジネス展開計画の策定

＜普及活動＞

水産加工品の
国内市場及び

輸出市場の拡大

試食会の開催

同国での展示会の出展

日本での展示会の出展

バリューチェーンの構築に向けた提携戦略の策定。

水産加工品
生産体制の強化

食品加工・販売関連法令の把握、各種登録準備と
ハラール認証取得方法の把握と取得方法の検討

2017年度
4 5 82 3

2016年度
76

凡例 現地業務（予定） 現地業務（実績） 国内作業（予定） 国内作業（実績）
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（４）投入（要員、機材、事業実施国側投入、その他） 

 ①要員計画表 

氏 名 担 当 業 務 

葛貫賢治 業務主任者／原料調達、製造技術 販売計画、普及活動 

鯉沼勝久 製造技術、販売計画、普及活動 

鯉沼 弘之 原料調達、品質管理、商品開発 

多田宗則 ﾁｰﾌｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ／外部人材・支援機関・企業統括、関連法制度、普及活動 

馬場治 スラウェシでの縞タコ漁場開発 

高橋宏太郎 府交渉、政策調査、貿易、業務管理・調整 

木野秀樹 縞タコ漁場開発、海外ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ、商品開発、普及活動、業務管理・調整 

渡辺 泰司 

【追加】 原料調達、品質管理、製造技術 

勝村 浩士 

【追加】 原料調達、品質管理、製造技術 

来栖 圭一 

【追加】 製造技術、普及活動 

太田 美郷 

【追加】 普及活動、海外マーケッティング 
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②投入機材 

ｱ）供与資機材リスト＜１＞ 

 機材名 型番 数量 納入 

年月 

設置先 

1 ステンレス製自動蒸機（蒸し機） ハラヤ蒸し機 1台  

 

 

2016年 

11月 

 

 

 

 

 

 

ペリカナン

マカッサル

工場 

 

 

 

2 ステンレス製蛸タル（揉み樽） ハラヤ揉み樽 4台 

3 ステンレス製 500L 

タンク付き台車（冷却設備） 

ハラヤ 

500Lタンク 

5台 

4 ステンレス製キャスター付き 

作業台車 

ハラヤ作業台 10台 

5 イシダ 金属探知機（海外仕様） IND-4518-WP-E 1台 

6 イシダ デジタル台秤 IWB-150-AISIA 1台 

7 三浦工業 （ガス式ボイラ） EX-500GH 1台 

8 ガス式ボイラ減圧弁 

ガス式ボイラ減圧弁 

High to Medium 

Medium to Low 

1台 

1台 

9 PT. HOSHIZAKI INDONESIA／ 

製氷機及び氷保管ストッカー 

FM-600AKE 2台 

 表 6 供与資機材リスト 

 ｲ）相手国政府関係機関側の投入  

・人員 

 海洋水産省 競争力強化総局 水産物質向上・多様化局 

       本事業実施期間中に、漁業製品多様化及び品質管理局に名称変更 

 シムソン マセンギ（副局長） 

 ブディー ハットノ（職員） 

 ティカ（職員） 

 ペリカナン ヌサンタラ／国営企業 

 ダウラ プトラ（ペリカナン本社マネージャー） 

  フェリー工場長（ペリカナンマカッサル工場） 

 ベラ モディグリァニー（ペリカナンマカッサル工場 総務責任者） 

 イクバル （ペリカナンマカッサル工場 業務担当） 

・ペリカナンマカッサル工場改修費用 

 ペリカナン社負担による機材設置のための改修費用 1,000万円（円換算） 

 海洋水産省補助金による ABF（急速冷凍庫）設置費用 500万円（円換算） 

・技術指導、蒸しタコ基本製品、調理済みタコ加工食品等実証活動時の原料 

  ペリカナン社負担による証活動時の原料購入費用 40万円（円換算） 
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（５）事業実施体制 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）相手国政府関係機関の概要 

 ①相手国政府関係機関の概要 

 ｱ）組織の正式名：海洋水産省 競争力強化総局 水産物質向上・多様化局 

         本事業実施期間中に、漁業製品多様化及び品質管理局に名称変更 

ｲ）所在地（担当者・役職） 

・所在地：JI. Medan Merdeka Timur No. 16 Gedung Mina Bahari Ill Lt. 13, 

Jakarta Pusat 10110,Indonesia 

・電話：021-351-3300, ext. 6136 

・担当者：副局長 Simson Masengi 

局長 2015年 12月～2017年 1月 Ir. Artati Widiarti, MA 

        2017 年 1月～  Innes Rahmania  

・役職：Director of Fishery Products Quality Development and Diversification 

ｳ）設立年：同省は大統領令 No.165により 2000年に設立された。 

ｴ）組織の規模：資金：約 13.8 trillion IDR（2016 年時点）、人数等／約 9,000 名 

ｵ）組織の目的：持続可能な海洋漁業資源の管理 

図 1 事業実施体制 
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ｶ）主な業務内容 

漁業資源管理（含む漁業統計）、海水面/内水面養殖漁業振興、水産加工品振興、海 

洋資源サーベイ（モニタリング）、漁獲技術、海洋資源データに係るリサーチ、技術

革新。 

ｷ）組織図 

 赤字が本事業の CP機関。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2 CP機関組織図 
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2. 普及・実証事業の実績 

（１）活動項目毎の結果 

①CP機関、現地支援機関等との事業開始前協議 

ｱ）タコの漁場開発 

事業開始前に、縞タコの漁場についてはボゴール大学と協議した。その理由として、

海洋水産省の漁業総局(Directorate for Capture Fisheries)では縞タコを資源量評価

の対象にしていない実情がある。これは、同総局が縞タコの漁場に関する情報を持ち

合わせていないことに等しい。本事業では、ボゴール大学の全面的協力(水産学部長の

認可)を得て、本事業で求められている南スラウェシ近海の複数縞タコ漁場の特定、各

漁場からの縞タコ漁獲情報の聞き取り、活動１で実証する縞タコ調達を対象とする漁

場の選定方法等を協議した。 

その結果、2016 年 5 月 16 日～5 月 20 日に、ボゴール大学との南スラウェシ近海での

縞タコ漁場共同調査を実施することとした。 

ｲ）水産加工品生産体制の強化 

   海洋水産省 競争力強化総局 水産物質向上 多様化局より、ペリカナン社(同社は全

国に 9つの支社を有し主に主要魚種であるマグロ等の輸出販売等を行っている)を紹介

され、特にペリカナンマカッサル工場の現状(縞タコを含むマカッサル近海の魚類を取

り扱っているが、実態は適切に業務はなされていない)に鑑み、本事業を通してペリカ

ナンマカッサル工場の加工業態の梃入れを要望された。本事業開始前にペリカナンマ

カッサル工場の現状を視察した段階で、ペリカナン社は同工場改修を計画・予算措置

を講じていることをヒアリング。本事業で導入される機材とあ印の衛生管理技術に対

応できる工場改修のレイアウト案を検討した。加えて、機材搬入スケジュールに合わ

せる改修工程も検討して改修工事は無事終了した。 

ｳ）水産加工品の国内市場及び輸出市場の拡大 

・国内市場 

  水産加工品の国内市場において縞タコは、最近ブームになっている「タコ焼き」と一

部の日本料理店以外では流通していない。また、日本料理店での提供方法もタコの唐

揚げである。その主な理由は皮が固く、薄くスライスしなければならないため、納入

先での提供方法が限られることであった。 

 ・現状の輸出市場 

  インドネシアから輸出される縞タコは、冷凍が大部分で冷蔵、塩干、加工品は僅かで 

ある。 

表は、2012年の縞タコ輸出統計である。この輸出市場先統計は、米国、欧州、アジア、 

アフリカの大分類で国別ではない。 
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 単位： 百万 kg (百万 US$) 

地域 冷凍 冷蔵 塩干 燻製 加工 合計 

米国 3.0 (19.3) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 3.0 (19.3) 

欧州 5.3 (32.0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 5.3 (32.0) 

アジア 5.9 (19.1) 0.04 (0.09) 0.02 (0.03) 0 (0) 0.07 (0.10) 6.03 (19.3) 

アフリカ 0.16 (0.72) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0.16 (0.72) 

合計 14.36(71.12) 0.04 (0.09) 0.02 (0.03) 0 (0) 0.07 (0.10) 14.49(71.34) 

表 7 地域別、商品分類別の縞タコ輸出(2012年) 

出典：関税局輸出統計 

  2012 年統計では、縞タコ輸出総重量はおよそ 14,490 トンで輸出代金は約 71.34 百万

ドルであった。地域別では、アジア、欧州、米国、アフリカと続く。縞タコ輸出全体

に占める冷凍品は、重量／金額ベースで 99%を占める。一方、加工(prepared or 

preserved)は僅かなシェアに過ぎない。 

 ・本事業による輸出市場の拡大 

あ印の技術力を生かした安全かつ高品質な水産加工食品への需要が世界で高まってき

ている。その国際的な需要を見越して、あ印は 2000 年に冷凍蒸し蛸ラインの米国向け

HACCP認証を取得し、安全安心なあ印商品の海外輸出へ積極的に取り組んできた。 

結果、輸出量は年々増加している。そして、2013 年を海外輸出「販売倍増計画元年」

と位置付けて、地元ひたちなか商工会議所と連携した「NIPPONIA プロジェクト」を立

ち上げ、ブランディング活動として、アメリカの食品展示会への出展を開始。 

調理済み加工品においては 2014年から HACCP対応の惣菜加工工場を本格的に稼働、欧

米の輸入食品検査強化に対応した衛生面を強化したことにより、アメリカ、カナダに

も販売を拡大してきた。アジア戦略としては、東南アジアを重要な市場として位置付

け、特にインドネシアをはじめとした東南アジアのイスラム圏各国については、今後

重要な販売先として考え、日本国内でのハラ－ル認証取得に向けた施設と商品の開発

及び認証に向けた取り組みを CP機関や現地支援機関に説明。あ印の水産加工・衛生管

理技術をインドネシアに技術移転、高付加価値水産加工品の開発と製造に関わる本事

業により、インドネシアの地域格差是正、水産加工業の振興等への貢献とインドネシ

アにおける縞タコ加工品の輸出拡大を目指すことで合意した。 

ｴ）機材設置準備 

 ・ペリカナン社との機材設置に関わる MOUの締結。 

 以下は MOU合意内容の抜粋である。MOU合意書は添付資料 1を参照 

合意項目 合意内容 

製品及び情報 本事業実施中の原材料・衛生管理・販売(特に日本市場)に関してペリ

カナン社は、あ印から正確な情報を得る 
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本事業終了後の 

ビジネスプラン 

本事業終了時にあ印はペリカナンマカッサル工場のビジネスプラン作

成に協力する 

本事業実施に関

わる費用負担 

ペリカナンマカッサル工場改修費用・電気・水・ガス・人件費／ペリ

カナン社負担、包装資材・衛生関係消耗品サンプル／あ印負担、縞タ

コ原料費／ペリカナン社とあ印の折半 

機材設置予定及

び機材輸入に関

わる手続き 

2016年 4月末を目処にペリカナンマカッサル工場へ機材を設置する予

定であったが、ペリカナン社の各種機材輸入手続き、機材の関税免除

承認、前述した改修工事の遅れにより、機材の設置は 2017年 1 月とな

ると想定している。 

MOU言語 インドネシア語と英語に差違があった場合は英語を優先する 

 表 8 ペリカナン社との MOU合意内容抜粋 

 

 

 

 

 

 

 

図 3 MOUの協議と締結 

・水質検査結果 

 インドネシアの食品製造用水の水質基準は曖昧であり、一般細菌及び大腸菌群以外の

日本では当然である水質検査をマカッサルで実施することはできなかった。水質によ

っては、ボイラや製氷機の故障原因となることもあり、製造に用いる氷に不適切な成

分が含まれる可能性も否定できないことから、雑菌が付着していない容器に工場の水

道水と地下水を取水して、日本で必要とする項目の水質検査を実施した結果、問題は

なかった。水質検査成績書は添付資料 2を参照 

項 目 検査結果（水道水） 検査結果（地下水） 規格基準 

カドミウム 0.0003mg/L 未満 0.0003mg/L 未満 0.01mg/L 以下 

水銀 0.00005mg/L 未満 0.00005mg/L 未満 0.0005mg/L 以下 

鉛 0.001mg/L 未満 0.001mg/L 未満 0.1mg/L 以下 

砒素 0.001mg/L 未満 0.001mg/L 未満 0.05mg/L 以下 

六価クロム 0.005mg/L未満 0.005mg/L未満 0.05mg/L 以下 

亜鉛 0.01mg 0.01mg 1.0mg/L 以下 

鉄 0.18mg 0.03mg 0.3mg/L 以下 

銅 0.1mg/L 未満 0.1mg/L 未満 1.0mg/L 以下 

マンガン 0.1mg/L 0.005mg/L 未満 0.3mg/L 以下 

塩化物イオン 4.7mg/L 4.5mg/L 200mg/L 以下 

カルシウム、マグネ

シウム等（硬度） 52mg/L 50mg/L 300mg/L 以下 

表 9 水質検査結果 
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・ペリカナンマカッサル工場の改修及び機材の設置 

 あ印が作成したペリカナンマカッサル工場での加工品製造に関わる衛生管理マニュア

ルを基に、工場の改修ポイントを以下の通り継続的に技術指導した。 

 

 

 

 

 

 

  図 4 工場改修の技術指導 

改修ポイント 改修内容 

現状確認 壁の改修、扉の新設、機材導入の際の搬入経路、新設壁の位置、作業

動線等を確認 

床の施工 蒸し機等重量のある機材設置場所は、床の強度が必要なため、現状の

タイル貼りではなく、コンクリート施工と防水塗床仕上げを指導 

ボイラ工事 ボイラ設置一次側工事である、ボイラ用軟水器の電源（220V）、水道配

管設置（25A）の指示 

衛生区分 原料が搬入される「汚染区」、原料を加工する「準衛生区」、加工後の

「衛生区」の区分と効率的な作業動線確保するための衛生区分と工場

改修施工方法と床の色も変えることで視覚による区分を指導 

凍結室と保管庫 現在使用されていない凍結室と保管庫は、全て使用できるよう作業動

線を確保するための工場レイアウトを指導 

表 10 工場改修ポイント 

ペリカナンマカッサル工場の改修前と改修後のレイアウトは添付資料 3を参照 

 

②機材の輸送・現地設置工事 

ｱ）機材の調達（2016 年） 

 機材名 調達先 数量 調達日 

1 ｽﾃﾝﾚｽ製自動蒸機（蒸し機）  

㈲ハラヤ 

1 台  

 

 

3 月 3 日本邦調達 

 

2 ｽﾃﾝﾚｽ製蛸タル（揉み樽） 4 台 

3 ｽﾃﾝﾚｽ製 500Lタンク付き台車 5 台 

4 ｽﾃﾝﾚｽ製キャスター付き作業台車 10 台 

5 イシダ 金属探知機（海外仕様） ㈲水戸衡器 

製作所 

1 台 

6 イシダ デジタル台秤 1 台 

7 三浦工業 （ガス式ボイラ）  

三浦工業㈱ 

1 台 11月 3日現地調達 

8 
ボイラ減圧弁（High to Medium） 

ボイラ減圧弁（Medium to Low） 

1 台 

1 台 11月 23日現地調達 

9 
PT. HOSHIZAKI INDONESIA／ 

製氷機及び氷保管ストッカー 

PT.HOSHIZAKI 

INDONESIA 2 台 11月 2日現地調達 

  表 11 調達機材 
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ｲ）機材の輸送 

  2015年まで比較的スムーズであったインドネシアの通関は、2016年に入り大変厳し

くなった。機材輸送を依頼した㈱日新のインドネシア現地法人 PT．NISSIN TRANSPORT 

INDONESIAにおいても、これまで、機械・設備等多数の輸入実績を有する現地日系企業

が 3ヵ月以上通関できないなど、大きなトラブルを多数抱えていた。 

本事業においても機材をインドネシアに輸入するためのペリカナン社による NPWP

（納税者登録）、API（輸入ライセンス／輸入者番号）、NIK（税関登録書番号）の取

得と関税の免除処置が、通常は 2 ヶ月程度で取得できる予定であったが関税の免除処

置に予定外の時間を要した。インドネシアの通関リスクは誰にも予想がつかないため、

あ印、ペリカナン社、㈱日新と何度も協議を重ね慎重に輸送手続きを進めた。 

また、南スラウェシ州投資調整局（財務省所管）の A.M. YAMIN（ヤミン）局長、SAID WAHAB

（サイワハブ）氏にもマカッサル港での機材のスムーズな通関への協力を要請した。 

結果、機材は 2016 年 7 月 30 日に横浜港を出港、8 月 15 日にジャカルタに寄港、8 月

24 日にマカッサルに到着。ペリカナンマカッサル工場の改修終了まで安全に機材を保

管するため、機材通関業務を担当する PT．ECL MAKASAR に依頼して港湾エリアから、 

PT. Pelitagro（倉庫会社）の保管倉庫に機材を移動。9月 29日に関税の免除が許可さ

れ、10月 21日に機材を通関した。これにより、全ての機材通関手続きが終了した。 

機材の輸入書類及び関税免除申請書と許可書は添付資料 4を参照 

ｳ）機材の設置 

   機材の設置場所であるペリカナンマカッサル工場の改修予算は、当初 250 万円（円

換算）を予定していたが、現地工事会社の見積により 500 万円となり、さらに、CP 機

関職員の本邦研修におけるあ印での現場研修でペリカナン社が、あ印の加工施設の考

え方を反映したことで、改修費用は 2000万円と膨らんだ。ペリカナン社は国営企業で

あり、繁雑な入札や手続が必要であること、同国においてこの金額は多額であること

から、その予算処置にも多大な時間を要した。結果、不要な改修工事項目を取り止め

て、最終入札により 2016年 8月末に改修費用 1000万円で工事会社決定した。9月 7日

工事内容の確認と工事スケジュールの打合せを行い、翌日 9 月 8 日から、あ印監修の

もとで、機材設置のためのペリカナンマカッサル工場内の解体工事が開始された。 

   

 

 

 

 

 

  図 5 ペリカナンマカッサル工場内の解体工事（左：解体前、右：解体作業） 
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   その後、工事の重要ポイントである機材設置場所の床工事まで概ね順調に進み、床

傾斜テストを実施後、塗床プライマー0.5ｍｍ、下塗・上塗 0.5ｍｍの日本の衛生基準

に準じた床防水塗装を 10月 25日におこなった。 

   

 

 

 

 

 

図 6 ペリカナンマカッサル工場の床工事 

  床傾斜テスト後の修正、右図は床防水塗装の仕様（出典：ABC商会ホームページ） 

   塗装終了後、10月 26日から PT. Pelitagro（倉庫会社）から機材をペリカナンマカ

ッサル工場に移動、10月 29日にペリカナンマカッサル工場への機材搬入が終了した。 

 

 

 

 

 

 

図 7 PT. Pelitagro からの移動、ペリカナンマカッサル工場での梱包解体 

 

 

 

 

 

 

図 8 ペリカナンマカッサル工場への機材搬入 

   機材の搬入後から機材設置のための給排水・電気工事等を進め、11月 20日から現地

調達機材であるガス式ボイラ、製氷機及び氷保管ストッカーを含めた機材の設置工事

を開始。 

設置が終了した機材の試運転をおこなった後に、ペリカナンマカッサル工場スタッ

フを対象として、運転マニュアルに沿って機材運転トレーニングを実施。11月 26日に

全ての機材の設置、試運転、機材運転トレーニングが終了した。 
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図 9 機材の設置と運転トレーニング 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  図 10 改修前と改修機材設置後のペリカナンマカッサル工場 

改修前と改修機材設置後のペリカナンマカッサル工場の詳細は添付資料 5を参照。 

ｴ）インドネシア HACCPと SKPの取得 

   ペリカナンマカッサル工場の改修と機材の設置。設置した機材・設備を使用したペ

リカナン社職員、水産加工従事者を対象とした、あ印の技術指導が海洋水産省に認め

られ、ペリカナンマカッサル工場は、2017 年 5 月 3 日にインドネシア HACCP の C クラ

スと SKPを取得した。インドネシアでは 2017年の年明けに、水産加工品の輸出基準と

して海洋水産省が認定するインドネシア HACCP と SKP の取得義務づけが通達された。

これは、水産加工品の輸出に適合する施設、設備を有していればインドネシア HACCP。

製造及び品質基準を満たしていれば SKP 取得工場として海洋水産省が認定するもので

ある。この取得によりペリカナンマカッサル工場は、独自に日本への縞タコ加工品の

輸出ができるようになった。 

  但し、あ印製品の製造委託工場がある中国に輸出するためには、インドネシア HACCP

の Bクラスが必要であることから、2017年 9月の取得を目指している。 

インドネシア HACCPと SKPの認定証は添付資料 6を参照。 
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③縞タコの漁場開発 

  あ印、東京海洋大学、ボゴール 

大学が共同で漁場開発調査を実施 

した。東南スラウェシ州①での縞 

タコ漁業調査では、クンダリとワ 

カトビ諸島で縞タコの流通経路、 

集荷人（2名）と漁業者（7名） 

から縞タコの漁期、縞タコ漁獲方 

法（操業時間）と漁具、漁獲経費 

と販売価格等のヒアリングをおこ 

なった。南スラウェシ州のスライヤー島②では カロンパ島の集荷人及び漁業者をス

ラスヤー島に招き、縞タコの流通経路、集荷人（1名）と漁業者（8名）から縞タコの

漁期、縞タコ漁獲方法（操業時間）と漁具、漁獲経費と販売価格等のヒアリング。 

ドスン バジョ カュパンダ村（バジョ族の漁村）では、漁獲物の流通方法を調査した。 

  マカッサル近郊でのボゴール大学共同漁獲可能量調査では、主にサンカラン諸島で

の縞タコ漁場の特定、現在の縞タコ漁獲量の把握、縞タコ漁獲可能量の推定調査を実

施した。 

 

 

 

 

 

図 12 東南スラウェシの縞タコ漁業 漁業者、漁具、物流方法（物流容器）  

 

 

 

 

 

図 13 スライヤー島の漁業 漁業者、漁具、漁船 

 

 

 

 

 

図 14 サンカラン諸島の漁村（島）、調査風景、漁業者と漁具 

図 11 タコの漁場開発調査地  
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＜南スラウェシ州の漁業者数、縞タコ集荷量と価格統計＞ 

南スラウェシ州海洋水産局管轄 18地域での縞タコ集荷地は 5地域で、その漁業者数、

縞タコ集荷量と価格の統計は以下の通りである。 

 

 

 

 

 

 

  表 12 2014年 南スラウェシ漁業統計報告書（2015 年報告） 

出典：2015年 南スラウェシ州海洋水産局（2015年統計は未発表） 

この集計値は実態と大きく異なるものと考えられ、最終的にどこの水産加工工場や

一般市場に流通しているかは記載されていない。その理由は、正確な統計をインドネ

シア政府が実施していないためである。この表は出典に明記したとおり、南スラウェ

シ州海洋水産局の報告をそのまま記載しているため、一人当たりの集荷量もばらつき

がある。 

＜南スラウェシ州の漁業者組織と縞タコ流通＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 15 漁業者組織と縞タコ流通 

出典：南スラウェシ州海洋水産局職員からのヒアリング 

ｱ）スラウェシ南部近海縞タコ漁場(複数候補海域)の特定、現在の縞タコの漁獲量の把握

及び縞タコ漁獲可能量の想定。 

 

縞タコ集荷地

Selayar（スライヤー） 15,632 人 241.2 ㌧ 8,442,000,000 IDR

Sinjai（シンチャイ） 6,909 人 161.1 ㌧ 3,644,500,000 IDR

Pangkep（パンカップ） 8,344 人 4.8 ㌧ 34,500,000 IDR

Bone（ボネ） 6,453 人 44.1 ㌧ 663,000,000 IDR

Makassar（マカッサル） 8,802 人 19.0 ㌧ 328,100,000 IDR

計 46,140 人 470.2 ㌧ 13,112,100,000 IDR

漁業者数 縞タコ集荷量 価格
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＜縞タコ漁場の特定＞ 

  マカッサルのハサヌディン大学の Fahrul講師やマカッサルで縞タコ流通に関わる業

者等からのヒアリングに基づき、南スラウェシ州近海の主要縞タコ漁場を図 10に示し

た。主要漁場としては、タカボネラテ諸島、シンジャイ沖、ガレソン沖（タカラル沖）、 

サンカラン諸島等が挙げられる。これらの漁場の可能性と、将来のペリカナンマカッ

サル工場での加工事業から見た制約について、以下に述べる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 16 南スラウェシ州近海の主要縞タコ漁場 

 出典：Google Earth、ボゴール大学提供  

・タカボネラテ諸島 

 漁獲量の多さは漁場の中で最も期待できるが、マカッサルまでの距離が長く、陸送だ

けで 2 日以上は要するため、漁獲時からの経過時間を考えるとマカッサルに鮮度の良

い状態で輸送することは困難と思われる。また、この海域のタコは既に多くの買付業

者によって買い付けが行われており、新規に参入して買い付けるには多くの困難が伴

う可能性が高い。また、既存買付業者を利用する場合でも、高い手数料を要求される

可能性がある。 

・シンジャイ沖 

 マカッサルまでは陸送となるが、搬送時間は 5 時間程度であり、仕入れ先としての可

能性はある。しかし、ここにもタカボネラテ諸島同様に既存買付業者の問題がある。 

・ガレソン沖 

 既に縞タコの漁獲が進んで、漁場としての潜在的価値は低いかも知れない（Fahrul 講

師談）。しかし、地元漁業者によれば、彼らの活動範囲にはタコが分布しており、時

には縞タコを漁獲してマカッサル等に水揚げすることもあるという。現在、この漁村

には買付業者はおらず、マカッサルまでの陸送は 1 時間程度の距離であることから、

漁業者を指導して、縞タコ漁獲を勧めてその普及促進を図り、新規に買い付けに参入

することも可能と思われる。 
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・サンカラン諸島 

 マカッサル本土側の漁業者はほとんど縞タコを漁獲していないが、諸島には多くの島

があり、島の漁業者の多くは縞タコを漁獲している。 

島の周辺には珊瑚礁が発達し、縞タコの棲息に適した海域が広く広がっており、漁場

としての潜在力は高いと考えられる。 

現在は、島にいる買付業者が、 

一定量がたまった時点でマカッ 

サルまで船で搬送している。 

島からマカッサルまでの搬送 

時間は、島の位置にもよるが、 

2～4時間程度である。 

 各島には、既存の買付業者が 

いるが、買付業者が魚や縞タコ 

を一定量まとめてマカッサルに 

搬送しているために、現状では 

マカッサルで鮮度の良い縞タコを確保することは困難な状況である。 

  どの漁場でも漁獲物を一定量まとめて搬送する理由は、現状インドネシアでは鮮度

の良し悪しでの買付業者の価格は大きく変わらないため、ガソリン等の物流コストを

抑えるためである。独自に島を巡る定期回収船を運航させれば、鮮度と品質の良い縞

タコの確保が可能と考えられる。 

＜現在の縞タコ漁獲量の把握＞ 

本調査を通じて、マカッサル近海 

で鮮度の良い縞タコを確保できる可能 

性が比較的高いと考えられるサンカラ 

ン諸島の 3つの島について、縞タコ漁 

獲量の把握を行うための現地調査を 

行った。調査したのは、マカッサルか 

ら船を利用して、2～3時間程度の 

Bonetambung（ボネタンブン）、 

Barrang Lompo（バラン・ロンポ）、Barrang Caddi（バラン・チャディ）の 3島であ 

る。 

・Bonetambung（ボネタンブン） 

 島内には 176名の漁業者がおり、その 50%（約 80 人）は、ほぼ縞タコ専業漁業者であ

る。操業は通常は日帰りの手釣り漁法。漁場は水深 5ｍ程度の海域で、遠くの漁場に出

かける場合は 2日以上の操業となる。日帰り漁では氷は使用しないが、2日以上の漁の

出典：Google Earth 

図 17 サンカラン諸島① 

図 18 サンカラン諸島② 出典：Google Earth 
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場合は氷を使用して鮮度保持を図り、金曜日の休み以外は周年操業を行う。 

 漁獲はこの 10年間は比較的安定しており、盛漁期（1～4月）の 1人当たり平均漁獲量 

は 10kg／日、中間期（9～12月）の平均漁獲量は 5kg／日以下である。3～7 月には甲 

イカが混獲され、重要な収入源となる。                      

 

 島内には 9名の集荷人（買付業者）がいて、集荷人 1人あたり 10名ほどの漁業者から 

集荷する。時期によっては、ジャガンジャガン島へ、集荷人と一緒に出漁することも

ある。操業経費（燃料、食費、タバコ代など）は 50,000 IDR／日であり、この経費は、

集荷人から前借りして出漁する。 

・Barrang Lompo（バラン・ロンポ） 

 島には 1,000世帯、5,000人が居住しており、その 80％は漁家世帯である。島内には 3

人の集荷人がいて、集荷人 1人あたり 20～30人の漁業者から集荷している。縞タコ漁

業者は約 70 名いて、縞タコの他に甲イカも重要な漁獲対象である。12～7月がタコの

漁期で、なかでも 7 月が盛漁期である。盛漁期には 1 日当たり 1 トンを集荷すること

もある。この時期には毎日 5～10 人の漁業者がタコを集荷人まで持ってくる。集荷人

は漁獲物が一定量集まれば毎日でもマカッサルまで搬送するが、集まらなければ 3 日

に 1回程度の頻度でマカッサルに搬送する。 

・Barrang Caddi（バラン・チャディ） 

島には 200 世帯、1,000 人が居住しており、うち半分は漁家世帯であることから、約

100 人の漁業者がいると推測される。漁業者は全員が周年縞タコ操業を行う。縞タコ

の漁獲量は安定しているという。島内には 14 人の集荷人がおり、1 人あたり 10～20

人の漁業者から買い付けを行う。縞タコは島の集荷人が船でマカッサルまで搬送して、

マカッサルの集荷人に販売、その集荷人は KIMA（後述）に販売する。 

 縞タコ漁獲量については、島によって漁業者の縞タコ操業への依存度は多少異なるが、

縞タコ漁獲量には 3島間で大きな違いは見られない。 

＜縞タコ漁獲可能量の推定＞ 

  これまでの調査により、本事業を実施する上で最も有効な漁場と考えられるサンカ

ラン諸島の縞タコ漁獲可能量の推定を行った。 

サンカラン諸島には 7 つの有人島があるとされ、そこでの世帯数は約 2,600 世帯

（13,000人）とされる。そのうち、漁業者世帯は約 80％と想定され、1漁業者世帯あ

たりの漁業者 1名とすると、諸島の漁業者総数は約 2,000人となる。 

そのうち、縞タコの操業をおこなう漁業者は約 50％にあたる 1,000人といわれている。 

縞タコ漁業者 1 人当たりの漁獲量は、1～4 月（10kg／日）、5～8 月（2kg／日）、9

～12月（5kg／日）とされ、月間操業日数はおよそ 20日である。 

以上の数値に基づいて、サンカラン諸島の漁獲可能量を推定すると以下のようになる。 
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・世帯総数：2,600世帯、漁家世帯数：2,000世帯（80％） 

漁業者総数：2,000 人（1漁家世帯 1名）、縞タコ漁業者総数：1,000人（漁業者の 50％） 

・漁獲量：1～4月（10kg／日）、5～8月（2kg／日）、9～12月（5kg／日） 

・操業日数：20日／月 

・1人あたり年間縞タコ漁獲量 

10kg×20日×4ヵ月＋2kg×20日×4ヵ月＋5kg×20日×4ヵ月＝800kg＋160kg＋ 

400kg＝1,360kg、諸島年間総漁獲量＝1,360kg／人×1,000人＝1,360㌧ 

  以上のように、サンカラン諸島での縞タコ漁獲可能量は 1,360㌧と推計された。 

南スラウェシ州の統計によれば、同州からの冷凍タコ輸出量は、2014年には 708㌧で

あり、1,360 ㌧という漁獲可能量は、現実とそれほどかけ離れた推計値ではないと考

えられる。 

 尚、ここでいう漁獲可能量は、通常の資源管理の目標とされる最大持続生産量（MSY）

ではなく、潜在的漁獲可能量という性格のものである。厳密な漁獲可能量の推計のた

めには、同海域の縞タコの生物的諸特性や長期にわたる漁獲量統計が必要であり、現

時点で推計しうるのは、潜在的漁獲可能量に留まる。したがって、当面の縞タコ資源

管理目標も、この潜在的漁獲可能量を前提として、この数値のどの程度までを漁獲量

上限とするかの設定が目標となろう。 

ｲ）特定された漁場で操業する縞タコ沿岸漁業者数と、彼らの漁業収入に占める縞タコ漁

獲収入の割合と生計の把握。 

   マカッサルでの本事業実施のためには、サンカラン諸島を中心とした縞タコの確保

が有効と考えられ、この海域で縞タコ漁獲を行う漁業者は約 1,000 人と推計された。

同諸島の縞タコ漁業者の漁業収入の推計は、縞タコの価格と漁獲量に基づいて以下の

ように行った。 

・縞タコ価格 

 

 

・漁獲量 

 

・操業日数：20日／月 

・1 ヵ月あたり漁業収入 

 

 

 

・1ヵ月あたり漁業所得 
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島では漁業以外の所得はほぼ期待できないため、漁業所得が世帯の所得と考えられ

る。ヒアリングによれば、これに対する支出は世帯によって異なるが、概ね 1 ヵ月あ

たり 50～100万 IDRであり、そのうち食費が 60～70％を占めている。 

 漁業所得は、以上のように推計されたが、縞タコの漁獲量は日により変動が激しい。

また、漁業者の漁船いずれも小型船ゆえに、天候により出漁できない日も多いことが

考えられる。推計した漁業所得は、年間では世帯の支出をほぼカバーできるだけの金

額を達成しているように見えるが、実際には利益を生んで、次の操業経費を確保でき

る水準にはないと考えられる。事実漁業者は、ほぼ毎回出漁に際しては、集荷人から

の前借りにより燃料やその他の経費を確保して操業を行っている。さらに、漁業収入

がないときには、集荷人から生活費を借り入れているのが実情である。したがって、

漁業者は常に集荷人からの借金を抱えた状態に置かれている。 

ｳ）縞タコの漁獲と水揚げ後の保存、加工工場への輸送といった一連のバリューチェーン

の体制構築に関する実証。 

＜現状の漁獲物物流の検証＞ 

  東南スラウェシ州ワカトビ諸島ワンギワンギ、南スラウェシのスラスヤー島、マカ

ッサル近郊のタカラル県ガレソン郡パララッカン村マッチニ・アヨ集落漁村とサンカ

ラン諸島のボネタンブゥ島、バラン・チャッディ島、バラン・ロンポ島で現状の漁獲

物物流方法を検証した。 

・スラスヤー島での漁獲物物流方法 

 スラスヤー島で検証した漁獲物の物流は、約 8 ㌧の漁船（母船）に 8 艘の小舟と漁師

を乗せて月曜日に浜を出航。漁獲物で漁船貯蔵庫が満杯になれば浜に戻るが、通常期

は金曜日まで漁をして浜に戻る。浜では町の集荷人が待機しており、漁獲物を仕分・

計量した後に、発泡容器に漁獲物と氷を詰め、翌日マカッサルまで一昼夜を要して運

んでいる。漁獲直後の鮮度の良い漁獲物は品質も高いが、少ない氷で漁獲物を漁船貯

蔵して、さらに浜からは多くの日数をかけて輸送するため、鮮度と品質が非常に低下

する。この漁獲物物流方法は他の漁場においても同様であった。 

・サンカラン諸島 

サンカラン諸島を除く他の漁場は、漁船装備とその距離から漁獲した当日もしくは翌

日にマカッサルまで物流することは現状では難しいが、サンカラン諸島は距離的にそ

れが可能であると考えられたため、サンカラン諸島で新たな物流方法を検討すること
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とした。以下は、スラスヤー島での漁獲物物流方法である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 19 スラスヤー島での漁獲物物流方法 

＜現状の漁獲物物流の検証と新たな物流方法の検討＞ 

 ・新たな物流方法の検討 

  各漁場で現状の漁獲物物流を検証した後に、サンカラン諸島の縞タコ漁場からペリカ

ナンマカッサル工場まで縞タコの鮮度を保つための物流方法として、新たな物流方法

を検討するとともに、南スラウェシ各地からの将来的な物流方法も検討した。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 20 新たな物流方法の検討と実証 
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・縞タコ漁場からペリカナンマカッサル工場までの縞タコ物流実証 

 上図で示した「新たな物流方法」の漁業者（試験縞タコ操業）→ 集荷（仲買人）→ 

ペリカナンマカッサル工場までの物流と鮮度を保つための加工と冷凍保存の実証を、

あ印、ペリカナンマカッサル工場、集荷人の Haji Baharu 氏（マカッサルから船で 6

時間の Pulau Dewakang Besar 出身）、Bonetambungの縞タコ漁業者 2名と以下の工程で

実施した。 

 05:30出港準備 → 06:00出港（ペリカナンマカッサル工場敷地内の船着場）→ 

07:30 Bonetambung着（縞タコ漁業者合流）→ 09:30漁場着 →10:00漁獲開始 → 

11:30漁獲終了～13:40寄港 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 21 縞タコ物流実証の行程 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 22 漁獲から冷凍処理加工までの縞タコ物流実証 

マカッサル 

Rumurumu 

漁獲地 

Bonetambu 
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実証終了後の Haji Baharu氏からのヒアリング 

縞タコ漁業の最盛期間は、20名程度の漁業者から 1日 3ｔ位集荷している。 

現在は集荷船が満杯（3～5日間）になってからマカッサルの仲買人に販売しており、 

 

仲買人から借金はしていないので、コストを負担してくれれば、漁業者から集荷した

新鮮な縞タコを漁獲当日にペリカナンマカッサル工場に運ぶことができる。 

また、仲買人から借金はしていない集荷人の仲間が 10人いるので良い仕事になれば 

本事業に協力すると快諾を受けた。 

 ＜あ印での縞タコ蒸し加工試験と官能試験7＞ 

「縞タコ漁場からペリカナンマカッサル工場までの縞タコ物流実証」で漁獲した縞

タコを 2016年 9月 17 日あ印で蒸し加工試験と官能試験を実施した。 

  試験者は、あ印社長、専務、生産部門の責任者と役職者、営業部門の責任者と役職者

の 14名。発色は 75％、品質は 87％、試験者が A 評価をつけ、身質と検食については B

評価（A 評価 31％）ではあったが、そのコメントから及第点が付けられる結果であっ

た。 

  また、これらの品質は、今後向上していくことが十分可能であるとの社内合意を得る

こともできた。 

  製品検品表は次の通りである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 23 縞タコの官能試験結果 

                                                
7官能試験：人間の感覚（視覚・聴覚・ 味覚・嗅覚・触覚など）を用いて製品の品質を判定する検査をいい、食品、 

香料、工業 製品などについて用いられる。 

生産検品表（蒸し蛸）
2016年 9月17日 広げ  　9月17日 あがり

ブランド

産     地 インドネシア 解凍前重量 1490ｇ 解凍後重量 1480ｇ 発色 品質 身質 検食

モミ時間 20分 元個数 1尾 A A B B

製品重量 1283ｇ 落物重量 0ｇ 煮上総重量 1283ｇ A A B B

製品歩留 86.10% 落物比率 0.00% 煮上歩留 86.1% 生産G 工場長 A A B B

蒸し時間 7分30秒 生産G 藤田課長 A A B B

生産G 小林主任 A A B A

発  色 濃 普通 薄 生産G 園部主任 A A B B

Ａ Ｂ Ｃ 生産G 萩原 B A B B

品  質 良 普通 悪 生産G 平塚 A A A B

Ａ Ｂ Ｃ 営業G 葛貫部長 A A B A

身質 硬 普通 柔 営業G 来栖課長 B A B B

Ａ Ｂ Ｃ 営業G 佐藤主任 A B A B

検食 濃 普通 薄 営業G 馬渕 B A B A

味 Ａ Ｂ Ｃ 管理G 渡辺部長 B A A A

品質G 高信主任 A A B B

事務所 鈴木 A B A B

事務所 住谷 A A A A

12 14 5 5

4 2 9 9

0 0 0 0

A A B B

社長

鮮度がよく、足も丸まる。

B

C

A

判定

インドネシア　RAMURAMU島　縞たこ（2016年9月14日漁獲）

赤色が濃い、縞模様が良くでてい
る。

ほどよくしっかりしている。

特有の臭いもなく、甘味もあり、アフ
リカタコと同じような食味。

試食者

あ印による検品結果

専務

写真

製品写真 落ち物

コメント欄

その他
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尚、インドネシアからの冷凍縞タコの輸送についてはインドネシア海洋水産省に申

請して正式な許可を得て空輸した。 

海洋水産省の冷凍縞タコ輸送許可書は添付資料 7を参照 

   以上の結果から、本事業ではビジネス展開における第一段階の漁場をサンカラン諸

島として、次の縞タコ集荷方法をペリカナンマカッサル工場と策定した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 24 サンカラン諸島からの縞タコ集荷方法 

ｴ）ペリカナンマカッサル工場からの製品物流 

＜ペリカナンマカッサル工場からインドネシアドメスティクマーケットへの物流＞ 

・物流費 

PT.AEON INDONESIAからのヒアリングによると、インドネシア国内物流費が非常に高く

AEON に納品される商品コストの 24％が物流コストである。あ印の日本における AEON

日本国内への商品販売価格に対する物流コストは 3～5％で設定されている。 

  他にもインドネシアの食品関連企業や日系商社等からヒアリングしたところインドネ

シア国内の物流には様々な課題があった。 

 ・国内物流の課題 

課題の一つとして、インドネシア資本の物流企業はリーファーコンテナ8を所有してい

ないことである。リーファーコンテナを必要とする場合は、リーファーコンテナを所

有するコンテナ船会社からリーファーコンテナをレンタルする必要がある。そのため

                                                
8 内部を一定温度に保つ設備をもつコンテナ。冷凍・冷蔵の必要がある食品や医薬品、高温で劣化する恐れのある美術品

やフィルムなどの輸送に利用される。 
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物流のスケジューリングが難しく、物流コストも割高となっている。 

その他、以下のような課題がある。 

課 題 課題内容 

国内物流 島嶼間の海上冷凍物流はインドネシアの物流企業で独占されており、イ

ンドネシア国外の企業が参入していない分野である。また、冷凍船とそ

のキャパも少なく、管理も悪い。そのため、食品卸・小売業の日系会社

はインドネシア物流会社に依存せざるを得ず、鮮度・納期等でリスクを

負っている 

国内物流 

コスト 

冷凍海上物流は異常にコストが高く、一般的に商品価格の 25%を海上輸

送コストが占めている。また、島が多いインドネシア国内の輸送は、船

便と航空便であまり価格差はない、マカッサルからジャカルタへの輸送

は、船便で 3日間だが、航空便は翌日到着する 

温度管理 国内トラック便の温度管理がずさんなため、生鮮品等は商品廃棄のリス

クも負っている 

  表 13 インドネシア国内物流の課題 

＜ペリカナンマカッサル工場から日本を含む世界市場への物流＞ 

・物流の現状 

インドネシア物流の変化は誰にも予想がつかないと云われている。 

インドネシアへの輸入や国内物流に比べて、インドネシアからの輸出は比較的に課題

が少ないといわれており、マカッサルから直接日本を含む世界に海上輸送できれば問

題は少ない。しかし、インドネシア国内を経由して海外に海上輸送した場合は、前述

した国内物流と同じ問題が生じる。また、インドネシア物流において日本の乙仲9（現

地法人含む）に依頼できる業務には限界があった。 

また、構造的な問題として、インドネシアは輸出は歓迎するが、輸入は歓迎しないと

いうことが挙げられる。そのためコンテナについては、通常輸出入でコンテナ数のバ

ランスを保っているが、インドネシアでは輸出でコンテナが海外に出ていくが、輸入

が少ないために海外からコンテナが入ってき難い状況にある。 

   ・海外物流の課題 

  インドネシアにはコンテナ船会社が多数あり、そのなかで主な会社は SITC（SITC 

Container Lines）、MOL（MOL Liner）、NYK（NYK Container Line）、OOCL（Orient Overseas 

Container Line）である。しかし、マカッサルからの冷凍冷蔵海外物流における課題

は、数多いコンテナ船会社のなかで、マカッサルからのリーファーコンテナを扱える

のは SITCだけであること。そして、途中の港でコンテナ船会社を変えて積み替えるこ

とは、物流会社にも大きなリスクがあるために輸送を受けないことである。 

また、本事業では茨城県常陸那珂港の活用も検討している。他の船会社でジャカルタ

やスラバヤから常陸那珂港向けのコンテナ船があるようだとの情報を入手したが、イ

ンドネシア内港船のリーファーコンテナの取扱いがない、リーファーコンテナの数が

                                                
9乙仲（おつなか）とは、海運貨物取扱業者（海貨業者）の通称 
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少ないという問題がある。 

・常陸那珂港の活用 

  茨城県常陸那珂港の課題として、現状は日立やコマツなど一部の企業が利用。定期船

は北米向け週１便、韓国中国向け週１便、国内フーダー船（常陸那珂‐鹿島‐東京）

が週１便程であり十分活用されていないことである。 

また、リーファーコンテナにおいては、コンテナ船から降ろしてドレージに運ぶため

の電源プラグが 30本ほど設備してあるが殆ど使用されていない。 

東京港は常に混雑しており、コンテナ積み降ろしの時間や荷主負担の保管料も増加す

るため、荷主の利便性、茨城県の発展のためにも常陸那珂港の活用を検討すべきであ

る。あ印も前述した諸問題をインドネシアの日系物流会社と協働で解決し、将来的に

は常陸那珂港を活用したいと考えている。そして、茨城県も常陸那珂港へのコンテナ

利用に対する助成金などを始めた。 

＜本事業における物流ルートの構築＞ 

・インドネシアドメスティクマーケット及び日本を含む海外への物流ルートの構築 

  20feet リーファーコンテナ海上輸送においては、将来的にはマカッサルから日本（常

陸那珂港）へ直接輸送することを目指すが、現状ではマカッサルから日本へのコンテ

ナ数が少ないために他国を経由せざるを得ない。当面は、インドネシア国内経由をで

きるだけ避けた物流ルートを輸送の都度に余裕を持たせた物流スケジューリングで対

応することとした。マカッサルからのリーファーコンテナ物流実績を積み、効率的な

物流ルートを構築するために日系物流企業 4 社と協議した上でマカッサルから日本へ

の 20feetリーファーコンテナ海上輸送概算価格の算出を依頼。 

結果、2社から価格の提示を受けた。 

また、ジャカルタマーケットへの物流は、商品価値を高めるためにも当面は航空便を

使うこととした。表は、20feetリーファーコンテナ海上輸送概算価格である。 

尚、㎏単価はコンテナに 15㌧積載した場合の価格である。 

企業名 日本への物流費用 

NISSIN TRANSPORT INDONESIA マカッサルからの物流は対応できない 

日本通運 マカッサルからの物流は対応できない 

ECLインドネシア 878,000円（㎏単価／58.5円） 

郵船ロジスティクスつくば 

（郵船インドネシア） 760,000円（㎏単価／50.6円） 

   表 14 物流費 

・マカッサルからの空輸による冷凍生タコ 35㎏の物流実証 

 インドネシア国内は郵船インドネシア、日本国内は郵船ロジスティクスつくばの協力

を得て、空輸による冷凍生タコ 35㎏の物流実証を実施、その結果は以下の通りである。
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尚、この段階でペリカナンマカッサル工場は、インドネシア HACCP と SKP が取得でき

ていなかったため、PT．USAHA社（マカッサルの水産加工会社）輸出者名義を借り受け

て実施した。 

また、検査費用、届出等全ての経費を含めた空輸費用は、168,524円であった。 

冷凍生タコ 35㎏の物流実証の輸出入関係書類は添付資料 8を参照 

作業日 物流工程 空輸された冷凍生タコ 

2017/4/4 マカッサル空港内の検疫所で、検査用冷凍

生タコサンプル３尾による検疫検査を受

け、出荷許可を取得。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ペリカナンマカッサル工場

から、あ印本社着荷まで 4

日間を要したが品質に問題

はなかった 

2017/4/5 郵船インドネシアが、ペリカナンマカッサ

ル工場から冷凍生タコ 35㎏を引き取り。同

日マカッサル空港よりガルーダインドネシ

ア航空でジャカルタに空輸。 

2017/4/5 21:55 発 JAL726 便にて日本に空輸。 

2017/4/6 7:00 成田着、通関で製造工程表の提出を求

められため、作成して提出。 

2017/4/7 郵船ロジスティクスつくばにより通関 

2017/4/8 14:00 郵船ロジスティクスつくばの陸送で

あ印本社着荷。 

   表 15 空輸による冷凍生タコ 35㎏の物流実証 

＜インドネシア産縞タコの日本への出荷セレモニー＞ 

  冷凍生タコ 30㌧の物流実証と本事業終了後のビジネス展開でのインドネシアからの

縞タコ出荷に先立ち、インドネシア側は 2017 年 5 月 11 日、南マカッサル州知事と州

幹部、海洋水産省からはニラント総局長、ズルーフィカ総局長、シムソン副局長、ペ

リカナン社からはデンディ社長、ロイ理事・パルジョ筆頭秘書、各支社工場長、マス

コミ 6 社以上の計 120 名余りが出席したインドネシア産縞タコの日本への出荷セレモ

ニーが盛大に開催された。 

・スピーチ 

 ペリカナン社デンディ社長、あ印の鯉沼社長、海洋水産省のニラント総局長、ズール

フィカ総局長、南スラウェシ州知事が壇上でスピーチ。 

・調印 

 南スラウェシ州とペリカナン社の間で、あ印のプロジェクトを含めペリカナン社の事

業を南スラウェシ州が支援する合意書の調印が交わされた。 

・改修された工場の見学 

スピーチと調印の終了後、南スラウェシ州知事を含め主要来賓客が、工場とあ印製法

による縞タコの蒸し加工を見学、蒸しタコの試食も行われ大変好評であった。 

インドネシア産縞タコの日本への出荷セレモニー来賓者リストは添付資料 9 を参照 
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インドネシア産縞タコの日本への出荷セレモニーマスコミ記事は添付資料 10 を参照 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 25 インドネシア産縞タコの日本への出荷セレモニーの様子 

＜20feetリーファーコンテナ海上輸送による冷凍生タコ 30㌧の物流実証＞ 

・冷凍生タコ 30㌧の物流実証 

 本事業終了後のビジネス展開に向け、漁獲→工場までの物流→検品→冷凍処理加工→

選別／箱詰め／冷凍保存→出荷という、一連の流れを検証する実証活動として、最低

輸送ロットである 15㌧（20フィートリーファーコンテナ積載量）を 2ロット出荷して、

日本でテスト販売用として活用するする予定であった。 

しかし結果的に、30 ㌧冷凍生タコ製品の最終的なあ印の検品で、日本での使用は難し

いと判断した。 

その理由は、縞タコの漁獲量は毎日一定ではなく、ペリカナンマカッサル工場への納

入量が少ないときは問題なかったが、納入量が多くなった時に鮮度（工場までの物流）、

工場のキャパオーバー（検品・加工・選別・箱詰め）による規格外製品（不安定な品

質）が発生したためである。 

 ・冷凍生タコ 30㌧の処理 

  冷凍生タコ 30㌧は、漁業者やペリカナンマカッサル工場に負担が掛かることのないよ

うにあ印が買い取り、将来的な輸出先であるあ印製品の中国製造委託工場に無償提供

して様々なテストをすることとした。 

  この物流検証は、先述した通り、ペリカナンマカッサル工場のインドネシア HACCP B

クラス取得後の 2017 年 9月とした。  
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・この結果を踏まえた対応 

  ビジネス展開での失敗を防止するため、少量では発生しない課題を把握することがで

きたことは有意義であった。本年 9 月から予定しているビジネス展開（10 月からの縞

タコの漁期）に向けて、新たなインドネシア産縞タコの「あ印品質管理基準書」を作

成。海洋水産省及びペリカナン社とその品質管理基準を協議した上で、あ印による品

質管理技術供与を含めた業務提携覚書を締結した。 

  尚、インドネシア産縞タコのあ印品質管理基準は、ペリカナンマカッサル工場の技術

向上と漁場環境等を勘案して、毎年漁期前に新たな基準を設定することとした。 

2017年～2018年シーズンのインドネシア産縞タコのあ印品質管理基準は以下の通りで

ある。 

タコの漁獲及び漁獲後の処理 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

タコの検品 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

タコの内臓除去・冷凍処理・保管 
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  表 16 インドネシア産縞タコのあ印品質管理基準 

ｵ）漁業収入、一次加工や冷凍施設などを含めたクラスター効果、漁場を管理する政府機

関のモニタリング機能向上。 

   マカッサル近海の小島に居住する漁民にとって縞タコは季節的に漁獲できる資源で、

彼らの漁業収入の一部に過ぎない。従って、縞タコ漁獲が彼らにとってインセンティ

ブになることが求められる。実証事業では、鮮度と品質の良い縞タコの提供を条件と

して、ペリカナンマカッサル工場は仲買人を通し漁民から縞タコを安定的に仕入れる。

仕入価格は仲買人の判断に委ねられる現状に鑑み、実証では、漁業収入の安定を目的

とする実証の趣旨を参加仲買人に説明及び理解を求める。その際、参加仲買人への金

銭的負担や機会費用損失をなくすため、縞タコはあ印が買い取ることとした。 

   縞タコの鮮度と品質保持にはペリカナンマカッサル工場が用意する保冷容器も使用

するが、縞タコ水揚げ地が距離的に離れている場合、現地の保冷トラック等を使用し

て搬送することも想定される。実証事業では活動 2/3 で行う付加価値の高い加工品の

想定価格から逆算して一次加工までの物流コストをどこまで吸収できるかを検討した。 

 地方自治法によると海洋資源を含む資源管理は地方政府に任されているが、漁業資

源はその対象になっていない。従って、南スラウェシ州海洋水産局では州レベルの水

産漁獲データはあるものの、水揚げ場所別の漁獲データはなく、現状では、水揚げ場

所レベルの漁獲を捕捉するシステム構築はかなり難しい。そのため、CP 機関と協議し

て、加工に回す原材料（加工業者が仕入れる）をデータとして記録することとした。 

ｶ）漁業に関する同国の法律の改訂や新規施行等の情報収集と対応。 

   現在のインドネシアは、自国に輸入される原材料・加工品の品質・安全性に係る規

制(例、No.46, 2014)は詳細且つ厳格であるが、自国の漁業管理、水産品品質、安全性

に係る規定は未だ途上である。過去の Coral Reef Rehabilitation and Management 

Project(世銀/ADB)や Improving Sustainable Fisheries and Climate Resilience 

(USAID)で提案された教訓(例：漁業管理情報システム)が、ドナー及び国際 NGO が連携

して行っている Marine Stewardship Council(MSC、資源管理機構)認可の漁業者普及や、

漁業管理、水産品品質と安全性向上に貢献している。 
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④水産加工品生産体制の強化 

ｱ）同国の食品加工・販売関連法令の把握、食品販売に必要な各種登録準備とハラール認 

証取得方法の把握と取得方法の検討。 

ボゴール大学から入手した本事業に関連する食品関連の法律は次の通りである。 

食糧に関する

1996年第 7号法

律 

第 6 条：食糧の生産活動またはプロセスや、保管、運搬、流通の実施

において責任があるすべての者は、以下の義務がある。 

・公衆衛生、人間の安全性の条件を満たす。 

・定期的に公衆衛生のモニタリング・プログラムを実施する。 

・公衆衛生の条件の監視とモニタリングを実施する。 

第 10 条：流通のために食糧を生産しているすべての者は、禁止されて

いる添加物、もしくは定められた最大制限値を超過した添加物を使用

してはならない。 

食品の生産と流

通に関する 健

康省第 329号条

例（1976 年） 

第 2 条：インドネシアで生産または流通する食品は、安全性や衛生上

の条件、それぞれの食品に対して大臣が定めた品質基準または条件を

満たさなければならない 

第 4 条：大臣により定められた特定の食品は、生産・輸入・流通の前

に、インドネシア共和国健康省に届け出なければならない 

食品の登録（届

け出）義務に関

する 健康省第

330 号 条 例

（1976年） 

第 2 条：登録義務のある食品は、国内生産もしくは輸入された、以下

の加工食品である 

・商品名または企業名によって生産、保管、流通されるもの 

・容器または包装と、ラベルを使用するもの 

・企業によって製造されるもの 

第 3条：登録は以下の者によって行われる 

・食品を生産する企業家、再包装を行う企業家 

・インドネシアの法律によって合法である食品輸入業者 

食品に許可され

た添加物に関す

る  健康省第

722 号 条 例

（1988年） 

第 10 条：輸入される添加物には、その国の生産者からの分析証明書が

伴っていなければならない 

第 13 条：添加物のラベルは、ラベルと食品広告に関する健康省条例の

決まりを満たす以外に、以下を食品添加物のラベルに記載しなければ

ならない 

・”Bahan Tambahan Makanan”又は”Food Additive”という表記 

・添加物原料の名称。特に着色料にはインデックス番号も記載する 

・添加物原料のグループ名、生産者の登録番号 

・登録しなければならない添加物原料の製品番号 

  表 17 本事業に関連する食品関連の法律 

・水産加工品工場の許認可 

 水産加工品工場の許認可について、ペリカナン社や訪問した食品企業、ボゴール大学

で聞き取り調査したが、日本の食品衛生法等に準ずる衛生基準や営業許認は確認でき

なかった。ペリカナン社では工場の規模や施設整備状況によって、海洋水産省から A、

B、C のランク評価がされている基準書があるが、審査基準や審査方法は公表されてい

ない。ただし最終的には、本事業で試作する縞タコ加工品は、すでに水産加工品工場

として営業しているペリカナンマカッサル工場で加工することから許認可は必要とし

ないことが判明した。 
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・食品・医薬品の販売許認可 

医薬品・食品は、医薬品食品監督庁による事前の登録が求められており、登録済のも

のには商品のパッケージに、国産品は「ＭＤ」、輸入品は「ＭＬ」という登録番号を

表示することが義務付けられている。しかし、実際に現場を見ていると、現実問題と

してはかなり無理がある制度のように思われ、実際にどれだけの商品が正式に登録さ

れているのか疑問である。 

某大手スーパーの輸入担当者からのヒアリングでは「一品目の登録費用に 750 万 IDR、

審査期間は早くて 4～5 ヶ月必要で、2,000 点以上の商品全て登録するためには、膨大

な費用と時間が必要で全く現実的ではないとの意見であり、実際に売場の輸入品でＭ

Ｌ登録されている商品はごく僅かであった。この制度がインドネシアで浸透していく

ためには、費用や審査期間等の改善を含め、時間を要するものと考えられる。 

その後さらに調査を進めたところ、本事業で試作する縞タコ加工品は、消費者が直接

購入する最終商品ではなく、最終商品の加工原料であることから、現状の法律ではＭ

Ｄ番号の登録を必要としないことが判明した。ただし、加工原料であってもハラール

認証は取得できる。 

・ハラール認証 

 インドネシア議会は 2019 年までにすべての製品（製品：食品関連の製品、サービス、

飲料、医薬品、化粧品、コミュニティで使用されるもの）にハラール証明を義務付け

る法律を施行した。その対象者は、加工産業、食肉処理場、レストラン、ケータリン

グサービス、販売業者であり、全てのハラール製品にハラールロゴを、ハラールでな

い製品にはノンハラールロゴを貼付することが義務化される。また、2019 年にハラー

ル認証が義務化されるまでの間は、政府独自の規制により段階的にハラール認証の義

務化を実施する権限を有するとされている。（ハラール製品保証に関する法律第 33 号

／2014 年施行） 

・ハラール認証の取得方法 

ボゴール大学、MUIハラールセンター、PT.SBCS Indonesiaからハラール認証の取得方

法についてヒアリングした。 

ヒアリング項目 ヒアリング結果 

縞タコ加工品 縞タコ加工品はハラール認証を取得できる 

ハラール認証に 

必要な項目 

申請商品はハラール認証に必要な 11 項目をクリアすることが求

められ、申請企業は企業理念／経営方針及び加工工場、加工工程

に係る審査を受ける 

ハラール認証 

取得期間・費用 

11 項目の認定基準審査、申請企業に対する予備審査と予備監査、

最終審査/監査、認定機関の最終決定までの平均所要日数は 75

日、取得費用は申請品目数によって費用は異なる 

日本へ輸出 インドネシアでハラール認証された商品は、ハラール認証商品と

して日本へ輸出は可能 
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本事業でのハラー

ル認証取得 

ハラール申請はインドネシア国内企業を対象としているので、あ

印としての本事業実施中のハラール認証取得は難しい 

  表 18 ハラール認証取得方法 

・ハラール認証取得手順 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 26 ハラール認証取得手順 

ｲ）縞タコ加工、衛生管理等、縞タコ加工品製造に関わる管理マニュアルの作成。 

   あ印の管理マニュアルを基本に、製造工程（フローダイアグラム）、原材料の仕入

れ・検収、原材料の保存、原料処理方法、施設設備の衛生管理、機械器具類の衛生管

理、食品等の衛生的な取扱い、使用水の衛生管理、排水及び廃棄物等の衛生管理、ね

ずみ及び昆虫の駆除、従事者の衛生教育、従事者の衛生管理、事故発生時の対応等の

マニュアル 15種類、洗浄マニュアル 5種類、記録書 29種類、手順書 17種類を作成し

た。管理マニュアル（一部）は添付資料 11を参照。 

ｳ）食品加工作業管理・衛生管理マニュアルに則した技術指導カリキュラムの作成。 

米国 FDA 水産食品 HACCP 規則（20CFR123）に適格な HACCP 計画及び衛生管理計画に

基づき、一般社団法人大日本水産会が制定し、実施している「HACCP方式に基づく水産

食品製造工場の認定制度」に従った管理マニュアルを基に技術指導カリキュラムを作

成した。 

ｴ）設置した機材・設備を使用して、ペリカナン社職員、水産加工従事者を対象とした、

技術指導者育成のための技術指導の実施。 

＜技術指導者育成対象者＞ 

ペリカナンマカッサル工場／フェリー工場長、ベラ総務責任者、イクバル製造責任者、

イムラ工場職員、ユリ施設管理 

ペリカナン本社／アマンダ社長秘書兼水産加工技術担当 

・設置した機材の運転技術指導 
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加工技術の技術指導を前に、使用するステンレス製自動蒸機（蒸し機）、ステンレス 

製蛸タル（揉み樽）、ガス式ボイラ、金属探知機、製氷機の運転技術指導を実施した。 

 

 

 

 

 

 

 

図 27 機材の運転技術指導 

・蒸し時間の設定指導 

 インドネシア産縞タコの品質に合わせた蒸し機の蒸し時間をあ印の技術者が設定した

後に、蒸し上がりの状態の確認方法と調整方法をペリカナン社職員に技術指導した。 

 以下がその蒸し時間。 

          

          

 表 19 蒸し時間の設定 

3 回の運転技術指導で、ペリカナン社の 4 職員が取扱いをマスターし、機材における

技術指導者育成は終了した。 

・原料処理及び冷凍保存処理 

  サンカラン諸島からの縞タコ集荷方法により集荷した縞タコによる技術指導 

第 1回～2回 

漁獲エリア Cから 10 時間かけて漁業者がペリカナンマカッサル工場に縞タコ搬送。 

縞タコは、1尾ずつ袋に入れて氷詰めの状態で運ばれてきたため品質は良かった。 

1～1.5㎏/11.9㎏、1.5～2㎏/41.7㎏、2㎏ UP/12.1 ㎏、1㎏未満/6.1㎏、 

1 ㎏未満/6.1 ㎏については漁業者に返品。1～2 ㎏ UP の縞タコは、品質・重さで選別

後に腑抜きして冷凍保存した。 

 

   

   

 

 

 

図 28 原料処理及び冷凍保存処理 



71 
 

第 3回～4回 

漁獲エリア A、漁獲地はバランチャギ島 

集荷サイズは、1～2Kg／49.8Kg、0.5～1.0Kg／58.9Kg、0.1～0.5Kg／8.9Kg。１Kg 以

上が 42.4％、１㎏以下が 57.6％で小さい縞タコが 50％以上を占めた。１㎏以下は買

い取らず、技術指導者育成対象者に腑抜作業及び冷凍処理作業の技術指導を実施した。 

 ・縞タコ蒸し加工 

  サンカラン諸島から集荷し原料処理及び冷凍保存処理した原料を使用した蒸し加工技

術指導を実施した。 

第 5回～6回 

 

 

         

 

  考察：見た目、食感、風味も問題なかった。 

 

 

 

 

 

図 29 原料・塩もみ（揉み樽）・蒸し加工（蒸し機） 

 7回目以降は、以下の通り縞タコ加工の技術指導を実施した。 

 実 施 内 容 

7 回目 蒸しタコ製造技術指導（ペリカナン社職員 2名、水産加工従事者 5名） 

8 回目 蒸しタコ製造技術指導（ペリカナン社職員 2名、水産加工従事者 5名） 

9 回目 蒸しタコ製造技術指導（ペリカナン社職員 2名、水産加工従事者 6名） 

10 回目 蒸しタコ製造技術指導（ペリカナン社職員 2名、水産加工従事者 6名） 

   表 20 技術指導回数（技術指導者育成） 

・展示会用蒸しタコサンプル製造 

「FOOD＆HOTEL INDONESIA 2017」の来場者への試食に使用する蒸しタコ、ブロック M

で開催される縁日祭で使用する試験販売用蒸しタコを一連の加工工程にそって、各工

程を検証しながら、ペリカナン社職員 4 名、水産加工従事者 8 名とともに製造した。

尚、この試食サンプルは、インドネシア国内で販売予定の製品である。 

次の表は、「FOOD＆HOTEL INDONESIA 2017」で使用する蒸しタコの作業工程である。 
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作業工程 作業内容／考察 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

表 21 展示会用蒸しタコサンプル製造 

 

 

 

  

   

 

 

   図 30 FOOD＆HOTEL INDONESIA 2017で使用した蒸しタコの製造と検証 

 

 

 

 

 

    

図 31 縁日祭で使用した試験販売用蒸しタコの製造と検証 
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 ・ペリカナンマカッサル工場への技術指導の検証 

  縞タコ加工品製造に関わる技術指導は計 10回。最後に展示会用蒸しタコサンプル製造

（販売可能な製品）をおこない、基礎的な技術移転は終了したが、課題も残るため、

本事業終了後のビジネス展開においても、引き続き継続的な技術指導の必要があると

判断した。 

  そこで、2017 年 8 月の最終現地業務において、本事業で実施した指導結果を踏まえて

作成した「あ印タコ品質管理基準書」に基づいて、ビジネス展開を想定した技術指導

を実施した。 

また、当面の対応として工場内に写真と日本語、英語、インドネシア語による作業工

程ごとの作業手順表を掲示することとした。 

以下は主な課題である。 

  主な課題 課題の内容と対応 

タコの集荷 集荷した縞タコのなかに、決められた規格ではない漁獲から数日経

過した縞タコが混入していた。再度、製品規格を遵守するよう指導

したが、ペリカナンマカッサル工場の加工処理能力を踏まえた管理

体制の見直しを検討する必要がある。 

尚、その加工処理能力は 2㌧／dayが限度と考えられる。 

サイズ選別 一部選別が違っているパッキングがあること。わからない事を聞く

のは恥ずかしいという習慣があり、自分で判断してしまう。 

聞くことは恥ずかしい事でないことを説明。 

わからないことは、すぐに連絡をして指示を仰ぐように指導した。 

縞タコ蒸し加工 蒸し加工の際には、品温・水温、塩もみ時間や塩分濃度、酸化防止

剤の漬け込み時間も色や経時変化を考慮した添加量や漬け込み時間

の工夫が必要であることを説明して指導した。 

また、温度計・水温計を用意することとした。 

  表 22 技術指導終了時の課題 

ｵ）育成した同国技術指導者による同国水産加工従事者を対象とした技術指導の実施

（TOT）。 

＜技術指導者＞ 

 ペリカナンマカッサル工場／イクバル製造責任者、イムラ工場職員 

＜対象者＞ 

 ペリカナンマカッサル工場臨時職員104名 

＜第 1回～3回＞ 

漁獲エリア A、漁獲地はバランチャギ島 

集荷サイズは、2KgUP／7.4Kg、1.5～2Kg／24.0Kg、1.0～1.5Kg／17.9Kg、0.1～0.5Kg

／5.5Kg、前回比べ 1㎏以下の縞タコが減少した。 

                                                
10 ペリカナンマカッサル工場では、加工作業があるときに近隣の市民が臨時職員として作業に従事する。よってこれま

で少なかった加工作業が、本事業により増加することは近隣市民の所得向上にも貢献する。 
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100Kg の腑抜き加工に 4 名で 2 時間を要した。あ印でのインドネシア研修生は 1 名で、

1 日（8時間）に 8 ㌧処理することを伝えて再講習を実施、その成果を確認しながら TOT

を実施した。 

4 回目以降の TOTは、以下の通りである。 

 実 施 内 容 

4 回目 マカッサル工場職員による蒸しタコ製造技術指導（水産加工従事者 5 名） 

5 回目 マカッサル工場職員による蒸しタコ製造技術指導（水産加工従事者 5 名） 

6 回目 マカッサル工場職員による蒸しタコ製造技術指導（水産加工従事者 6 名） 

7 回目 マカッサル工場職員による蒸しタコ製造技術指導（水産加工従事者 6 名） 

  表 23 技術指導回数（TOT） 

・作業工程確認（縞タコの集荷 → 計量・選別 → 腑抜き → 冷凍保存） 

一連の作業工程を確認、要所での指導を実施した。コールドストレージでの原料保管

ではパッキング日、サイズ、箱重量の記載を確認した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

図 32 一連の作業工程 

・同国技術指導者による同国民を対象とした技術指導の検証 

最後に一連の作業工程の確認と展示会用蒸しタコサンプル製造（販売可能な製品）を

おこない、同国技術指導者による延べ 40名の同国民を対象とした基礎的な技術移転は

終了した。 

 今後は、本事業終了後のビジネス展開で経験を積んでいくことが重要である。 
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ｶ）CP機関職員の本邦研修 

＜目標＞ 

インドネシアの水産分野は「調達→生産→物流→販売」といったサプライチェーン

や、技術開発・人材育成などの企業活動が一連の流れの中でその都度に付加価値を生

み出していくバリューチェーンの必要性が広く普及していない。 

そこで、日本での漁獲から消費者に至る水産品・水産加工品のプロセスを研修生が実

体験することにより、今後のインドネシアにおける「サプライチェーン・バリューチ

ェーン」の普及に資することを大目標とした。また、本普及・実証事業で機材を設置

して実証活動をおこなうペリカナンマカッサル工場の改修内容に本研修の成果を反映

させることを具体的な目標とした。 

＜項目＞ 

・優れた水産加工品の体験 

水産生鮮品や水産加工品を実際に見て、試食することで、日本市場で受け入れられる

製品の製法やパッケージング、価格を実体験する。 

・漁獲制限等、漁業者の自主的な資源保護の取り組み事例 

資源保護必要性や漁業者のメリットなどを直接漁業者からヒアリングする。 

・魚類流通の現場体験 

漁業者→地方市場（漁業協同組合等）→中央市場→卸売→小売→消費者という日本の

優れた流通形態の仕組みを各現場で体験することにより、インドネシアでの水産品及

び水産加工品流通との違いを理解する。 

・HACCP取得製品工場であるあ印での現場研修 

あ印の施設・設備を見学し、なぜこのような施設、設備にしなければならないのかを

学んでもらう。さらに、工場作業研修により加工技術・衛生管理技術、人材育成研修

（海外研修生との懇談会等）の研修によりインドネシアの水産加工施設の質の向上に

寄与すると共に、本普及実証事業での機材設置先であるペリカナンマカッサル工場の

改修に、あ印の加工施設の考え方を反映する。 

＜受入期間及び参加者＞ 

 2016年 3月 8日～3月 14日 

 氏 名 所属部署 

1 Budi Hartono Directorate of Fishcries Products Quality and 

Diversification 

2 Doni Suhabak National centre for product development and quality, 

Directorate General of fisheries product competiveness 

3 Mr.Daulat Putra  PT.Perikanan Nusantara（Persero） 
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＜カリキュラム・日程表＞ 

  研修内容 

1 3/8(火) 

 

◆来日、本邦研修開始にあたってのミーティング 

◆幕張メッセ FOODEX JAPAN 

・日本の水産加工品市場の現状及びトレンド視察 

・あ印出展ブースでの実地研修 

2 3/9(水) ◆横浜市漁協本所／兼柴支所 

・漁協の組織と事業、横浜市漁協における資源管理の取り組み 

・漁協の販売事業（共同出荷）、直売事業、食堂事業の経営 

3 3/10(木) ◆築地市場 （鮮魚流通及び場外市場視察） 

・大都魚類の案内にて鮮魚のせり、築地場内及び場外視察 

◆豊洲新市場視察 

◆イオン東雲店での小売方法の視察 

4 3/11(金) ◆茨城県ひたちなか市 

・ひたちなか魚市場、東京かねふく大洗工場視察、 

・あ印本社工場／施設設備の説明 

・ひたちなか商工会議所・鈴木会頭と会談 

・ひたちなか市役所・本間市長と会談 

5 3/12(土) ◆あ印本社工場 

・9:00～工場研修(加工技術・衛生管理技術)、人材育成研修 

・海外研修生との懇談会、加工製品の試食等 

6 3/13(日) ◆東京、13：00～本邦研修終了にあたってのミーティング 

7 3/14(月) ◆帰国 

＜実施内容と成果・課題＞ 

・優れた水産加工品の体験 

幕張メッセで開催された「FOODEX JAPAN」を見学。今回の FOODEXは海外からの出店が

２倍程度増加したことに加え、日本市場への参入を目指す海外企業の多さや海洋国家

であるインドネシアブースに海産物・海産物加工品が出品されていなかったことに研

修生は刺激を受けていた。 

日本企業の各ブースに出品されている製品の様々な製法や洗練されたパッケージング

を細かく見学するとともに積極的に試食もし、日本市場で受け入れられる製品のイメ

ージを確認した。特に加工技術や冷温流通が遅れているインドネシアでも製造・流通

化が可能な「練り物」や「乾物」に関心を示した。あ印の出展ブースでは、商品の展

示方法や試食の提供方法を説明した。さらに、日本では大企業だけでなく、地方の中

小企業においても衛生的で完成度の高い製品が製造されていることを体験したことも

大きな成果であった。 

本邦研修の様子は添付資料 12を参照 

・漁獲制限等、漁業者の自主的な資源保護の取り組み事例 

横浜市漁協本所の兼柴支所において、漁協の組織と事業、横浜市漁協における資源管

理の取り組み、漁協の販売事業（共同出荷）、直売事業、食堂事業の経営などについ

て、講義と現場視察を実施した。 
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講義は、横浜市漁協の成り立ちから現状を説明した後に、「日本の水産物流通と近年

の漁業者による直販事業」「日本の卸売市場制度」「横浜市漁協柴支所における資源

管理」といった資料を使用して行われた。その後「漁獲後の漁船の入港→漁協への出

荷（共同出荷）→漁協での選別・軽量・梱包→中央市場への出荷」の流れを説明し、

漁協の直販事業である「漁協の直売・食堂」の視察、停泊している漁船での資源保護

漁具についての漁業者へのヒアリング、蝦蛄（シャコ）漁業者による一時加工場の現

場視察を行った。 

資源保護については、政府や漁協からの指導ではなく、漁業者自らが考え実践してき

たという事実に対して、そのルール監視方法やルールを犯した際の罰則など多くの質

問があったが、漁業者がマーケットの需要と供給をコントロールして価格の安定化を

図るとともに、産地のブランド化により付加価値を付け、量より質で収入の増加と漁

業者の労働環境改善を図れること、そして資源を保護することにより持続可能な漁業

経営が可能となっていることを説明した。現場視察とそれに伴う講義では、研修生が

実際に見聞きし、体験したことにより、多くの質問が出され、インドネシアとの違い

や取り組むべき課題などについて具体的な議論が行われた。 

・魚類流通の現場体験 

  横浜市漁協本所／兼柴支所では「漁業者→地方市場（漁業協同組合等）」を視察し築 

地市場とイオン東雲店では「中央市場→卸売→小売→消費者」という、日本の流通形 

態の仕組みを各現場で視察した。インドネシアでは、このような仕組みは無いため、 

地方市場、中央市場、卸売、小売の違いと役割を理解することに時間を要したが、世 

界中から集まった魚類が整然と「せり」にかけられてスピーディーに運ばれていく様 

子、前日の夜に地方市場から運ばれてきた魚類が中央市場を通してその日の午前中に 

は小売店に並び、消費者に届けられる仕組みを実際に体験したことで研修生はサプラ 

イチェーンの重要性を認識した。 

また、茨城県ひたちなか市では、那珂湊おさかな市場において地方市場の観光事業へ

の取り組み及び水産加工品を視察。研修生は販売されている加工品の製造方法を細か

く質問するとともに、インドネシアの小規模事業者でも加工が可能な「甘露煮」や「乾

物」の製造方法をメモし、インドネシアに持ち帰るため多くのサンプルを購入した。

東京かねふく大洗工場では、工場での製造、観光客の受入（見学）、直販による製品

プロモーション手法を学び、工場内の衛生管理を見学した。 

・HACCP取得製品工場であるあ印での現場研修 

一日目は、あ印本社工場の施設と設備を見学。二日目は「冷凍真蛸の解凍→トリミン

グ選別→塩揉み前の処理→塩揉み→蒸し加工→冷却→選別計量→箱詰め→出荷」とい

う蒸しタコ製品の一連の製造行程をあ印の工場職員とともに実習した。 

この実習により基本的な製造工程を体験したことで、これまで書類や動画で説明して
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きた本事業での縞タコ加工実証内容に、これまで以上の理解が得られた。 

あ印の海外研修生との懇談会では海外研修生が、あ印で受ける加工技術・衛生管理技

術などの技術指導内容についてもヒアリングを行い、習得するまでの苦労や習得後に

理解した加工技術・衛生管理技術の必要性、責任を持って仕事をするやり甲斐などに

ついても学んだ。研修生は実習終了後に自らが着用していた作業服・帽子・マスクな

ど全ての衛生管理着衣を今後インドネシアでも必要なものとして持ち帰りたいと申し

出た。研修生は帰国後に、海洋水産省及びペリカナン本社で今回の研修報告会を開催

する際、工場施設の衛生管理について詳しく報告し、ペリカナンマカッサル工場の改

修にできるだけ反映させたいとのことであった。 

今回の本邦受入活動は、実質６日間という短い期間ではあったが、設定した目標を達

成できたと考えられる。当初ペリカナン本社にて計画されていたマカッサル工場の改

修にあ印の加工技術・衛生管理技術が反映されること、縞タコ加工実証活動の実施前

に CP機関の職員等が製造行程を実習した成果は大きい。今後の課題としては、通常の

海外研修生のみならず、インドネシア政府機関職員やペリカナン職員を定期的に招い

て、あ印での実習を実施することが検討された。 

＜参加者の意欲・受講態度、理解度＞ 

研修参加者は、来日前にしっかりと準備と来日経験者からのレクチャーを受けてき

ており、挨拶程度ではあるが日本語を勉強、集合時間に一度も遅刻することもなく、

本研修への意欲と各地での受講態度は全く問題がなかった。研修期間の昼食・夕食は

全て日本側受入者とインドネシアでは馴染みのない魚を中心とした食事を共にし、日

本人の好む食習慣を理解しようと務めていた。見学・講義・実習においても理解でき

ない点は何度も質問するなど理解度は高かったと考えられる。 

＜本邦受入活動の成果を生かした今後の活動計画＞ 

前述した通り、ペリカナンマカッサル工場の改修にあ印の加工技術・衛生管理技術

が反映されることや、日本のサプライチェーンを研修生が体験したことにより、本普

及・実証事業で掲げている「サプライチェーン・バリューチェーン」のインドネシア

での構築に研修生の貢献が見込まれ、今後の活動計画により良い成果が期待出る。 

ｷ）技術習得者も参加した蒸しタコ、スライスタコ、カットタコ（基本製品）の製造実証。 

 ＜第 1回目試作品製造実証＞ 

インドネシア国内市場への普及活動に使用する試作品の製造と検疫局への届け出も 

 おこなった。 

・第 1回目試作品の検証 

添加物を使用せず塩のみだけで蒸したため、多少ぬめりがでて、皮が弱い状態であっ

た。また色目もう少し赤身が必要と思われた。その後ジャカルタへの物流実証として蒸

しタコを冷凍処理して発泡保冷箱に 2尾ずつ詰め、計 12尾をマカッサルからジャカル
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タまで飛行機で輸送した。結果、3日間冷凍状態が保たれた。 

 

 

 

 

   

 

  

図 33  蒸しタコ試作品と発泡保冷箱による物流実証 

＜第 2回目、第 3回目試作品製造実証＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・第 2回目試作品の検証 

 第 2回目試作品と比べ、ぬめりも出ず、皮も強くなり、色目は格段に向上した。 

風味もふっくらと柔らかくなり、完成品に近づきつつある。 

<第 3回目試作品の検証> 

塩もみ工程では、タコの丸まり方がコンスタントに良くなり、蒸し加工も安定してき

てきた。特に、色目と風味が日本品質に近づいており、製造実証の回を追うごとに品

質が向上している。 

   

 

 

 

 

   

図 34  蒸しタコ試作品 

図 30 蒸しタコ用添加剤 
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＜展示会等で使用する蒸しタコの製造＞ 

展示会用蒸しタコ製造「FOOD＆HOTEL INDONESIA 2017」の来場者への試食に使用す

る蒸しタコとブロック M で開催される縁日祭で使用する試験販売用蒸しタコを一連の

加工工程にそって、ペリカナン社職員及び水産加工従事者も参加して製造した。この

試食サンプルは、インドネシア国内で販売予定の製品である。 

 

 

 

 

 

     

図 35 インドネシア国内での販売予定製品 

ｸ）基本製品を使用した調理済みタコ加工品の開発実証。 

＜インドネシアでの開発試作＞ 

 伝統的なピーナッツ辛みそ和え、スライスタコ、カットタコの製造時に余る胴体部

分を使ったタコの唐揚げを製造。また、インドネシア人は揚げた料理、濃い味付け、

辛いソースを好むが、意外にも和風のあっさりした味付けも受け入れられることがわ

かった。これらの食し方は、タコを食べなれないインドネシア人にも好評であった。 

  

 

 

 

 

 

   図 36 第 1回調理済みタコ加工品 

＜展示会等での開発検証＞ 

 ・FOOD＆HOTEL INDONESIA 2017 

インドネシア国内での展示会「FOOD＆HOTEL INDONESIA 2017」において、インドネシ

アに進出している日本の食品メーカーと共同で調理済みタコ加工品の試食を作り検証

を行った結果、来場者に好評を得た。 

 企業名 調理済みタコ加工品 

キユーピー タコの醤油ドレッシング和え 

日清製粉 タコの天ぷらとタコのから揚げ 

日の出みりん タコのてりやき 
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ミツカン タコおでん 

キッコーマン タコの煮物 

おたふくソース タコキムチとタコのお好み焼き 

  表 24 日本の食品メーカーと共作による試作品 

・縁日祭（ブロック M） 

 リトル東京ブロック Mで 2010年から毎年行われている日本をテーマとした食・芸術・ 

 伝統文化・ポップカルチャーなどが一同に会するイベントに出店、蒸しタコスライス

を竹串に刺して軽く炙った「タコ串焼き」を試験販売した結果、記録的な販売数を売

り上げた。 

 以上、展示会等での開発検証の結果は、後述する「新規取引先開拓のための同国での

展示会の出展」を参照。 

＜日本での開発実証＞ 

2014 年、本事業開始前の事前調査でスラウェシ及びフローレスの沿岸漁業者から試

験購入し、冷凍保存しておいた冷凍生タコを原料にコンビニエンスストア向けの製品

開発を実施した。尚、同製品が商品化された場合は、試験購入した冷凍生タコ在庫 5

㌧を使用し、本事業終了後にマカッサルから輸入する冷凍生タコに切り替える。 

 

 

 

 

 

 

 

図 37 コンビニエンスストア向け開発製品 

ｹ）プロトタイプ製品のＭＤ登録及びハラール認証等の申請準備。 

  前述した通り、あ印がインドネシアで製造する縞タコ加工品は、消費者が直接購入

する最終商品ではなく、最終商品の加工原料であること、インドネシア国内で販売す

る製品もインドネシア国内の販売会社がパッケージングして販売するため、現状の法

律ではＭＤ番号の登録を必要としないことが判明した。また、ハラール申請は自社で

専門部門を有する「PT.MASUYA GRAHA TRIKENCANA」にその指導を仰ぐこととした。  

ｺ）本事業終了後のビジネス展開計画の策定。 

  CP 機関である海洋水産省とも協議の上で、ペリカナン社との業務提携によるビジネ

ス展開計画を以下のスケジュールで策定した。また、ビジネス展開計画を含めた本事

業の成果を海洋水産省で協議、あ印現地法人設立の準備も開始された。 
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＜ビジネス展開計画スケジュール＞ 

・第 1フェイズ／冷凍生タコの輸出 

（2017年 4月～6月） 

 ペリカナンマカッサル工場で集荷した縞タコを一次加工（腑抜き・冷凍処理）して、 

あ印にサンプル輸出。あ印で蒸しタコ加工して、日本及び世界市場にインドネシア産 

縞タコのプロモーションを実施する。また、継続してあ印がペリカナンマカッサル工 

場に縞タコ加工技術を移転。 

・第 2フェイズ／冷凍生タコの輸出＋蒸しタコのインドネシア国内販売 

 （2017年 9月～2019年 3月） 

 ペリカナンマカッサル工場の加工技術向上に伴い、冷凍生タコの輸出とともに、ペリ 

カナンマカッサル工場で加工した蒸しタコをインドネシア国内に販売する。 

 ジャカルタでの販売先は、あ印が確保する。 

また、継続してあ印がペリカナンマカッサル工場の縞タコ加工技術の向上を図る。 

・第 3フェイズ／冷凍生タコの輸出+蒸しタコのインドネシア国内販売＋蒸しタコの輸出 

 （2019年 4月～） 

 ペリカナンマカッサル工場のさらなる加工技術の向上を見極めた段階で、冷凍生タコ 

の輸出、蒸しタコのインドネシア国内販売とともに、蒸しタコ加工品（カット・ぶつ 

切り等）をあ印に輸出して日本及び世界市場に販売する。 

また、ペリカナンマカッサル工場への技術移転のために、あ印からペリカナンマカッ 

サル工場への技術者派遣。ペリカナン社から、あ印への技術研修者受け入れも行うこ 

ととした。 

 ・ペリカナン社との冷凍生タコ価格協議 

 2016年 11月の機材設置後から、ペリカナン社との冷凍生タコ価格協議を継続してきた 

 が、ペリカナン社経営陣の対応の遅さ、思惑から協議に滞りをきたしていた。そこで

あ印は CP機関と協議の上で本事業の進捗報告書を提出して支援を要請した。 

その後、ペリカナン社経営陣は、諸問題により刷新されことから、協議は順調に進み

2017 年 2 月 25 日にあ印での最終量産テスト及び試作品製造に必要とする 30 ㌧のトラ

イアル価格の合意に達した。トライアル価格は以下の通りである。 

 

 

 

 そして、2月 27日にその売買合意書案をペリカナン社と協議、3月 1日に合意に達し、

売買契約を締結した。 

 この価格が、本事業終了後のビジネス展開における基本（前例）となる。 
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  図 38 最終試作用縞タコの売買契約締結 

CP 機関に提出進捗報告書は添付資料 13を参照 

最終試作用縞タコの合意議事録は添付資料 14を参照 

最終試作用縞タコの売買契約書は添付資料 15を参照 

＜現地法人の設立＞ 

・現地法人設立方法についてのヒアリング 

 インドネシアでの外資による現地法人設立は非常に難解である。 

 そこで、以下のインドネシア政府機関及び現地日系企業に対してヒアリングを実施し

た。その内容は次の通りである。 

インドネシア

投資調整庁 

（BKPM） 

日本事務所 

・インドネシアの会社設立に関するネガティブリストに「水産物の販売、

流通、大規模商業、輸出業」があるため、パートナーシップが条件付

けられている事業分野である 

・ペリカナン社は国営企業であるため、パートナーシップ協定では規模

が大きすぎて認められない可能性がある 

SBCS 

インドネシア 

・内資法人（PMDN）から外資法人へステップアップ方法が良いではない 

 か 

・インドネシアでの外資法人設立は、現実的には設立コンサルタントを

必要とするとのとのアドバイスを受ける 

海洋水産省 

 

 

・2016年の大統領令で外国資本による漁業は禁止されたが、水産加工に

関しては問題ない 

・水産加工の原料については、インドネシアで漁獲された魚を使用する

ことが原則であるが、インドネシアで漁獲できない魚（例えばサーモ

ン）は輸入して加工できる 

・また、その加工品はインドネシア国内販売及び輸出販売もできる 

・ペリカナン社との合弁については、ペリカナン社の工場で製造（加工）

をおこない、あ印現地法人がインドネシア国内で販売するのであれば

合弁先が国営企業でも問題ない 

・ネガティブリストについては、多くの水産加工日本企業がインドネシ

アに進出しているので問題ない 

・各省庁間によって見解が違う可能性あるので、まず海洋水産省の専門

部署で詳しく確認した後に、インドネシア投資調整庁（BKPM）に相談

したらどうかとのアドバイスを得た 

・水産に関わる事業の場合中小零細企業とのパートナーシップの必要性

については、海洋水産省の見解では、PINDAN（なまりぶし）を扱う場

合にのみ適用 
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・インドネシア国内で水産加工品を販売する場合の内資企業資本 33％の

必要性（パートナーシップ）については、特に水産の実績に関して決

まりはないが調査する必要があるとのこと 

  表 25 現地法人設立方法についてのヒアリング内容 

今後は、海洋水産省の投資専門部署を相談先とし、あ印から会社設立で確認したい内

容を書類にして海洋水産省に提出した。海洋水産省はその内容を確認、精査して必要

であれば修正した。最終的には、あ印現法人設立内容を海洋水産省が承諾した旨のイ

ンドネシア投資調整庁に提出する承諾書を海洋水産省に作成してもらうこととし、あ

印現地法人設立の準備を開始することとした。 

・現地法人の設立申請 

インドネシアでの外資法人設立において法的な決まりや手続き手順は、あってないよ

うなもので、場合によっては法外な費用と多大な時間を要することがあるために、通

常は法人設立コンサルタントにその手続きを依頼してリスクヘッジしている。 

その費用の決まりはなく、条件によって 100～300万円程度と高額である。 

以下に、一般的なインドネシアの水産分野の外資現地法人設立に関する概要を示す。 

会社設立最低資本金 外資法人（PMA）約 2500万円 (25億ルピア) 

内資法人（PMDN）約 11万円（1,250 万ルピア） 

設立に要する期間 外資法人／約 6 ヶ月、内資法人／約 3ヶ月、 

パートナーシップ 

条件 

中小零細企業・協同組合がパートナーシップの対象で中小企業等

とのパートナーシップを組む必要がある。 

 

現地法人設立方法 

インドネシア人を代表とする内資法人（PMDN）を設立。この中小

企業をパートナーとして、外国資本による外資法人（PMA）を設立。

（業務提携でも合弁企業でも可能） 

但し、インドネシア国内で商品を販売する場合は外資 67％までの

出資制限がある。 

法人設立申請先 
外資法人（PMA）／ジャカルタの BKPM（オンラインで登録可） 

内資法人（PMDN）／南スラウェシ州の BKPM 

 

恒久的事業 

許可（IVT）資格 

以前は、外資法人設立時に資格が受けられたが、現在は設立後１

年で資本金１億円への増資もしくは、インドネシアへの 5 億円以

上の投資が達成された段階で恒久的事業許可資格が受けられる。

よって、この条件のどちらかが一年かで達成されなかった場合は、

恒久的事業許可は翌期に持ち越される。 

 

一般的な現地法人 

登記の方法 

 

 

①会社名を決定する 

②BKPMに申請を行う 

③定款を提出、登記場所決定、電話開設 

④資本金の払い込み 

⑤営業許可の取得 

⑥輸入ライセンス、関税番号取得 

⑦納税番号取得等の手続が必要 

表 26 あ印現地法人設立に関する概要 
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＜合弁と業務提携のメリット及びリスク＞ 

   内資法人（PMDN）から外資法人（PMA）へステップアップする場合には、パートナー

シップによる外資法人を設立しなければならない可能性がある。 

 ・合弁 

  内資法人が 33％、外資法人が 67％を出資して合弁会社を設立しなければならない場合。 

メリットは、インドネシア国内販売強化、技術流出リスクを抑えられること、リスク

は投資コストが大きく、合弁のためあ印単独で撤退を決定することが難しい。 

 ・業務提携 

  業務提携の一案として「技術供与ライセンス契約＋生産委託（優先的供給契約）」があ

る。内資法人に対して外資法人が技術とノウハウの供与をおこなう対価とし内資法人

が生産する原料や製品の供給を外資法人が一定期間受ける。 

メリットは、投資コストの軽減と各種リスク回避可能。リスクは、技術流出の可能性

が高いことである。 

 ＜あ印の具体的な現地法人設立方法の検討＞ 

   海洋水産省及びペリカナン社とも協議した上で、どのような場合でも対応が可能な、

以下の方法のなかから選択し、2017年 12月を目途に現地法人の設立を目指す。 

 ・PT.MASUYA GRAHA TRIKENCANA との合弁外資法人設立 

  インドネシア国内での販売パートナーである「PT.MASUYA GRAHA TRIKENCANA」との合

弁外資法人設立。 

すでに複数の日本企業と合弁外資法人設立の経験がある。 

  但し、インドネシアの会社設立に関するネガティブリストにより、インドネシアの零

細中小企業との合弁もしくは業務提携が義務図けられた場合「PT.MASUYA GRAHA 

TRIKENCANA」は大企業と位置付けられるため、その回避方法を検討する必要がある。 

 ・ペリカナン社との業務提携による外資法人設立 

  縞タコの安定的な原料確保ために優先的に検討すべき方法。 

  この場合は、業務提携（技術供与ライセンス契約＋生産委託＝優先的供給契約）での 

  現地法人設立となる。但し、外資は 67％までの出資（資本金）制限の可能性とともに、

ペリカナン社との業務提携による外資法人設立には、国営企業省の許可が必要となる

可能性があり、その許可取得には 6ヶ月以上を要する。 

 ・「PT.MASUYA GRAHA TRIKENCANA」との合弁外資法人とペリカナン社と業務提携 

  縞タコの安定的な原料確保と外資法人設立リスクの軽減を図る。 

ペリカナン社との業務提携交渉に、現地法人設立の経験が豊富な「PT.MASUYA GRAHA 

TRIKENCANA」を加えることで、特殊なインドネシアでの交渉を有利に進める方法。 

また、33％のインドネシア企業出資比率が適合された場合は、「PT.MASUYA GRAHA 
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TRIKENCANA」とペリカナン社に分散することで、両社の影響力を弱める狙いもある。 

さらに、ペリカナン社からの出資は受けず、業務提携だけにとどめることも検討する。 

 

⑤水産加工品の国内市場及び輸出市場の拡大 

ｱ）水産加工品の国内市場 

  インドネシア国内市場での販売戦略は多様化してきた販売ターゲットの絞り込みが

重要であると考えられる。価格帯の高い富裕層向けの日本食については、日本と変わ

らない価格で販売している。富裕層の多い中国系は全体の 5％程度の人口と想定され、

これらの富裕層だけをターゲットにすることも考えられる。 

また、ヒアリングによると年収 50万～100万円程度のミドル層は年収の 60％が食費

であり、貯蓄はせずにもっといいものが食べたいと考える人が多い所得層で、彼らを

ターゲットした場合、販売数量がさらに伸びることが期待できる。さらに、健康志向

の消費者が増えている傾向が見られ、これまでの油っぽい食品より、あっさりした健

康に良いものが売れてきた。 

いずれにせよ、健康志向で安くて美味しい食品は多くの消費者が注目する可能性は

高い。これまでの、インドネシア国内の食品関係者からの主なヒアリング内容は次㌻

の通りであり、この内容を基本商品の蒸しタコ、調理済みタコ加工品の試作品製造（実

証活動）、展示会出店等の普及活動に活用、後述する「新規取引先開拓のための同国

での展示会の出展」の成果で実証された。 

相 手 先 日本食料理長大澤氏 

業務内容 元プルマンホテル日本食料理長、バリ・アドベンチャー・ツアーズ日本食料理

長、現エアロフード副料理長 

ヒアリン

グ内容 

インドネシアに駐在する日本人は勿論のこと、インドネシア人においても本物

の日本食が求められてきた 

成  果 試作品へのアドバイス・評価、製品普及の協力取り付け、大澤氏を通じてイン

ドネシア国内のホテル・外食料理人市場へプロモーションの実施 

 

相 手 先 PT.MC Living Essentials Indonesia（三菱商事系列） 

業務内容 Aeon モール１号店の中島水産に寿司ネタ・鮮魚を卸し、国内ローソン 40 店舗

へ水産加工品販売を模索、揚げかまの試験販売後、外食チェーン丸亀うどん等

に販売 

ヒアリン

グ内容 

Aeon中島水産及び中島水産マレーシア市場への販売。主力水産加工品は輸入枠

のために限定的で輸入枠に囚われない水産加工品が必要 

成  果 Aeon中島水産への販売、 Aeonの出店加速で販売量増加が期待できる、中島水

産マレーシア市場への販売、試作蒸しタコによる CVS・業務向け商品を提案 

 

相 手 先 PT.MASUYA GRAHA TRIKENCANA（日系流通） 

業務内容 グループ社員 1,700 名（日本人 25 名）、取引先は約 12000 店舗、インドネシア

各地に支店、国内流通（物流）網あり、食品輸入、物流、自社多店舗展開、業

務用卸、日本企業との現地合弁生産等幅広く展開 

輸入通関手続き、ML・MD番号の取得ハラール申請も自社の専門部門がある 

ヒアリン インドネシアの物流の難しさ、売れ筋商品、大きな将来性の実状を聞けた 
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グ内容 日本品質を保持した商品の現地生産方式が同国に最適であること、本事業の製

品はマッチしているとアドバイスを受ける 

成  果 2016年 4月国内最大の業務用展示会同社ブースで縞タコ試作品の試食会実施と 

商品販売開始後に各支店の販売先への同行セールスを提案される 

 

相 手 先 PT.Indomaru Lestari（現地流通） 

業務内容 インポーター兼ディストリビューター、ヤマサ醤油を主力に日本食材を展開、

ローカルスーパーへの販路が強い 

ヒアリン

グ内容 

業務用の展開でマスヤと競合しない商品展開が必要で日本風と韓国風の 

味付けの同社オリジナルの要望を受ける 

成  果 中華・韓国飲食店業務用、ローカルスーパー向けの提案先する 

 

相 手 先 PT.AEON INDONESIA（日系スーパー） 

業務内容 BSD 市に AEON１号店、他に 2 店舗建設中、その後出店を拡大予定、同店は他の

首都圏内 100 以上のモールで売上トップ、インドネシアの商習慣である棚代、

高額なリベート等を排除していく方針、日本食を全面に出した商品提案 HMR 商

品の売上が主力（寿司、たこ焼き、天ぷら、から揚げ等） 

ヒアリン

グ内容 

納品コストが非常に高い上に（商品 24％が物流コスト）水産品は鮮度が悪く、 

品揃えに困っている、日本食は高いイメージなので価格を抑えた商品を提案 

加工品はインドネシアで非常にチャンスが多いとのアドバイスを受ける 

成  果 物流問題から自社物流網を有する PT.MASUYA、PT.MC Living 等の帳合に 

よる納入から取引を開始する、AEON 出店拡大とともに、納入品目と納入量 

を増やしていく、さらに他 ASEAN 諸国の AEONにも展開していく 

 

相 手 先 Daisei Group（日系外食・流通） 

業務内容 ラーメン店 38 店舗、居酒屋（本店：キラキラ銀座、割烹等 25 店舗程度の外食

チェーンを展開、物流会社を保有、配送車は常温 13台、保冷車 5 台（山崎パン、

ローソンの配送等も受託） 

ヒアリン

グ内容 

インドネシア物流の難しさの説明を受けるとともに、空輸による商品付加価値 

のアドバイスを受ける（マカッサルからジャカルタへの空輸チルドタコ） 

成  果 試作品へのアドバイス・評価、製品普及の協力を取り付ける 

 

相 手 先 CV．LIBRA（現地流通） 

業務内容 インドネシア産タコを月間 500 ㎏程度仕入、しかし積極的なタコ取り扱いはな

い、日本からタコを輸入したこともあるが、価格が高く現在の取扱はない国内

に幅広い顧客、主な販売地域は自社配送、地方は運送会社に委託日本の輸入食

品は国分、いし東、共同貿易」と取引をしている。 

ヒアリン

グ内容 

インドネシア日本食流通において、PT.MASUYA と CV．LIBRA が双璧である、同 

社の LIE（ATUNG）社長はタコぶつが好物、柔らかく品質の高い現地縞タコの加

工品ができれば国内需要は高い 

成  果 同社の日本食レストラン「えびす屋」でローカルスタッフを集めた試食会を開 

催して前向きに販売に取り組むことを約束 

蒸しタコの他にも、業務向け加工商品の展開が期待できる 

表 27 インドネシア主要流通関係者からのヒアリング 

ｲ）水産加工品の輸出市場 

 ・日本とＥＵ（27ヶ国）のタコ輸入量 

日本はタコの需要が多く、その需要が縮小していないにもかかわらず輸入量（搬入量） 
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は減少し続けている。他方一部のタコ消費国以外ではタコの需要が少なかったＥＵで

はその需要の増加から輸入量（搬入量）は増加している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 28 日本とＥＵ（27ヶ国）のタコ輸入量 

 出典：㈱水産通信社／水産物パワーデーターブック 

・あ印の輸出拡大戦略におけるタコ加工品輸出目標値 

 あ印は、前述した海外輸出販売倍増計画「NIPPONIA プロジェクト」でタコ加工品輸出

目標値を以下のように定めている。しかし、日本のタコ輸入量は減少しており、イン

ドネシアへの技術移転により、インドネシアからの縞タコ輸入を図る必要がある。 

      

      

  表 29 あ印のタコ加工品輸出目標値 

・国内市場及び輸出市場への展開 

  一番重要なことは品質と鮮度の良い縞タコを調達することであるが、その市場によっ

て必要とされる規格が異なる。日本市場では 1.5～2㎏程度のタコの需要が高いが、欧

米市場では 2 ㎏以上でないと需要は低い。また、一匹物の蒸しタコ用であればキズや

足が取れていては商品価値がないが、ボイルカットタコやスライスタコ用であれば、

キズや足が取れていても問題はない。今後、国内市場及び輸出市場に製品を展開する

ために、あ印はインドネシア産縞タコの独自規格を設定した。 

  国内市場及び輸出市場への展開イメージは「3.本事業実施後のビジネス展開計画」に

示す。 

ｳ）試食会の開催 

・第 1回目試作品による試食会 

  CV.LIBRA FOOD SERVICE では、同社が経営する「日本食レストランのえびす屋」で、同 

社が扱っている日本からの輸入した蒸しタコ（西アフリカ産）と本事業の蒸しタコ試
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作品との試食評価。 

海洋水産省、DAISEI GROUP INDONESIAでは、 

本事業の蒸しタコ試作品の試食会を実施。 

本事業の蒸しタコに関して、試食者の感 

想は良好であった。 

また、PT.MC LIVING ESSENTIALS INDONESHIA、 

エアロフード、PT.MASUYA GRAHA TRIKENCANA 

では、社内試食会がおこなわれ、その評価も 

高かった。 

 ・第 2回目試作品による試食会 

  イオンインドネシアに対する試食会を日本料理店「ゆかし」にて様々な調理法にて実

施した。試食した結果、非常に柔らかく味も良いとの評価を受け、イオン店舗で足の

刺身、ブツ切、スライス、タコ焼き、タコ唐あげ等色々商品化して、先ずはイオン BSD

店で月販 1㌧を目指した販売を計画することになった。 

また、PT.MASUYA GRAHA TRIKENCANA とダイセイグループにおいても第 2 回目試作品に

よる社内試食会が開催された。 

 

 

 

 

図 40 縞タコの様々な調理法（刺身、梅和え、サラダ、串焼き）  

ｴ）新規取引先開拓のための同国での展示会の出展。 

＜FOOD＆HOTEL INDONESIA 2017＞ 

・会場と開催期間 

ジャカルタインターナショナルエキスポセンター（KEMAYORAN）2017/4/5（水）～8日（土） 

・規模 

インドネシアで 2 年に 1 回行われる、同国最大規模の食品展示会。ホテル・レストラ

ン関係者を対象に 4万人規模の来場者が訪れた。 

展示企業は世界 47か国の 1,600社、会場面積は 28,000㎡ 

・出展ブース 

PT.MASUYA GRAHA TRIKENCANA のブースに、他の日本を中心とした食品メーカーと出展。 

 

 

図 39 えびす屋での試食評価 
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図 41 FOOD＆HOTEL INDONESIA 2017 会場とブース 

・基本製品を使用した調理済みタコ加工品の開発実証 

 この展示会の縞タコプロモーションのための試食として、基本製品であるスライスタ

コ、カットタコの他、インドネシアに進出している日本の食品メーカーとの調理済み

タコ加工品の試食を作り開発実証をおこなった。 

キユーピーの醤油ドレッシング和え、日清製粉の各種小麦粉を使用したタコの天ぷら

とタコのから揚げ、日の出みりんとのタコのてりやき、ミツカン調味料によるタコお

でん、キッコーマン醤油のタコの煮物、おたふくソースのキムチ調味料で和えたタコ

キムチとタコのお好み焼きを試食として来場者に提供した。この試食により、4日間で

120 ㎏の蒸しタコが消費された。 

 

 

 

 



91 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図 42 展示会でのタコ加工品の開発実証 

・蒸しタコ及び各種試食品の評価 

 これまで、インドネシアでは一般的にタコを食す習慣が無く、一部の日本料理店を除

いては刺身用のタコが提供されていなかったため、試食に対して反応が低いのではな

いかと考えていたが、タコの刺身（スライスタコ、カットタコの）を試食に出すと大

変な勢いで、あっという間に試食が無くなる盛況ぶりには驚愕した。 

また、調理済みタコ加工品もインドネシア人が初めて食べる食材であったにも関わら

ず大好評であった。タコは知っているが食べたことがなく、食べてみたら美味しかっ

たという意見が多数で、インドネシア資本のホテル・レストラン関係者の多くは、い

つから買えるのかと高い関心を示した。 

 インドネシアで最大の日本食材ディストロビューターである「PT.MASUYA GRAHA 

TRIKENCANA」も、この状況を目の当たりにして、PT.MASUYA GRAHA TRIKENCANA の全て

の取引先にこのタコ製品を紹介したいとのことで、今後、インドネシア国内における

普及の可能性が非常に高いことが証明された。 

＜縁日祭 BLOK-M 2017（一般市民 25万人来場予定）＞ 

 ・会場、規模、出店ブース 

第 8回縁日祭（ブロック M）に出店。 

2017/5/13（土）～5/14（日） 

開催時間 11:00～22:00  
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リトル東京ブロック Mで 2010 

年から毎年行われている日本 

をテーマとした食、芸術、伝 

統文化、ポップカルチャー 

などが一同に会するイベント。 

昨年は 25万人以上の市民が 

来場、150店以上の飲食や 

物販のブースも出店する。 

あ印は、ダイセイグループ 

と共同で Eエリアの 7番ブー 

スに出店した。         

 図 43 縁日祭会場及び出店ブース 

 ・基本製品を使用した調理済みタコ加工品の開発実証 

  蒸し加工後のブツ切タコを 4～5切れ（１切れ約 8ｇ）竹串に刺し、油を付けて軽く 

１分程焼き目を付けた「タコの串焼き」を 1串 10,000IDR で試験販売した。 

ソースは、日本風のお好み焼きソースとマヨネーズ、インドネシア風のサンバル、ガ 

ドガド用ピーナッツソースの４種類を購入者が自由に使用できるようにして、その消 

費量も試した。また、ダイセイグループには、蒸しタコを無償提供、タコ焼き（1パッ 

ク 4個入り）とタコ入りお好み焼きの試験販売（各 15,000IDR）を依頼した。 

尚、ソースはおたふくソース、小麦粉は日本製粉の現地法人から提供を受けた。 

   

 

 

 

 

 

  図 44 縁日祭で試験販売した調理済みタコ加工品 

・試験販売数 

 あ印直販 タコの串焼き 

 

 

 

  表 30 タコ串焼きの試験販売数 

 5月 14日、15日ともに開催時間 11時間のところ 6時間で完売した。 

  尚、あ印直販分の出店料と経費を差し引いた販売利益は、ブロック Mに美化推進のた
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めのごみ箱購入費用として、縁日祭運営事務局に寄付することとした。 

 ダイセイグループ依頼 タコ焼きとタコ入りお好み焼き 

 

 

 

 

 

 

  表 31 タコ焼きとタコ入りお好み焼きの試験販売数 

 5 月 8 日、9 日にペリカナンマカッサル工場で製造した蒸しタコ 164.42 ㎏の内、縁日

祭に搬入した約 150㎏の蒸しタコが全て消費された。 

・縁日祭での評価、考察 

インドネシアでの展示会「FOOD＆HOTEL INDONESIA 2017」においては、4日間で 120㎏ 

の蒸しタコが消費されたが、飲食業界関係者が対象者であり無償の試食提供であった。

しかし、今回は一般の消費者が、少量で一本 10,000IDR（40ｇ）の商品にどのような反

応を示すかがポイントであった。結果、購入者は 10 代と 20 代の若者が中心で、これ

までインドネシア人の食生活にはなかったタコに対する抵抗感は全くなかった。多く

の若者がその場で SNS（You Tube）に投稿、それが拡散したと考えられ、大きな話題と

なり、時間を追うごとにタコ串焼きを探してきた来店者（リピーター多数）が増えて

いった。また、インドネシアのニュース専門チャンネル「Metro TV」の取材も受けた。 

  

 

 

 

   

 

 

 

  図 45 You Tube動画と Metro TVの取材（放映日は 5/15） 

この爆発的な売れ行きにも驚愕したが、これからインドネシアを担う若者に「タコ」

が受け入れられたことは、将来インドネシアの食生活に「タコ」が当たり前になるこ

とを予感させた。ソースはお好み焼きソースとサンバル、お好み焼きソースとマヨネ

ーズが好評で、嗜好も日本の若者に近づいてきていると感じられた。 
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図 46 争って「タコの串焼き」を買い求める市民 

ｵ）新規取引先開拓のための日本での展示会の出展。 

＜FOODEX JAPAN＞ 

2017年 3月 7日〜10 日「FOODEX JAPAN／国際食品・飲料展」に出展。 

 ・商談者数／あ印既存取引先 160名、新規名刺交換者数 188名 

  インドネシア産の縞タコの説明及び試食した企業は、主に量販店、百貨店、通販、外

食、問屋、商社。 

試食消費量は、モーリタニア産のタコとインドネシア産の縞タコを 4日間で各 20Kg。 

・インドネシア産シマタコの評価 

  モーリタニア産、インドネシア産ともにあ印の加工技術である「旨み凝縮製法」でふ

っくらと柔らかく仕上げ。味においては、インドネシア産タコの方が美味しいと評価

するバイヤーも多かったが、総合的にはモーリタニア産の評価が高かった。特に色目

（タコの仕上がり状態の色）の改良は、日本市場において不可欠であると判明した。

しかし、コストパフォーマンス評価ではモーリタニア産タコを上まわり、価格メリッ

トも大きいため、早期に商品化してほしいとの要望が多かった。 

 

  

 

 

 

 

 

 

  図 47 FOODEX JAPAN 来場者数とモーリタニア産タコとインドネシア産タコ 

ｶ）バリューチェーンの構築に向けた、原料供給、現地生産、インポーター・現地流通、

現地販売、物流の各段階における現地パートナーとの提携戦略の策定。 

  バリューチェーンの構築に向け、次㌻に示したパートナー提携戦略を策定した。 
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図 48 バリューチェーンの構築に向けたパートナー提携戦略 

 

⑥事業計画の策定 

  バリューチェーンの構築戦略により、後述する「本事業実施後のビジネス展開計画」

が策定された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



96 
 

（２）事業目的の達成状況 

 ①タコの漁場開発 

 ＜目的＞ 

タコの漁場開発に関して、西アフリカのタコ漁獲地における水揚げ量減少等の教訓

を踏まえ、スラウェシ近海の縞タコ資源の持続可能な活用に留意、同国の水産業に係

る法規則を遵守、法の改定、新規施行等の情報も適宜収集しながら本事業を実施して

いく。 

 ＜期待される成果＞ 

縞タコ漁場調査・開発と縞タコ漁獲漁民からの調達、安定供給のための保存と輸送

活動の実証、漁業に関する法規制等の情報収集が図られる。南スラウェシ近海で縞タ

コ漁場の特定を行い、現在の縞タコの漁獲量の把握と縞タコ漁獲可能量を想定。 

あわせて縞タコが現地漁業従事者によって安定的に漁獲できる可能性があるか、縞タ

コが加工地及び消費地まで品質・鮮度を保ったまま輸送できるか等が実証される。 

 ＜事業目標の達成状況＞ 

ｱ）CP機関、現地支援機関等との事業開始前協議。 

・ボゴール大学との協議 

 縞タコの漁場開発調査は、ボゴール大学の全面的協力(水産学部長の認可)を得て、2016

年 5月 16日～5月 20 日に、ボゴール大学とのマカッサル近海での縞タコ漁場共同調査

を実施した。 

 ｲ）タコの漁場開発。 

・縞タコ漁場の特定 

マカッサル近海の縞タコ漁場として、ガレソン沖（タカラル）とサンカラン諸島が有

望であることが確認され、ビジネス展開における第一段階の漁場をサンカラン諸島に

特定、その漁場からの縞タコ集荷方法をペリカナンマカッサル工場と策定した。 

・縞タコ漁獲量の把握 

 サンカラン諸島 3 島の縞タコ漁獲量については、島によって漁業者の縞タコ操業への

依存度は多少異なるが、縞タコ漁獲量には 3島間で大きな違いは見られなかった。 

マカッサル近海の縞タコ漁獲シーズンは 10月から 3月といわれているが、統計はなく

正確な縞タコの漁獲量は把握できなかった。しかし、縞タコの集荷方法を策定するに

あたって、漁場の漁業者からおこなったヒアリングでは、最終的に、以下の漁獲量が

あることが判明した。 
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夏場は、晴天が多く海水温も高いので、縞タコはサンゴ礁の外の深い場所に移動する。

そのため、素潜りで漁民が漁獲できる場所に縞タコが生息しておらず漁獲量が減少す

ると推測される。また、夏場は縞タコサイズが小さく（1Kg以下）、マカッサルの水産

加工会社が買い付けるために、まとまった量の集荷もできず、縞タコ価格も高騰する

時期である。 

ｳ）スラウェシ南部近海縞タコ漁場の特定、現在の縞タコの漁獲量の把握及び縞タコ漁獲

可能量の想定。 

・縞タコ漁獲可能量の推定 

  

 

 尚、ここでいう漁獲可能量は、通常の資源管理の目標とされる最大持続生産量（MSY） 

ではなく、潜在的漁獲可能量という性格のものである。 

・縞タコ資源の保護 

 東京海洋大学馬場教授によると、インドネシアで行われている伝統縞タコ漁業は、縞

タコの漁獲に疑似餌を使って一匹ずつ漁獲するという方法であり、資源保護に適して

いる。また、あ印が直接かかわれる資源保護方法として、沖縄県に生息するタコの資

源保護方法事例が参考になるとのこと。沖縄県水産海洋技術センターが発行した「第

14 回タコのおはなし」によると、1 ㎏以下のタコの漁獲を制限すると現状より資源の

状態が良くなるとある。また、タコの寿命は 1 年程度と見積もられ、数年に一度大量

に産卵（漁師の間では「湧く」と表現される）することから、1㎏以下は漁獲しない（あ

印は買わない）、資源が豊富な時期に漁獲して冷凍保存し、資源が少ない時期には漁

獲しない（あ印は買わない）ということを実践することで縞タコ資源の保護に努める

ことが重要であると判明した。 

 また、将来的にはタコ壺（タコ網）漁の普及を図ることも縞タコ資源の保護には有効

であると考える。 

沖縄県水産海洋技術センター「第 14回タコのおはなし」は添付資料 16を参照 

・漁業者数と収入 

  サンカラン諸島の漁業者数は 1,000人程度で、月当たりの漁業収入は、400万ルピア（1

～4月）、20万ルピア（5～8月）、200万ルピア（9～12月）で、1ヵ月平均では、50

～100万ルピア、そのうち食費が 60～70％を占めていた。 

 ・漁業者と仲買人（集荷人） 

  漁業者は天候等で収入が安定しないため、その多くが仲買人（集荷人）から借金をし

て日々の生活費としており、出漁した時の漁獲物を仲買人（集荷人）に渡して借金を

返済している。しかし、この昔からのシステムは借金と返済のバランスがとれないた
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めに、借金が完済されることはなく、仲買人（集荷人）の支配下に置かれ、貧困格差

が永遠に広がり続ける。仮に彼らを助けようと借金の肩代わりをすることは、現地の

習慣を壊すことになる。そこで、借金をしていない漁民を対象に本事業を開始し、借

金を重ねている漁民には借金を返すというインセンティブを与え、本事業に自ら参加

させる流れを作っていけたらと考えている。借金を重ねている漁民に返済のための金

を支援したところで、他の用途に使ってしまうリスクも考えられるからだ。 

  ｴ）縞タコの漁獲と水揚げ後の保存、加工工場への輸送といった一連のバリューチェーン

の体制構築に関する実証。 

 ・縞タコ漁場からペリカナンマカッサル工場までの縞タコ物流実証 

  東南スラウェシ州ワカトビ諸島、南スラウェシのスラスヤー島、マカッサル近郊のタ

カラル県、サンカラン諸島で現状の漁獲物物流方法を検証した。 

その中で本事業では、サンカラン諸島の縞タコ漁場からペリカナンマカッサル工場ま

での縞タコの鮮度を保つための物流方法が確立された。 

また、南スラウェシ各地からの将来的な物流方法も検討した。 

・新たな物流方法の実証 

 試験縞タコ操業 → 集荷（仲買人）→ ペリカナンマカッサル工場までの物流と鮮度を

保つための加工及び冷凍保存の実証を、あ印、ペリカナンマカッサル工場、集荷人の

Haji Baharu 氏（マカッサルから船で 6 時間の Pulau Dewakang Besar 出身）、

Bonetambungの縞タコ漁業者 2名と実施した。 

結果、新鮮な縞タコを漁獲ができたとともに、集荷人からは、良い仕事になれば本事

業に協力すると快諾を受けた。 

 そこで、サンカラン諸島において漁獲エリア A（2 島）、漁獲エリア B（3 島）、漁獲

エリア C（3島）を設定。この 3エリアからペリカナンマカッサル工場までの物流実証

を実施したところ鮮度の良い縞タコが入手できことが実証された。 

・あ印での縞タコ蒸し加工試験と官能試験 

 「新たな物流方法の実証」で漁獲した縞タコを使った、あ印で蒸し加工試験と官能試

験を実施した。あ印で加工しているモーリタニア産の蒸しタコスライス（日本人が一

般的に食べている蒸しタコ）とインドネシア産蒸し縞タコスライスとを比較した結果、

色味はモーリタニア産のタコが鮮やかなピンク色だったのに比べ、縞タコは若干色味

が濃かった。また風味はモーリタニア産が柔らかく、クセがないのに対し、縞タコも

同様に柔らかかったが、若干食べた後に縞タコ特有のアクが口中に残った。味はモー

リタニア産より濃く感じた。なお、このアクは蒸しタコ技術の調整により気にならな

いレベルまで持っていくことができると考えられたため、ペリカナンマカッサル工場

において、あ印の持つ柔らかく蒸すタコ加工技術を実証し、結果モーリタニア産と同

じくらい柔らかく、かつ味の濃いタコに加工することができた。 
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 ・ペリカナンマカッサル工場からインドネシアドメスティクマーケットへの物流 

インドネシアの食品関連企業や日系商社等からヒアリングしたところ国内物流費が非

常に高く商品コストの 24％が物流コストである場合もあり、その他にも国内の物流に

は様々な課題がある。この課題解決のために、今後はインドネシアの食品関連企業や

日系商社などとの連携を強化してその物流網を活用することとした。 

 ・ペリカナンマカッサル工場から日本を含む世界市場への物流 

インドネシアからの輸出は比較的に課題が少ないといわれている。しかし、インドネ

シア物流の変化は誰にも予想がつかない。今後は邦銀 PT. SBCB Indonesia、インドネ

シアから水産品を輸出している日系商社や南スラウェシ州投資調整局からの情報収集、

日本に世界からタコを輸入している大都魚類との連携強化によりインドネシアから日

本を含む世界市場への物流ルートを構築こととした。 

 ・インドネシアドメスティクマーケット及び日本を含む海外への物流ルートの構築 

  世界市場への物流の実態を把握、インドネシアから日本を含む世界市場への物流の課

題、さらに茨城県常陸那珂港を活用するための課題、本事業における物流ルートを郵

船ロジスティクスつくば（郵船インドネシア）とともに検証し、空輸による冷凍生タ

コ 35㎏の物流実証をおこなった。 

  また、20feetリーファーコンテナ海上輸送の構築実証は、2017年 9月にあ印製品の中

国製造委託工場へ、日本には 2017年 10月に行うこととした。 

 ｵ）漁業収入、一次加工や冷凍施設などを含めたクラスター効果、漁場を管理する政府 

 機関のモニタリング機能向上。 

 ・縞タコの安定仕入 

マカッサル近海の小島に居住する漁民にとって縞タコは季節的に漁獲できる資源で彼

らの漁業収入の一部に過ぎない。 

しかし、サンカラン諸島からペリカナンマカッサル工場までの物流が継続的におこな

うことができれば、集荷人や買付業者からの一方的な買付価格に縛られることがなく

なるため、漁業者の所得向上と安定収入に貢献できることが判明した。 

 ・縞タコの仕入価格 

実証活動では漁業収入の安定を目的に「縞タコの漁獲と水揚げ後の保存、加工工場へ

の輸送といった一連のバリューチェーンの体制構築」で新たな物流方法が実証された。

その結果、ペリカナン社からの縞タコの想定仕入価格は以下の通りとなった。 
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・縞タコの品質・鮮度保持 

  サンカラン諸島からペリカナンマカッサル工場までの物流実証で、縞タコの品質と鮮

度保持ができることを実証した。 

 ・縞タコの物流コスト 

実証活動で付加価値の高い加工品の想定価格から逆算した、一次加工までの物流コス

トが策定された。 

 ・クラスター効果 

  漁業収入の安定を目的に、鮮度と品質の良い縞タコの提供を条件として、ペリカナン

マカッサル工場は集荷人を通じて漁民から縞タコを購入。本事業では漁業者の所得増

加に貢献する仕入れ値(       )と集荷コストを設定した。 

 ・漁場を管理する政府機関のモニタリング機能向上 

 海洋水産省南スラウェシ州海洋水産局では州レベルの水産漁獲データはあるものの、

県あるいは水揚げ場所別の漁獲データはなかった。そこで、ペリカナンマカッサル工

場の加工費等の経費と適正利益の推定データを記録して CP機関と協議することで縞タ

コ資源管理に協力した。 

ｶ）漁業に関する同国の法律の改訂や新規施行等の情報収集と対応 

 ・漁業管理、水産品品質、安全性に係る規定 

  現在のインドネシアは自国に輸入される原材料・加工品の品質・安全性に係る規制は

詳細且つ厳格であるが、自国の漁業管理、水産品品質、安全性に係る規定は未だ途上

の一途であった。 

 ・法律の改訂や新規施行等の情報収集と対応 

漁業管理情報システム等をどのように構築していくか、その為の新規法制度に係る情

報に対して海洋水産省を対象に情報収集した。 

現在のインドネシアは自国に輸入される原材料・加工品の品質・安全性に係る規制(例、

No.46, 2014)は詳細且つ厳格であるが、自国の漁業管理、水産品品質、安全性に係る

規定は未だ途上の一途である。過去の Coral Reef Rehabilitation and Management 

Project(世銀/ADB)や Improving Sustainable Fisheries and Climate Resilience 

(USAID)で提案された教訓(例：漁業管理情報システム)は、現在、ドナー及び国際 NGO

が連携して行っている Marine Stewardship Council(MSC、資源管理機構)認可の漁業者

普及が、漁業管理、水産品品質/安全性向上に貢献している。 

 

②水産加工品生産体制の強化 

＜目的＞ 

水産加工品生産体制の強化に関して、インドネシアの食品加工・販売関連法令を把
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握した上で遵守し、各種マニュアルと技術指導カリキュラムにより、計画的な現地水

産加工品生産体制の構築に努めるとともに、ビジネス展開を見据えた製品の開発を本

事業で実施していく。 

 ＜期待される成果＞ 

   インドネシアには無い、あ印独自のタコ加工技術と衛生管理技術を用い、インドネ

シアの食品加工・販売関連法令を遵守し、インドネシア国民の味覚にあった縞タコの

蒸し加工技術をインドネシアの企業自身が確立することで、インドネシアの食品衛生

及び縞タコ加工事業の健全な発展が図られる。また、こうした食品加工技術を有した

技術者が増加する。 

＜事業目標の達成状況＞ 

 ｱ）CP機関、国営企業ペリカナン社との事業開始前協議。 

 ・CP機関との事業開始前協議 

  CP 機関より国営企業ペリカナン社への水産加工品生産体制の強化の要望を受け、実証

事業は同社で行うことになった。 

 ｲ）ペリカナン社との事業開始前協議。 

 ・ペリカナン社との MOU の締結 

ペリカナン社との機材設置に関わる MOUを締結した。このことにより、CP機関、ペリ 

カナン社、あ印の役割分担が明確になり、本事業の実施体制が整った。 

 ｳ）機材設置のための準備。 

 ・ペリカナンマカッサル工場の水質検査 

  水質によっては、ボイラや製氷機の故障原因、製造に用いる氷に不適切な成分が含ま

れる可能性も否定できないことから、ペリカナンマカッサル工場の水道水と地下水を

取水して、日本の検査機関で水質検査を実施したところ問題はなかった。 

 ・機材を設置するためのペリカナンマカッサル工場の改修工事 

  あ印が作成したペリカナンマカッサル工場での加工品製造に関わる衛生管理マニュア

ルを基に、工場の改修ポイントの技術指導を実施した。 

 ・ペリカナンマカッサル工場の改修予算（円換算）と工期及び機材の設置 

  当初ペリカナン社の改修予算はで 250 万円予定であったが、その後 500 万円に増額さ

れた。さらに、本事業の本邦研修によりペリカナン社が、あ印の加工施設の考え方を

反映したことにより最終予算は 1000万円に決定した。ペリカナン社は国営企業である

ことから、繁雑な入札や手続が必要であること、インドネシアにおいてこの金額は多

額であることから、その予算処置にも多大な時間を要したが、2016年 11月に全ての機

材の設置、試運転、機材運転トレーニングが終了した。 
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ペリカナンマカッサル工場の改修前と改修後のレイアウトは添付資料 3を参照 

 ｴ）機材の調達と輸送。 

 ・機材の調達 

  本邦調達による機材は、当初の機材設置予定 2016年 4月にあわせて、あ印に 3月に引

き渡され、現地調達による機材はペリカナンマカッサル工場の改修工事完了に合わせ

11 月に発注した。 

 ・機材の輸送 

  本邦調達による機材は、2016 年 7 月 30 日に横浜港を出港、8 月 15 日にジャカルタ寄

港、8 月 24 日にマカッサルに到着。ペリカナンマカッサル工場の改修終了まで安全に

機材を保管するために、9月 15日に港湾エリアから PT. Pelitagro（倉庫会社）の 

  保管倉庫に機材を移動、10 月 29 日ペリカナン マカッサル工場に機材を搬入し、機材

の輸送は終了した。 

 ・機材の通関 

  2015年まで比較的スムーズであったインドネシア通関は、2016年に入り大変厳しくな 

った。インドネシアの通関リスクは誰にも予想がつかないため、輸送会社と何度も協

議を重ね慎重に輸送手続きを進めた。輸入する機材の荷受人であるペリカナン社の輸

入許可も通常であれば 2 ヶ月程度で取得できていたものが 4 ヶ月を要した。また、機

材の関税免除許可は多大な労力と時間を必要としたが、9 月 29 日に機材の関税免除が

許可され、10月 21日に機材を通関。これにより全ての機材通関手続きが終了した。 

  機材の関税免除許可については、「（４）本事業から得られた教訓と提言」で記載。 

・機材の設置 

  ペリカナンマカッサル工場改修工事の遅れから、機材の設置は当初予定の 2016年 4月

から大幅に遅れたが、11月 26日に全ての機材の設置、試運転、機材運転トレーニング

が終了した。 

ｵ）同国の食品加工・販売関連法令の把握、食品販売に必要な各種登録準備とハラール認 

証取得方法の把握と取得方法の検討。 

・インドネシアの食品加工・販売関連法令の把握 

 ボゴール大学から本事業に関連するインドネシアの食品加工・販売関連法令を入手し

て把握した。 

・水産加工品工場の許認可 

 本事業で製造する縞タコ加工品は、すでに水産加工品工場として営業しているペリカ

ナンマカッサル工場で加工することから許認可は必要としないことが判明した。 

・食品、医薬品の販売許認可  
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医薬品・食品監督庁による事前の登録が求められており、登録済の医薬品・食品には

商品のパッケージに、国産品は「ＭＤ」、輸入品は「ＭＬ」という登録番号を表示す

ることが義務付けられている。しかし、本事業で製造する縞タコ加工品は、消費者が

直接購入する最終商品ではなく、最終商品の加工原料であることから、現状の法律で

はＭＤ番号の登録を必要としないこととが判明した。 

・ハラール認証とその取得方法 

 ボゴール大学、MUI ハラールセンター、PT.SBCS Indonesiaからハラール認証の内容と

その取得方法をヒアリングして把握した。 

ｶ）縞タコ加工、衛生管理等、縞タコ加工品製造に関わる管理マニュアルの作成。 

あ印の管理マニュアルを基本に、管理マニュアル 15種類の他に洗浄マニュアル 5種

類、記録書 29種類、手順書 17種類を作成した。 

ｷ）食品加工作業管理・衛生管理マニュアルに則した技術指導カリキュラムの作成。 

管理マニュアルを基に技術指導カリキュラムを作成した。さらに、この管理マニュア

ルは本事業実施後に判明した課題を踏まえ、本事業終了後のビジネス展開で使用する 

品質管理マニュアル及び出荷規格マニュアル（あ印タコ品質管理基準書）を作成した。 

 ｸ）設置した機材・設備を使用して、国営企業職員、水産加工従事者を対象とした、技術   

指導者育成のための技術指導の実施。 

  設置した機材の運転技術指導は 3 回実施。ペリカナン社の 4 職員が取扱いをマスタ

ーし、機材における技術指導者育成は終了した。縞タコ加工、衛生管理等、縞タコ加

工品製造に関わる技術指導は計 10回。最後に展示会用蒸しタコサンプル製造（販売可

能な製品）をおこない基礎的な技術移転は終了した。 

 さらに、2017 年 8 月の最終現地業務において、本事業で実施した指導結果を踏まえて

作成した「あ印タコ品質管理基準書」に基づいて、ビジネス展開を想定した技術指導

を実施した。 

ｹ）育成した同国技術指導者による同国水産加工従事者を対象とした技術指導の実施。 

  7回のインドネシア技術指導者による水産加工従事者（ペリカナンマカッサル工場臨

時職員）延べ 40名への技術指導を実施した。最後に一連の作業工程の確認と展示会用

蒸しタコサンプル製造（販売可能な製品）をおこない、基礎的な技術移転は終了した。 

ｺ）CP機関職員の本邦研修 

・本邦研修の目標 

日本において、水産品と水産加工品の漁獲から消費者の手元に届くまでのプロセスを

研修生が実体験することにより、今後のインドネシアにおける「サプライチェーン・

バリューチェーン」の普及に資することを大目標とした。また、本普及・実証事業で
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機材を設置して実証活動をおこなうペリカナンマカッサル工場の改修内容に本研修の

成果を反映させることを具体的な目標とした。 

・実施項目と受入期間 

 優れた水産加工品の体験、漁獲制限等、漁業者の自主的な資源保護の取り組み事例、

魚類流通の現場体験、HACCP 取得製品工場であるあ印での現場研修を 2016 年 3 月 8 日

～3月 14日に実施した。 

・成果と活動計画 

 ペリカナンマカッサル工場の改修に、あ印の加工技術と衛生管理技術が反映されたこ

とや、日本のサプライチェーンを研修生が体験したことにより、本事業で掲げている

「サプライチェーン・バリューチェーン」のインドネシアでの構築に研修生の貢献が

見込まれる。 

ｻ）技術習得者も参加した蒸しタコ、スライスタコ、カットタコ（基本製品）の製造実証。 

  計 3 回の基本製品製造実証をおこない、最後に展示会等で使用する蒸しタコの製造

実証を実施。 

展示会用蒸しタコ製造「FOOD＆HOTEL INDONESIA 2017」の来場者への試食に使用する

蒸しタコとブロック M で開催される縁日祭で使用する試験販売用蒸しタコを一連の加

工工程にそって、ペリカナン社職員及び水産加工従事者も参加して製造した。この試

食サンプルは、インドネシア国内で販売予定の製品である。 

ｼ）基本製品を使用した調理済みタコ加工品の開発実証。 

  インドネシアの伝統的なピーナッツ辛みそ、スライスタコ、カットタコ製造時に余

る胴体部分を使ったタコの唐揚げを製造。 タコを食べなれないインドネシア人にも

好評であった。 

・FOOD＆HOTEL INDONESIA 2017 

インドネシア国内での展示会「FOOD＆HOTEL INDONESIA 2017」において、インドネシ

アに進出している日本の食品メーカーと共同で調理済みタコ加工品の試食を作り検証

を行った結果、来場者に好評を得た。 

・縁日祭（ブロック M） 

 リトル東京ブロック Mで 2010 年から毎年行われている日本をテーマとした食、芸術、 

 伝統文化、ポップカルチャーなどが一同に会するイベントに出店、蒸しタコスライス

を竹串に刺して軽く炙った「タコ串焼き」を試験販売した結果、記録的な販売数を売

り上げた。 

・日本での開発実証 

2014 年、本事業開始前の事前調査でスラウェシ及びフローレスの沿岸漁業者から試験



105 
 

購入し、冷凍保存しておいた冷凍生タコを原料にコンビニエンスストア向けの製品開

発を実施した。尚、同製品が商品化された場合は、試験購入した冷凍生タコ在庫 5 ㌧

を使用し、本事業終了後にマカッサルから輸入する冷凍生タコに切り替える。 

ｽ）プロトタイプ製品のＭＤ登録及びハラール認証等の申請準備。 

  現状の法律ではＭＤ番号の登録を必要としないことが判明した。また、ハラール申

請は自社で専門部門を有する「PT.MASUYA GRAHA TRIKENCANA」にその指導を仰ぐこと

とした。 

 

③水産加工品の国内市場及び輸出市場の拡大 

＜目的＞ 

水産加工品の国内市場及び輸出市場の拡大のために、本事業ではその第一段階とし

て日本とインドネシアの食品加工業者及び食品流通業者をターゲットとした販売促進

を実施する。 

 ＜期待される成果＞ 

  インドネシアで現地生産する蒸しタコ、スライスタコ、カットタコ（基本製品）及

び調理済みタコ加工品が同国及び日本の食品加工業者・食品流通業者に安定的に販売

されるための同製品の普及活動を行う。本事業期間内において 5～10 社程度の食品加

工業者及び食品流通業者との成約を想定している。 

 ＜事業目標の達成状況＞ 

 ｱ）国内市場及び輸出市場の調査。 

 ・国内市場 

  水産加工品の国内市場において縞タコは、日本料理店等の限られた市場でしか流通し

ていないことが判明した。その主な理由は皮が固く、薄くスライスしなければならな

いため、料理の提供方法が限られることであった。 

 ・現状の輸出市場 

  2012年統計では、縞タコ輸出総重量はおよそ 14,490 トンで、輸出先はアジア、欧州、

米国、アフリカと続く。縞タコ輸出全体に占める冷凍品は、重量/金額ベースで 99%を

占め、加工品は僅かなシェアに過ぎなかった。 

  他方、日本とＥＵ（27 ヶ国）のタコ輸入量においては、日本は依然タコの需要が多い

にもかかわらず輸入量（搬入量）は減少し続けている。また、これまでタコの需要が

少なかったＥＵではその需要の増加から輸入量（搬入量）は伸びている。 

 2010年では、米国、欧州、アジアにタコを輸出している会社は 14社で、そのうち、冷

蔵で輸出している会社は 4社、冷凍で輸出している会社は 10社である。 
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ｲ）水産加工品の国内市場及び輸出市場の拡大 

・本事業による国内市場の拡大 

    インドネシア国内市場での販売戦略は、多様化してきた販売ターゲットの絞り込みが

重要であると考えられる。価格帯の高い日本食は、富裕層だけをターゲットにするこ

とも考えられるし、ミドル層をターゲットとした場合は、販売数量がさらに伸びるこ

とが期待できる。 

そこでインドネシア主要流通関係者からのヒアリングを実施。ヒアリング内容を基本

商品の蒸しタコ、調理済みタコ加工品の試作品製造（開発実証）に活かした。さらに

「FOOD＆HOTEL INDONESHIA」と「縁日祭 BLOK-M 2017」へ出店し、来場者から高い評価

を得られたことでインドネシアでの国内市場拡大に貢献した。 

 ・本事業による輸出市場の拡大 

  近年、世界的な日本食ブームにより水産物の需要が増大。あ印の技術力を生かした安

全且つ高品質な水産加工食品への需要が高まってきている。そのような状況下、あ印

は、2000 年 5 月に冷凍蒸し蛸ラインの米国向け HACCP 認証を取得。製品の海外輸出へ

積極的に取り組んできた。さらに 2014年には HACCP 対応の惣菜加工工場を本格的に稼

働、2013年を海外輸出に向けた「販売倍増計画元年」と位置付けた。 

  このような取り組みのなか、安定的な原料の確保は火急の課題であったが、本事業の

成果によりこの課題が改善され、予想以上の輸出市場の拡大が期待される。 

 ・国内市場及び輸出市場への展開 

  今後、国内市場及び輸出市場に製品を展開して市場を拡大するために、インドネシア

産縞タコのあ印独自規格を設定した。国内市場及び輸出市場への展開イメージは「3.

本事業実施後のビジネス展開計画」に示した。 

 ｳ）試食会の開催 

    蒸しタコ試作品による 2回の現地食品流通企業、日系飲食チェーン 5社の試食会が

開催され好評を得た。 

ｴ）新規取引先開拓のための同国での展示会の出展。 

・FOOD＆HOTEL INDONESIA 2017への出展 

会場：ジャカルタインターナショナルエキスポセンター（KEMAYORAN） 

開催期間：2017/4/5～8日 

  この展示会の縞タコプロモーションのための試食として、基本製品であるスライスタ

コ、カットタコの他、インドネシアに進出している日本の食品メーカーとの調理済み

タコ加工品の開発実証をおこない来場者に提供。大きな反響を得て、インドネシア国

内における製品普及の可能性が非常に高いことが証明された。 
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・縁日祭への出店 

会場：リトル東京ブロック M 

開催期間：2017/5/13～5/14 

「FOOD＆HOTEL INDONESIA 2017」では、飲食業界関係者が対象者であり無償の試食提

供であったが、今回は一般の消費者が対象の試験販売であった。結果、若者を中心に

大反響を呼んだ。また、購入者による SNS（You Tube）への投稿、「Metro TV」の取材

を受けた。この出店によりインドネシアの一般消費者にもタコ加工品が受け入れられ

ることが証明された。 

 ｵ）新規取引先開拓のための日本での展示会の出展。 

2017年 3月 7日〜10日「FOODEX JAPAN／国際食品・飲料展」に出展。あ印の既存取

引先及び新規企業約 350 名が、インドネシア産縞タコ（蒸しタコ）を試食、高い評価

を得た。 

 ｶ）バリューチェーンの構築に向けた、原料供給、現地生産、インポーター・現地流通、

現地販売、物流の各段階における現地パートナーとの提携戦略の策定。 

  バリューチェーン構築に向けたパートナー提携戦略により、ビジネス展開計画が策

定された。 
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（３）開発課題解決の観点から見た貢献 

①複数の開発課題 

インドネシアは海洋国家構想の旗印のもとに経済発展の原動力として海洋資源の利 

用を考えているが、複数の開発課題に直面している。 

ｱ）広大なインドネシア 11海域を対象とする漁業資源管理の限界 

ｲ）ジャワ島外の国内物流(海上物流)の非効率性とコスト高 

ｳ）ジャワ島に集中する経済活動(生産基地) 

ｴ）バリューチェーン構築に向けての政府行動の弱さ、人材育成の必要性 

 以下、これらの課題について、それぞれ本事業における貢献の内容を述べる。 

 

②漁業資源管理 

漁業資源管理は USAID のプロジェクトで南スラウェシ州を対象に行われてきており

魚種別の資源賦存、データ構築、水産省州事務所のデータ管理に一定の貢献がなされ

た。しかし、データ管理対象の魚種がどのように利用(加工・消費)されるかはわから

ない。本事業で検討した魚種は縞タコで限定的であるが、漁場から加工の流れを追跡

することで、原材料データに漁業者、水揚げ場所、仲買人等の情報が把握され、物流、

資源利用目的に係る漁業資源管理に貢献した。 

 

 ③国内外海上物流 

 国内海上物流はインドネシアの業者に独占されている状況にあると云える。 

また、国外への海上物流も決してスムーズとは云えない。そして、インドネシアに進

出している日系物流企業の多くはそれを致し方ない事として捉え、自社のリスクを無

くすことばかり考えた業務に徹していた。結果、中小企業の食品（製品）物流に積極

的に対応しようという姿勢を示したのは 2 社だけであった。このことは、これからイ

ンドネシアに進出する日系食品企業にとって大きな課題であると考えられる。 

本事業では、国内外の物流実証を通じて様々な課題を浮き彫りにして、その対策を検

討した。物流は、中小企業一社で変えられるものではないが、あ印は協力を得られた

日系物流企業と一歩ずつ実績を積み重ねて行くこととした。この積み重ねられる実績

は必ず前例となり、この課題の改善に貢献するものと考えられる。  

  

④生産基地 

生産基地、バリューチェーン、人材育成の課題はそれぞれ独立しているわけでなく

相互に関連している。例えば 、海洋水産省の政策では生産基地を外領に拡大すること

が打ち出されているが、原材料調達から販路までのサプライチェーン構想とその実現

のための人材育成やプログラム等が伴っていない。本事業は、これらのモデル事業と

して海洋水産省から高い評価を受け、本事業後も継続的な協力を強く要望されている。 
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（４）日本国内の地方経済・地域活性化への貢献 

 ①業界 

インパクトをもたらす対象は、あ印と同業の水産加工会社、あ印が取引している大

都魚類(株)のような水産商社、大型スーパーのバイヤー等である。 

 

 ②食文化 

   タコ加工品は正月料理にも欠かすことのできない日本の食文化であり、庶民の味で

ある。あ印は、現在日本で消費されるタコの主原料産地の西アフリカタコの加工を日

本ではじめて成功させた先駆者として、60 年間西アフリカのタコ漁業と日本の食卓に

貢献してきた。しかし、下表の通り西アフリカタコの原料価格はこの 17年間で 2倍以

上となり、1200 円／㎏まで高騰すると予想されるとともに資源の枯渇も懸念されてい

る。本事業により、インドネシアの縞タコを資源管理のもとで適正に活用してタコを

愛する日本国民の食卓へ提供することは社会貢献となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 32 アフリカタコの原料価格推移 

出典：㈱水産通信社 水産物パワーデーターブック 

 

③表彰及びマスコミでの取り上げ 

ｱ）中小企業庁「はばたく 中小企業・小規模事業者 300社」 

   あ印の地域貢献・地域経済の活性化、海外での積極的な販路展開等による国際競争

力強化が評価され 2017 年 3 月「はばたく 中小企業・小規模事業者 300 社」に選定さ

れた。この選定により地域企業の海外展開促進に貢献した。 

  選定内容は、添付資料 17を参照 

ｲ）ジャカルタ新聞に掲載 

   本事業が 2016年 9月 9日のジャカルタ新聞記事「国営企業が勢ぞろい IBD エキスポ

初開催 JCC」で掲載された。 

記事内容は、添付資料 18を参照 
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 ｳ）新聞各紙に掲載 

   本事業が茨城の朝日新聞、日刊工業新聞、茨城新聞各紙に掲載されたことで、中小

企業の海外展開が話題となった。 

記事内容は、添付資料 19を参照 

 

④ひたちなか市での条例制定 

  あ印のインドネシアを含む海外展開の取り組みなど、ひたちなか市の「タコの町日本

一」を掲げた取り組みをあ印が牽引してきたことにより、2016 年 3 月全国初の魚食促進

条例「ひたちなか市魚食の普及促進に関する条例（通称：魚魚条例）」が制定。 

条例の内容は、添付資料 20を参照 

 

⑤ひたちなか市による草の根技術協力事業への提案 

  本事業は、CP 機関である海洋水産省、事業実施サイトの南スラウェシ州からも高い評

価を得たことで、縞タコだけにとどまらず、他の魚種においても同様の支援を強く求め

られた。他方、ひたちなか市においては、同事業の本邦研修で海洋水産省職員がひたち

なか市役所や商工会議所を表敬訪問するなど、あ印のインドネシアでの取り組みにより、

ひたちなか市のみならず地域の水産関係業界においてもマカッサル市への関心が高まっ

た。そのような背景から、ひたちなか市は JICA筑波に草の根技術協力事業「地域活性化

特別枠・地域経済活性化特別枠（地域提案型）」を提案することとなった。 

 

（５）環境社会配慮  

特記仕様書に環境社会配慮について記載なし。 

 

（６）ジェンダー配慮 （※） 

特記仕様書に環境社会配慮について記載なし。 

 

（７）貧困削減 （※） 

特記仕様書に環境社会配慮について記載なし。 

 

（８）事業後の事業実施国政府機関の自立的な活動継続について 

 ①海洋水産省 

  CP 機関である海洋水産省の漁業製品多様化及び品質管理局とは、現地業務の度 

 に報告・連絡・相談・協議をおこない、本事業担当者シムソン・マセンギ副局長の

みならず、協議には局長・総局長も参加、さらに事業の進捗はスシ大臣にも報告さ

れた。また、本邦研修だけではなく海洋水産省の自費による日本への視察や以下に

示すような積極的に活動を継続する姿勢が随所に見られた。 
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②海洋水産省南スラウェシ州局 

  局長との協議で、あ印の継続的な活動の実施に向け、次の要望と局の協力体制が

示された。 

ｱ）海洋水産省南スラウェシ州局は、本事業終了後も引き続き、あ印からの投資と技

術支援を期待し、そのために南スラウェシ州局は全面的に支援する体制にある。 

 ｲ） 海洋水産省南スラウェシ州局は、ペリカナンマカッサル工場との連携体制を強化し、

縞タコ漁獲、縞タコ加工産品の検疫や評価、ビジネス(輸出等)に係る水産省管理業務

を効率化いていく。 

  ｳ）マカッサル近海は海洋資源(魚種)の宝庫なので、縞タコを含め他魚種の資源活用など

本事業をモデルとして日本企業との連携をおこないたい。 

 

③国営企業ペリカナン社 

ｱ）本事業での機材設置のため、工場改修費として約 1,000万円の改修費を捻出して、あ

印の技術指導により工場の改修が実施された。 

ｲ）海洋水産省による約 500 万円の補助金でペリカナンマカッサル工場に ABF（急速冷凍

庫）が設置された。 

ｳ）本事業の成果の一つとして、マカッサル漁業関係者の意識変化があげられる。 

 国営企業であるペリカナン社は、漁業者の生活向上を図ることも重要な業務である。 

 現在、零細漁業者は不安定な漁業所得等により生活向上が図れていない。その一因と

して、インドネシアには日本の漁業協同組合のような組織はなく、銀行融資を受け

ることが難しいことがある。ペリカナン社は、BNI 銀行 (バンクネガラインドネシ

ア)と小規模事業主向けの融資を模索し始めた。その第一歩として、2017 年 4月に

BNI 銀行行員 40 名がペリカナンマカッサル工場に本事業のヒアリングと縞タコの

加工工程の視察に訪れた。そのなかで、零細漁業者向け融資制度を実現させるため

には日本式漁業協同組合のような組織化が必要であり、あ印に対してアイディアの

提供と協力が要請された。 

  

 

 

 

 

 

  図 49 バンクネガラインドネシア（BNI銀行）の視察 
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（９）今後の課題と対応策 

 ①物流 

   豊富な水産資源があり、その加工技術が向上しても、その製品がスムーズに流通し

なければインドネシアの世界市場を見据えた発展は難しい。 

  先述した通り、インドネシアの国内外物流には課題が山積している。 

  対応策として、あ印は協力を得られたインドネシアの日系物流企業と一歩ずつ実績を

積み重ねて行くこととした。  

 

 ②継続的な技術指導を含む支援 

「本事業後の事業実施国政府機関の自立的な活動継続」で示したように、インドネ

シアの漁業及び水産関係者は、インドネシア政府が掲げる「海洋国家構想」に自らの

役割で貢献しようという姿勢が見て取れる。 

   しかし、水産加工という分野において、世界市場における情報とそれに対応するた

めの技術が不足している。また、国民性と考えられるが、指導者がいるときは基本を

守り、技術指導の成果が表れたように見えるが、指導者がいなくなると自分達に都合

の良い効率性を取り入れて基本から逸脱した作業をしてしまう。そして、それは基本

を守った「カイゼン」ではないために、時間の経過とともに似て非なる製品が製造さ

れてしまう。対応策としては、日本人技術者が現地に常駐して継続的な技術指導を実

施することに尽きる。本事業のようなプロジェクトにおいても継続した支援を前提に

した計画をはじめから策定する必要があると考える。 

 

 ③本事業終了後のビジネス展開に向けた課題 

   ペリカナンマカッサル工場は、これまで本格的に縞タコを取り扱った経験が無かっ

たことから、本事業の実証活動を通して様々な課題が浮き彫りになった。 

そこで、本事業終了後のビジネス展開を踏まえ、これらの課題にあ印とペリカナン社

が協働でどのように取り組んでいくべきかを以下の通り協議した。 

ｱ）縞タコの漁獲方法 

・サイズ規格 

本事業で定めた、あ印規格のタコ選別サイズとマカッサル沿岸漁民の縞タコ選別サイ

ズに違いがあり、本事業実施中にあ印規格に合わせることはできなかった。 

また、マカッサルの縞タコ選別サイズは漁民（集荷・仲買人の意向）によって突然

変更されることも判明した。 

あ印規格のタコ選別サイズ：A／2㎏ up、B／1.5～1.9㎏、C／1～1.5㎏ 

             1㎏未満の縞タコは集荷しない 

マカッサルの縞タコ選別サイズ：A／2kg up、B／1～1.9㎏、C／0.5～0.9㎏、 

D／0.3～0.4㎏、E／0.3㎏以下 
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・サイズ規格の課題 

 縞タコ資源の保護のため、あ印とペリカナンマカッサル工場は合意の上で、1 ㎏未満の

縞タコは集荷しない取り組みを行ってきた。しかし、ペリカナン社に縞タコを納品し

たマカッサル沿岸漁民からのヒアリングによるとマカッサルで縞タコを取り扱う企業

では、ヨーロッパとアメリカに輸出（加工原料と考えられる）するための Cサイズ（0.5

～0.9 ㎏）、D サイズ（0.3～0.4 ㎏）、E サイズ（0.3 ㎏以下）の需要が高いとのこと

であった。 

 1 ㎏未満の縞タコについては、資源保護の観点からも海洋水産省に報告し、漁獲制限等

も検討するよう働きかける必要がある。 

・サイズ規格の課題への対応策 

 本事業終了後のビジネス展開に向けた縞タコ集荷の対応として、漁民や集荷人と協議

する必要がある。ペリカナンマカッサル工場は、あ印の品質とサイズ規格に責任があ

ること、国営企業として漁民に資源保護に取り組むために設定された「あ印規格」を

教える義務があり、実際工場スタッフはそれを実施しなければならないことを認識し

ている。具体的な方法として、特定の集荷人（漁民）を選択して効率的な話し合いを

進めることとした。 

ｲ）ペリカナンマカッサル工場での縞タコ集荷と加工について 

・縞タコ集荷と加工の課題 

少量での加工では大きな問題はなかったが、ビジネス展開に向けた今回の 30 ㌧サンプ

ルの縞タコ集荷とその加工実証において、当初に定めた品質から逸脱した製品や品質

の「ばらつき」があることが判明した。また、一部の漁民が納品用保冷箱の氷を溶け

にくくするために「塩」を入れていた。その漁民とペリカナンマカッサル工場職員は、

縞タコ鮮度を保つためと釈明した。他の魚類ではこのような方法もあるが、タコは塩

分を吸収してしまうため「塩辛く」なり、日本においては製品にならない。 

・縞タコ集荷と加工の課題への対応 

 今回の量産実証を踏まえ、縞タコ集荷マニュアル、品質管理マニュアル、製品出荷規

格マニュアルを新たに作成。あ印品質管理技術指導を含めたペリカナン社との業務提

携案を策定した。 

ｳ）本事業終了後のビジネス展開についての課題 

・海洋水産省とペリカナン社の思惑 

 海洋水産省は、インドネシア海洋国家構想に基づき、主に海洋資源の友好活用と水産 

加工産業の発展、水産加工品の輸出拡大を目指しているが、民間企業のように収益が 

絶対条件ではない。他方ペリカナン社は国営企業ではあるが、所管省庁である国営企

業省から収益性（短期間での実績）も求められており、この両者と個別に協議をおこ
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なうとその温度差を実感する。 

・対応策 

あ印と海洋水産省及びペリカナン社の要望を明確にした上で、インドネシアの政策、

海洋水産省意向も踏まえたビジネス展開計画を具体化。あ印、海洋水産省、ペリカナ

ン社の 3者合意を得た。 
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3. 本事業実施後のビジネス展開計画 

（１）今後の対象国におけるビジネス展開の方針・予定 

①マーケット分析（競合製品及び代替製品の分析を含む） 

ｱ）マーケット分析 

＜インドネシア国内市場＞ 

  現状インドネシア産縞タコは、インドネシア国内において日本料理店等の限られた

市場でしか流通していない。しかし、前述した通りタコ加工品の国内需要は増加して

いくと考えられ、手を拱いて需要増加を待っていては先行者利益を見込むことはでき

ない。その需要を喚起させる必要がある。そのために、本事業において、インドネシ

ア産縞タコのあ印独自規格の設定と国内物流の課題を検討し、日本とインドネシアの

食品加工業者及び食品流通業者をターゲットとした販売促進を実施した。 

結果、後述する「③想定されるビジネス展開の計画・スケジュール」で示したように、

インドネシアで日本食材を扱う大手 2社「PT.MASUYA GRAHA（日本人経営ローカル企業）」

と「CV.LIBRA FOOD（ローカル企業）」、飲食チェーン「DAISEI GUOUP（日本人経営）」、

三菱商事系列の「PT.MC LIVING ESSENTIALS」を通じて系列店や取引先に製品の卸販売

を、また食品量販店ではアジアの AEON 各店で一番の売上実績（イオンモール BSD 店）

を有し、現在 2ヶ所でイオンモールを建設中（今後 10店舗程度を計画）の「PT. AEON 

INDONESIA」での販売を、それぞれ計画している。 

これらの企業によるインドネシア産縞タコの流通先は、スーパーマーケット（SM）と

コンビニエンスストア（CVS）で 50 店規模、飲食店及びホテル等の飲食関係で 100 店

規模と想定される。 

＜日本からの輸出市場＞ 

・輸出市場の状況 

近年、世界的な日本食ブームにより水産物の需要が増大。あ印の技術力を生かした安

全且つ高品質な水産加工食品への需要が高まってきている。 

 そのような状況下、あ印は、2000 年 5 月に冷凍蒸し蛸ラインの米国向け HACCP 認証を

取得。製品の海外輸出へ積極的に取り組んできた。さらに 2014年には HACCP 対応の惣

菜加工工場を本格的に稼働させた。 

・製品輸出の取り組み 

 あ印は、2013 年を海外輸出に向けた「販売倍増計画元年」と位置付けた。その一環と

して、ひたちなか商工会議所と連携した「NIPPONIA プロジェクト」を立ち上げてブラ

ンディング活動を推進。ニューヨーク、サンフランシスコ、シカゴなどの食品展示会

への出展をはじめ、海外の市場を開拓中である。 

 また、アジア戦略としては、タイ・香港を中心に東南アジアを重要な市場として位置
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付けて販売活動を開始。インドネシア、マレーシア等のイスラム圏については、今後

重要な販売先とし、ハラール認証取得に向けた施設と商品の開発及び認証取得の取り

組みを始めた。 

展示会名／商談会 主催 開催地／商談対象国 

FOODEX（3月）  中小機構 香港、インドネシアのバイヤー 

輸出に向けた商談会（3月） JETRO 9 社の商社・輸出業者 

SAKE＆FOOD EXPO（5月） JFC ロサンゼルス 

SAKE＆FOOD EXPO（5月） JFC サンフランシスコ 

SAKE＆FOOD EXPO（10 月） JFC シドニー 

   表 33 2016年の海外向け展示会及び商談会 

・ターゲットとしている海外販売先 

アメリカ、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、UAE、カタール、香港、タイ、

インドネシア、マレーシア、シンガポール。 

・水産物・水産加工品輸出拡大協議会の承認 

 これらの取り組みが、平成 27年度日本産水産物を計画的に輸出する計画「輸出促進機

器整備事業助成要領（平成 28 年 3 月 11 日付け 27 水漁第 1728 号水産庁長官承認）」

第 5条の規定に基づき承認された。 

 

 

 

  表 34 承認された輸出販売計画での輸出量と輸出金額 

＜日本国内＞ 

 現在、大手コンビニエンスストアと大手商社（飲食チェーン向け原料）の 2 社が、

インドネシア産縞タコを使った商品企画を検討しており、商品化された場合は計画年

間 300㌧の新規市場が生まれる。 

ｲ）競合製品及び代替製品の分析 

   表は、インドネシア産縞タコを取り扱っている国内企業 16社であり、その取扱量の

ほぼ 100％が輸出で 99％が未加工の冷凍輸出である。 

 社名 所在地 

1   PT. KELOLA 

 MINA LAUT 

Jl. KIG Raya Selatan Kav. C-5. Kawasan Industri Gresik 

Gresik 61121    

2 PT. Toba 

 Surimi Industries 

Jalan Pulau Pinang 2, Kawasan Industri Medan II Saentis 

- Deli Serdang, Medan 20371 

3 PT Alam Jaya Jl.Rungkut Industri II No.25 Surabaya-Indonesia 60293 

4 ICS SEAFOODS Jl. Raya Waru No.30A Waru Sidoarjo Jawa Timur   

5 PT.Sukses Lautan Pelabuhan Tanjung Tembaga Barat Probolinggo – 67218 

6 PT. Prima Bahari Jl. Kima 12 Kav. 5C Makassar 
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 Inti Lestari 

7 Arnikav Seafood JI.Agung Permai 9 Tanjung Priok,jakarta Utara,14350 

8 PT.SAMUDRA Kencana 

Mina 

Central Square E-31 JI.Ahmad Yani 41-43, 

Gedangan Sidoarjo,61254 

9 PT. Fresh On Time 

Seafood 

Jl. Raya Narogong Km 26,5 Kawasan 

 Industri Kembang,Kuning,Bogor,16820 

10 Fishindo Group Jl.Piuit Raya NO.19 Blok A6 Jakarta,14440 

11 PT. Seafood 

 Sumatera Perkasa 

Jl. Titi Pahlawan, No.38 Kel. Rengas Pulau, Medan Marelan, 

Medan 

12 Pt.Medan Tropical 

Canning and Frozen 

Industries 

JL.k.l.Yos Sudarso KM.10.15,Kaeasan Industri Medan 

13 PT. Wahyu Pradana 

Binamulia   

Jl. Kima,Daya, Biring Kanaya, Kota Makassar, Sulawesi 

Selatan90243 

14 PT. Anugrah 

  Samudra Biru 

Jln. Dermaga No. 1, Muara Angke, North Jakarta 

15 Vanda Seafood Jl.Jelambar Madya Barat9 Kavling Polri Blok A15 No356 

Grogol,Jakarta Barat 

16 Eka Seafood Griya Citra Asri RM22/15 surabaya,60198 

  表 35 縞タコを取り扱うインドネシア企業 

正確な情報はないが、表の中で「PT. KELOLA MINA LAUT」が、冷凍水産品を年間 25,000

㌧以上輸出している最大手といわれている。 

  インドネシアの縞タコ冷凍輸出品は、ほぼ生 

冷凍フラワータイプであり、前述した通り漁獲 

から冷凍まで 5日間以上を要し、鮮度・品質が 

悪い。 

他方、あ印は前述した「新たな物流方法」を実 

施することにより、鮮度・品質に各段の競争力 

が生まれる。 

また、現在インドネシアでは流通していない蒸しタコ、 

スライスタコ、カットタコ（基本製品）及び調理済みタコ加工品を市場に投入する。 

この蒸しタコ加工技術は、あ印及び日本の蒸しタコ加工会社が技術指導しない限り、 

短期間で習得できるものではなく、現在のところインドネシアでの競合製品及び代替

製品はない。 

 

②ビジネス展開の仕組み 

ｱ）対象顧客層 

・インドネシア国内市場 

 インドネシア一般消費者（現地食品流通産業）、人口 2 億 4,800 万人（ムスリム人口

約 2億 500万人）を対象としている。 

図 50 生冷凍フラワータイプ 
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・輸出市場 

 現在、あ印が有する国内外取引先及び新規国内外の水産加工産業・食品流通産業の他、

日本の水産加工・流通産業及び日本以外の輸出に関わる食品流通産業を対象としたビ

ジネス展開をおこなう。 

ｲ）ビジネス展開 

  国内市場及び輸出市場でビジネス展開するために、インドネシア産縞タコのあ印独

自規格を設定し、一番重要である、品質と鮮度の良い縞タコの新たな物流方法とその

調達を実証した。そして、調達後は独自規格を設定して等級分けする必要があること

から、以下の通り A・B・C級品で分けることとした。 

  A級品／1㎏以上でキズが無く、足が揃っている縞タコ 

  B級品／1㎏以上でキズはあるが、足が揃っている縞タコ 

  C級品／1㎏以上でキズがあり、足も取れている縞タコ 

   下図は、インドネシア産縞タコの独自規格による国内市場及び輸出市場への展開イ

メージである。あ印では従来、西アフリカのタコをタイと中国に輸送し、委託によっ

てスライスタコやブツ切りタコの加工を行っている。今後のビジネス展開においても、

加工度が高い製品は、インドネシア産縞タコをタイや中国のあ印委託工場に輸出して

加工することから開始して、ペリカナンマカッサル工場の加工技術の向上とともに、

インドネシアでも加工できるようにする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 51 国内市場及び輸出市場への展開イメージ 
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 ｳ）ペリカナン社マカッサル新工場 

   2016年 11月、マカッサルにウンティア水産加工団地が完成、ペリカナン社は、2019

年を目途に現工場の 3 倍近いマカッサル新工場を建設することを予定している。その

建設によって、今のマカッサル工場の機能を新工場に移転し、旧工場をタコの加工工

場として活用することをペリカナン社は計画。本事業で設置された機材は広い新工場

に移設して、海洋水産省の監督下、水産加工の研修に活用。旧工場には、あ印から本

格的な蒸しタコ加工設備（あ印で使用している中古機材）を提供（設置）してタコ加

工品の委託製造をおこなう。尚、委託製造ノウハウは、あ印のタイ等の委託工場より

移転する。 

 

 

 

 

 

 

  図 52 ウンティア水産加工団地 

 写真右のスペースが、ペリカナン社マカッサル新工場建設計画地 

 

③想定されるビジネス展開の計画・スケジュール 

   あ印は、2017 年 12 月を目途にインドネシアのマカッサルに、「PT.MASUYA GRAHA 

TRIKENCANA」との合弁現地法人を設立。ペリカナン社との業務提携により原料調達と

製品製造を委託し、「PT.MASUYA GRAHA TRIKENCANA」を中心とした現地ディストロビ

ューター等とバリューチェーンを構築してビジネス展開を計画。 

尚、「PT.MASUYA GRAHA TRIKENCANA」は、新たにマカッサル支店を開設しており、設

立する現地法人はこれらのビジネスを展開できる許認可を取得する。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 53 バリューチェーン 
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ｱ）原材料、資機材の調達計画 

＜原材料の調達計画＞ 

・原材料 

原材料は、ペリカナンマカッサル工場から、あ印現地法人が調達。所定の手数料を上

乗せしてあ印本社及びインドネシア国内マーケットに販売する。 

  ・計画の条件 

   

   

 

  また、原料調達単価は年率 3％の割合で上昇すると想定した。 

 

 

 

 

 

 

  表 36 現地法人の原料調達計画（重量ベース） 

  

 

 

 

 

 

  表 37 現地法人の原料調達計画（金額ベース） 

＜資機材の調達計画＞ 

・主要機材は、あ印本社で償却済み機材を活用することで設備投資費用を削減し、現地

法人の財務体質を強化する。 

・資機材は、現地法人からペリカナンマカッサル工場に無償提供してタコ加工品の委託

製造をおこなう。これにより機材保守管理費の軽減を図る・ 

・将来的にはマカッサルで機材を製作する計画であり、販売量（生産量）及び収益の増

加に伴いペリカナンマカッサル工場が設備投資をおこなうとともに、あ印の技術移転

を拡大して行く。 
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  表 38 資機材の調達計画 

ｲ）生産計画と販売計画 

＜生産計画＞ 

  生産計画は、現段階ではあ印本社出荷分とインドネシア国内出荷の生産計画。 

   

 

 

 

 

  表 39 あ印本社出荷分生産計画(重量ベース) 

  

 

 

 

 表 40 インドネシア国内出荷分生産計画(重量ベース) 

＜販売計画＞ 

本事業開始時の製品価格目標（基本製品の現地出荷価格／円換算）は、蒸しタコ： 

 

 

の販売量を目標とした。この事業計画では、製品価格は目標を下回り、事業開始 1 年

目の売上規模は上回ったが、5年後のあ印本社工場と同程度の販売量は、次の大きな目

標となった。 

 ・あ印本社への販売の条件 

  換算レートは 1IDR（インドネシアルピア）を 0.0083円。 

  現地法人は、ペリカナンマカッサル工場からの原料調達価格に、適正な利益を加えて、

あ印本社に製品を販売する。 

NO 主要機材名 用途
新品評価

単価（万円）
新品評価

金額（万円）
調達金額
（万円）

調達時期 償却年数 調達原資

1
ステンレス製自動蒸機
（蒸し能力600㎏/1h）

蒸し加工 1 台 1,000 1,000 0 2019年上期 10年

2
ステンレス製蛸タル
（揉み能力200㍑）

揉みタコ加工 6 台 150 900 0 2019年上期 10年

3
冷却設備

（冷却能力600㎏/1h）
蒸し加工後の冷却 1 式 1,200 1,200 0 2019年上期 10年

4
製氷設備

（製氷能力1㌧/1day）
製品の冷却 1 式 800 800 0 2019年上期 10年

5 計量ライン 製品の軽量 1 式 800 800 0 2019年上期 10年

0

あ印本社の
中古機材を
活用する

数量

合　計
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  表 41 あ印本社への販売計画（重量ベース） 

 

 

 

 

 

 

  表 42 あ印本社への販売計画（金額ベース） 

・インドネシア国内への販売の条件 

   

   

   

 

 

 

 

 

表 43 インドネシア国内への販売計画（金額ベース） 

＜販売利益＞ 

  

 

 

 

 表 44 生産計画と販売計画における販売利益 

ｳ）要員計画・人材育成計画 

 ・要員計画及び人材育成計画 

 あ印現地法人は、ペリカナン社に製品製造を委託するため、直接製品製造に関わる要
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員は必要とせず、その業務内容は、製品企画、品質管理、生産管理、輸出手配及びペ

リカナン社に対する技術指導である。これらの業務に必要とする要員の人材育成にお

いては、現在あ印で 3 年間のタコ加工技術研修を受けたインドネシア研修生帰国者が

30 名おり、その帰国研修生を現地で雇用する計画をしているため、人材育成はすでに

終了している。 

 ・要員計画での人件費 

  あ印本社からの社員派遣費用はあ印本社が負担し、現地法人は日当を支給する。 

現地法人役員と現地社員（あ印研修修了生）は、現地法人から給与を支給する。 

現地雇用者は、契約社員として現地法人から給与を支給する。 

また、優秀な人材は、あ印研修生として日本に派遣、研修終了後は現地社員として雇

用する。尚、インドネシアでの年間人件費上昇率は 108％とした、単位は万円。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 45 要員計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人
数

単価 金額
人
数

単価 金額
人
数

単価 金額
人
数

単価 金額
人
数

単価 金額

① あ印本社からの派遣 45 日/年間 1 万円 1 45 45 1 45 45 1 45 45 1 45 45 1 45 45

② あ印本社からの派遣 45 日/年間 1 万円 1 45 45 1 45 45 1 45 45 0 0

③ あ印本社からの派遣 45 日/年間 1 万円 1 45 45 0 0 0 0

135 90 90 45 45

④ 現地法人役員 現地法人運営 12 ヶ月 1 10 120 1.0 10.8 129.6 1.0 11.7 140.0 1.0 12.6 151.2 1.0 13.6 163.3

⑤
現地社員
（あ印研修修了生）

原料・生産管理 12 ヶ月 1 5 60 1 5.4 64.8 2 5.8 140.0 3 6.3 226.7 3 6.8 244.9

180 194.4 279.9 377.9 408.1

⑥ 現地雇用 生産管理補助 12 ヶ月 0 2 2.5 60.0 3 2.7 97.2 4 2.9 140.0 5 3.1 189.0

0 60.0 97.2 140.0 189.0

315 344 467 563 642

小　計

小　計

小　計

原料品質管理
生産管理
輸出手配

人件費／派遣費用計

NO 雇用形態 業務内容 業務期間

派遣費用
負担/日

人件費／派遣費用

1年目 2年目 3年目 4年目 5年目
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ｴ）運転資金計画 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  表 46 運転資金計画 

 

④ビジネス展開可能性の評価 

ｱ）ビジネス展開評価 

・総評 

 先述した通り、本事業期間中に解決できなかった様々な課題は残ったが、この課題は 

解決できないものではない。また、解決するための人脈や人間関係は本事業で構築で

きた。さらに、インドネシアでビジネス展開するための「勘所や要領」もつかめてき

た。商売に絶対はないが、本事業においてビジネス展開の可能性の基礎は築けた。 

・インドネシアからの原材料調達 

   

 

 

 

・地域への波及効果 

 あ印の本事業とビジネス展開の可能性が、ひたちなか市及び地域産業界に評価され、
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ひたちなか市が草の根技術協力事業の「地域活性化特別枠・地域経済活性化特別枠（地

域提案型）」を提案する意義は大きく、地域に大きな波及効果が生まれることが期待

される。 

ｲ）収支計画及びキャッシュフロー 

＜収支計画＞ 

 ・売上高 

   

   

 

 

 

 ・営業利益と経常利益 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  表 47 収支計画 

＜キャッシュフロー＞ 

・本ビジネス展開計画におけるキャッシュフロー 

  本来であれば、キャッシュ・イン・フローとキャッシュ・アウト・フローで現実的な

資金管理をするが、本ビジネス計画で最も大きな売上の割合を占めるあ印本社への販

売とその仕入れは現金決済であるため、売掛売上は存在しない。 



126 
 

さらに、あ印からの仕入れ資金を受け取った後に、仕入れ決済をおこなうため実際に

は販売手数料が利益として残るという仕組みである。 

・財務（借入金と借入金返済） 

 下表のキャッシュフローでは、1年目に 100万円の借入を起し、2年目に返済している

が、金融機関等からの借入ではない。 

 現地法人設立時の資本金は 2,500 万円であり、財務諸表上資本金から 100 万円使用し

たこととなる。 

・インドネシア国内での販売 

 インドネシア国内の商取引は原則的に現金決済であるが、継続的な取引になれば信用

取引となる。しかし、現地企業の与信は無いと考えた方がよい。そのため信用があり、

現地法人の合弁先である「PT.MASUYA GRAHA TRIKENCANA」の帳合いを付けることで資

金回収の保全を取り、キャッシュフローの健全化を図る。 

 

 

 

 

 

 

   

  表 48 キャッシュフロー 
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（２）想定されるリスクと対応 

   現状では、以下のリスクとその対応を想定している。 

 

 ①技術・労働力・衛生管理 

 ｱ）技術者及び労働力確保のリスク 

   インドネシアでは、技術者及び労働力確保が課題であると云われているが、あ印に

は日本で技術と日本語を習得した 30名のインドネシア人研修修了生がおり、現在も研

修制度を実施中。 

また、研修施設の活用により技術者及び労働力確保のリスクに対応する。 

 ｲ）衛生管理／安全管理（労働災害防止） 

   インドネシア人研修修了生は、衛生管理、危険予知活動、５Ｓ活動等の教育も十分

習得しており、日本レベルでの安全を確保することができる。 

さらに、研修施設の活用により現地雇用者の衛生・安全管理のリスクに対応する。 

  

②企業経営 

ｱ）外国為替相場の変動リスク 

   近年ルピアの外貨に対する為替レートの変動はさほど大きくはないが、10～20 年の

単位で過去の推移を振り返れば、為替レートが乱高下する可能性がある。 

長期的な為替レートの変動は現地邦銀（SMBC インドネシア）や取引銀行（国内 SMBC）

の情報に十分注意する。 

 ｲ）資金調達リスク 

   現地に進出している邦銀の親会社の信用力をベースにした低利サービスの提供を利

用するなど、予め現地邦銀との関係を密にすることで資金調達リスクの解消を図る。 

尚、三井住友銀行と常陽銀行とは、本事業の報告実施後とビジネス展開について協議

をしている。 

 ③カントリーリスク 

   インドネシアは足腰の強い堅調な経済成長と安定した政治情勢で、１０年前に比べ

て格段にカントリーリスクの低い国となったがリスクのない国ではない。潜在するリ

スクに対しては現地政府機関、現地企業、日系企業等とのネットワークを構築するこ

とでリスクを事前に予知して万全の対策を講じる。 
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（３）普及・実証において検討した事業化による開発効果 

 ①縞タコ漁業 

ｱ）縞タコの漁場開発 

   本事業で調査及び開発したサンカラン諸島の縞タコ漁獲可能量は 1,360㌧と推測し 

  たが、それは広い海域の一部であり、未開発の漁場が残されている可能性が高い。 

事業化によりそれら未開発の漁場も段階的に開発されていくものと考える。 

ｲ）縞タコ資源の保護 

   本事業では、1㎏以下は集荷しない（あ印は買わない）という、あ印独自の規格によ

り、資源、鮮度、品質を重視した縞タコ集荷方法の実証をおこない、その仕組みを構

築した。事業化後も海洋水産省との連携により継続的な仕組みになって行けば「資源

が豊富な時期に漁獲して冷凍保存する。資源が少ない時期には漁獲しない」など、縞

タコの資源保護に地域漁業者の自主的な取り組みも定着していくものと考える。 

また、将来的にタコ壺（タコ網）漁の普及を図ることができれば、縞タコの資源保

護がさらに推進されていく。 

ｳ）縞タコの集荷 

   これまでは鮮度の良し悪しでの買付業者の縞タコ価格は大きく変わらなかったが、

本事業で縞タコの鮮度と品質がいかに輸出市場の拡大のために大切であり、製品の付

加価値を向上させるかを実証してきた。事業化により鮮度・品質による縞タコの価格

差が周知されていけば、漁業者も漁獲量だけではなく鮮度と品質を争うようになる。 

  また、あ印独自の島を巡る定期回収船が運航するようになれば、鮮度と品質の良い

縞タコが大量に確保することができ、これまでの輸送コストの軽減にもなる。 

 

②漁業者の所得と生活の向上 

ｱ）漁業者の所得 

   現状、零細漁業者は集荷人（仲買人）からの前借りにより、燃料やその他の経費を 

確保して操業を行っている。さらに、漁業収入がないときには、集荷人から生活費を 

借り入れているのが実情である。 

したがって、漁業者は常に集荷人（仲買人）からの借金を抱えた状態に置かれてい

る。 

  先述した取り組みが進んでいけば、漁業者の所得は間違いなく向上し、意欲のある漁

業者は借金に頼らない漁業に意識が変化していくものと考えられる。 

ｲ）漁業者の組織化 

   現在、零細漁業者は不安定な漁業所得等により生活向上が図れていない。 

その一因は、インドネシアには日本の漁業協同組合のような組織が無い事である。 

漁業者の意識（意欲）が高まっても、借金問題などを個々に打開していくことは難し



129 
 

い。事業化後には、漁業者の組織化も図っていく必要がある。事業パートナーである

国営企業のペリカナン社は、漁業者の生活向上を図ることも重要な業務であり、BNI銀

行は、小規模事業主向けの融資（マイクロファイナン）を検討していることから、こ

の取り組みに同意している。借金を重ねている漁民には借金を返すというインセンテ

ィブを与え、この組織に自ら参加させる流れを作っていくことができれば、必ず漁業

者の所得と生活は向上する。 

 

③水産加工技術者育成による地域格差是正、水産加工業の振興 

ｱ）継続的な技術指導 

   本事業では、ペリカナンマカッサル工場の技術指導者育成とともに、インドネシア

の水産加工従事者延べ 40名を対象とした基礎的技術指導をおこない、一定の成果を得

た。しかし、実際に販売する製品製造現場での技術習得とは違い、短期の技術研修は

一過性のものである。事業化後は、責任のともなう作業のなかでの技術習得であり、

その習得度合いは研修とは大きな差が出る。さらに、より多くの水産加工従事者への

実践的技術指導が実施される。 

ｲ）技術の応用 

   インドネシアには無い、あ印独自のタコ加工技術と衛生管理技術は、タコの加工だ

けではなく、他の水産加工にも広く活用できるものである。 

ｳ）国営企業ペリカナン社への実践的技術移転 

 事業化を通じて、国営企業であるペリカナン社がその技術を確立することで、イン

ドネシアの食品衛生及び水産加工事業の健全な発展が図られる。 

また、こうした食品加工技術を有した技術者が増加、他の民間企業にも波及するこ

とで、インドネシアの地域格差是正、水産加工業の振興等に多少なりとも寄与するも

のと考える。 

 

④インドネシアの物流と経済効果 

ｱ）インドネシアの物流 

   本事業において、インドネシアの物流が大きな開発課題であり、地域格差を生んで

いることも認識した。インドネシアの豊富な水産資源を有効活用し、加工技術が向上

しても、その製品がスムーズに流通しなければインドネシアの世界市場を見据えた発

展はない。事業化後は、協力を得られた日系物流企業と一歩ずつ実績を積み重ねて行

くこととした。この実績は必ず前例となり、この課題の改善に貢献するものと考えら

れる。  

ｲ）経済効果 

ここで示した開発効果は、インドネシアの水産品の国内市場及び輸出市場の拡大に
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よる経済効果が少なからずあるものと考える。 

（４）本事業から得られた教訓と提言 

 ①ミニッツの署名者 

   ミニッツは 2015 年 11 月 18 日に締結され、署名者は JICA インドネシア事務所、海

洋水産省製品競争総局の水産品質・多様化（ミニッツ締結時点の局名）、そして提案

企業であるあ印の３者であった。但し、縞タコの調達・加工・販売に係る本事業を実

施するため海洋水産省から紹介されたペリカナン社は署名者でなかった。後日、あ印

とペリカナン社は別途に両社間の MOUを 2016年 2月に締結した。 

このことが、機材輸入関税免税申請手続き及び通関の際に財務省関税局に指摘された。

結果として、海洋水産省の尽力で関税免除で機材輸入ができたが、長期間におよぶ財

務省関税局との協議を必要とした。その教訓として、ミニッツに本事業に係るペリカ

ナン社の署名も入れておくべきであった。 

  

②機材管理権の帰属先 

   本事業で使用する機材は日本からインドネシアに輸送された。機材輸入に際しては、

財務省関税局に対し、機材の設置場所であるペリカナン社が輸入手続き及び関税免税

申請手続きを行った。その際、ペリカナン社は機材の荷受人として、関税免税申請の

ためのミニッツの写し、MOUの写し、あ印からペリカナンに出状された機材に関するレ

ター、海洋水産省の関税局に対する免税申請推薦状を添付した。しかし、財務省関税

局からペリカナン及び海洋水産省に下記の指摘がなされた。 

ｱ）本事業は ODA事業の一環でミニッツに海洋水産省がサインしているが、機材輸入手続

きは海洋水産省でなくペリカナン社が行っている。 

ｲ）機材管理に関し、ミニッツでは海洋水産省が管理する旨の文言があるが、MOU 及びあ

印からペリカナンに出状された機材に関するレターではペリカナン社が管理する文言

になっている。 

   機材免税認可による機材通関が遅れた理由は、上記に示すミニッツと個別 MOU 及び

レターの齟齬に起因する。本件は「ミニッツの署名者」の課題に帰結するが、機材に

ついては、「本事業実施期間中は JICA、本事業実施終了後は CP機関」と言うような明

確な管理権帰属に係る文言は必要である。 

 

③インドネシアの祝祭日 

   インドネシアではラマダンの他に、ラマダン明けの休日や犠牲際など特別な祝祭日

以外にも多くの祝祭日があり、その地域によっても異なる。祝祭日は政府機関も、民

間企業も全く機能せず空港が閉鎖されることもある。 

現地業務に支障をきたす祝祭日は、事前に調べた上で現地渡航するが、インドネシア
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では祝祭日は変更になる場合があるため、現地とのコンタクトを密にしておく必要が

ある。 

  

④現地とのコンタクト 

   政府機関、民間企業ともに、日本から送信したＥメールは見ていないと思っていた

方が無難である。20 件メールして 1 件返信があれば良い方で、これは国民性とも言え

るであろう。コンタクトの方法として一番早く有効な手段は、電話とコミュミュケー

ションアプリ「WhatsApp Messenger」である。 

 

 ⑤法律や規制の頻繁な変更 

   本事業実施中にも法律や規制が頻繁に変更されたが、問題はその内容や対処方法に

ついて、その関連政府機関においても明確且つ正確に回答できないことである。 

  以下は、その一例である。 

 ｱ）二度目のマルチビザの取得に際して、その発給をおこなう在日インドネシア大使館か

ら、インドネシア国内の受入れ企業（機関）からの受入れレターの追加提出（2017 年

1 月から）を求められた。そのレターは VBS（暫定滞在ビザ）のビザ発給許可であり、

ジャカルタの移民局長から発行されるものであるため、CP機関にその取得を依頼した。

CP 機関は当局に問い合わせをしたが、その取得方法について明確に回答がなく、日本

からその見本を送り申請した。 

 ｲ）冷凍生タコサンプル 30 ㎏を日本に輸出する準備過程で、検疫所にその許可を申請し

たところ、許可するための規制（レギュレーション）が突然変わり、その規制を満た

すために数か月を必要とした。このサンプル輸出は、イレギュラーな対応ながら、規

制を満たしている現地企業の名義を借りることで解決した。頻繁に厳しい規制に変わ

ることがあるが、常にイレギュラーな対応ができてしまうことが、インドネシアの問

題でもある。 

 

 ⑥インドネシアにおける商談 

   本事業開始当初にヒアリングした日系企業等からは、あ印を「お客様扱い」してい

たのか、インドネシアの良い面だけが聞かれたが、事業が進みビジネス展開が見えて

くると、短期の調査では得ることのできない様々なアドバイスを受けた。 

  以下は、その一例である。 

 ｱ）一般的な国際取引は L/C11を組むが、通常インドネシア企業は前金払いを要求してくる

ことが多い。（自分のリスクだけを回避する） 

 ｲ）日本企業は、インドネシア企業との交渉の際に winwin を考えるが、インドネシア企

                                                
11 輸出者、輸入者双方のリスクを回避し、取引を円滑に進めるために銀行が発行する「信用状（L/C）取り引き」 
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業は自社のみのリスク回避しか考えず、強引な交渉をしてくる。そのために日本企業

は交渉負けすることが多い。交渉決裂を恐れずに駄目なものは駄目とはっきり断るこ

ともインドネシアでの重要な交渉術。 

 ｳ）日系の食品、外食企業が失敗した要因として、日本人が駐在している時の品質は問題

ないが、現地スタッフに任せ駐在員がいなくなると、とたんに品質が悪くなる事例が

多い。インドネシア人は当てにせず、常に駐在員が管理する必要がある。 

 ｴ）インドネシア（現地企業との）でのビジネスは、常に自社に 100％有利に交渉を進め

るために、アポイントや約束を破棄して相手を怒らせる、わざと無理な要求する、相

手に準備させずに突然交渉をはじめるなど、様々な交渉術を駆使してくるので、準備

を怠らずに相手のペースに巻き込まれないようにすることが大切。 

  

⑦警察官や空港職員による金品の要求 

 数度にわたり警察官や空港職員に金品を要求された。テロ対策は命に係わることだ

けにその対策は幾度にわたり実施されているが、JICA のプロジェクトで多くの中小企

業の社員が現地に赴いているため、このようなテロ以外の盗難等に遭遇した場合の対

応策も必要ではなかろうか。例えば、「この日本人は JICAのプロジェクトで当国の政

府機関をカウンターパートに現地調査を行っている、必要であればこの電話番号に連

絡して下さい」などが現地語で書かれた書類を発行。常にパスポートと携帯して、何

かあった場合にはそれを見せるなどである。 

実際に本事業で金品の要求された例は以下の通りである。 

ｱ）夜、タクシーでホテルの近くへ食事に行く途中、タクシーが警察官に止められパスポ

ートを確認され、このタクシーが一方通行を守らなかったため、客である我々に一 

人 50万 IDR（8名乗車）を支払うことを要求された。結果、こちらが領収書を要求し 

たため、警察官は諦めタクシーの違反金(タクシー2台で 50万 IDR)だけ支払った。 

ｲ）朝、所用のため 1 名でタクシーに乗車中に、2 名の警察官に止められて 1 名の警察官

がパスポートの提示を、もう 1名が所持品（ディパック）検査を要求してきた。 

この段階では解放され事なきを得たと思っていたが、タクシー再乗車後にディパック 

を確認したところ封筒に入れてあった 500万 IDRが無くなっていた。 

一応 JICAインドネシア事務所にはこの件を連絡した。 

ｳ）空港でのセキュリティーチェックでスーツケースを開けるよう求められ、スーツケー

スに入っていた日本製煙草を置いていくように求められたが断固拒否した。 
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添付資料 2 水質検査成績書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



137 
 

添付資料 3 ペリカナンマカッサル工場改修レイアウト 
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添付資料 4 機材の輸入書類及び関税免除申請書及び許可書 
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産業貿易省機材輸入許可        財務省への海洋水産省免税申請レター1 
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関税免除許可書 
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添付資料 5 改修前と改修機材設置後のペリカナンマカッサル工場 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



143 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



144 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



145 
 

添付資料 6 インドネシア HACCPと SKPの認定証 
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添付資料 7 海洋水産省の冷凍縞タコ輸送許可書 
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添付資料 8 冷凍生タコ 35㎏の物流実証の輸出入関係書類（空輸） 
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添付資料 9 インドネシア産縞タコの日本への出荷セレモニー来賓者リスト 

主なインドネシア側の来賓者は以下の通りである。 
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14 Sri Bulan Waka Polres Jl. Ujung Pandang

15 H.Said Paotere Jl. Sabutung No.200

16 Leo Muh. Nur News TV (Media) Jl. Topaz Raya

17 M. Iwan BTN Bank Makassar

18 Masaki Tani Kantor Konsuler Jepang Wisma Kalla Lt.7

19 Nomura Ichiro JICA Jakarta

20 Rini Lab Perikanan Jl. Ir. Sutami
21 Achmad Chaerul BTN Makassar Makassar
22 Habib Husain Pondok Pesantren Jl. Dakota No. 24 
23 St.Nuning Dinas Navigasi Jl. Sabutung 1 No. 3
24 Nilawati Basri Dinas Navigasi Jl. Puri
25 Lina Media Bosowa Lt. 15
26 Ir.Sulkaf S. Latief , MM Kadis Perikanan Sul-Sel Jl. Bajiminasa
27 Andi Mei Agung & Rombongan Kabid Tangkap & Pulau2 Pesisir Jl. Bajiminasa
28 Masri Head of Fishery Harbour Paotere Jl. Sabutung
29 Katzuhisa Koinuma President Directur Ajirushi Jepang
30 Hideki Kino Devex Ajirushi Jepang
31 Misato Ota Devex Ajirushi Jepang
32 H. Arsyad CV. Arti Buana Jl. Sabutung
33 Mustamin Imam Gusung Jl. Sabutung
34 Jamaluddin Military local/Koramil ,Paotere Jl. Pannampu, Makassar
35 Amrullah Kapolsek Ujung Tanah Jl. Pannampu, Makassar
36 Sri Kadarisman Head Of Bacan Branch Bacan, Maluku Utara
37 Supardjo Kabag Umum Personalia Kantor Pusat Jakarta
38 Simson Kasubbid PSDKP KKP Jakarta
39 Daulat Putra Head Of Tegal Branch Tegal
40 Hervi Head Of Biro ,MMAF Jakarta
41 Perwakilan Kadis Selayar Head of Dinas ,Fishery ,Selayar Selayar
42 Khusnul Yaqin Univ Hasanudin ,Fishery Department Jl.Tamalanrea
43 Rudi Malino Malino Nirwala Trans Logistic
44 Andi Agung DKP,MMAF Province South Sulawesi Jl. Bajiminasa
45 Madi DKP,MMAF Province South Sulawesi Jl. Bajiminasa
46 supratikno DKP,MMAF Province South Sulawesi Jl. Bajiminasa
47 Damaris DKP,MMAF Province South Sulawesi Jl. Bajiminasa
48 Anggun Media, Makassar
49 Nita Media, Antara Makassar
50 Suhaeri Media ,Kompas Makassar
51 ilhamsyah Media,Detik.com Makassar
52 andi bau Media,Fajar Makassar
53 noura Media, Tribunews Makassar
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添付資料 10 インドネシア産縞タコの日本への出荷セレモニーマスコミ記事 

新聞 
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ＷＥＢニュース 
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添付資料 11 管理マニュアル（一部） 

工場入場マニュアル           工場持ち込み禁止マニュアル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

品質検査結果記録表（官能検査）      衛生管理の心得【目次】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

包装室（衛生エリア）入室の時は、必ず殺菌槽に入り
長靴の殺菌を行ってください。

English

When you enter Housou-shitsu(sanitary area), 

you must wash and disinfect your buuts at any time in the disinfec tant tub.

Tagalog

PAG POMASOK SA HOUSOU-SHITU DAPAT ANG BOTA AY HUGASAN SA TAB.

Bahasa Indonesia

ketika anda memasuki daerah produksi anda harus mencuci dan memasukkan 

sepatu buuts di dalam kotak yang telah di sediakan.
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添付資料 12 本邦研修の様子 

・幕張メッセ／FOODEX JAPAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

・横浜市漁協本所／兼柴支所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・築地市場 
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・ひたちなか魚市場／かねふく工場 

 

 

 

 

 

 

 

 

・あ印本社工場／施設設備の説明 

 

 

 

 

 

 

 

 

・あ印本社工場研修 
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添付資料 13 CP機関に提出した進捗報告書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



159 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付資料 14 最終試作用縞タコの合意議事録 
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添付資料 15 最終試作用縞タコの売買契約書  
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添付資料 16 沖縄県水産海洋技術センター「第 14回タコのおはなし」 
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添付資料 17 中小企業庁「はばたく 中小企業・小規模事業者 300社」 
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添付資料 18 ジャカルタ新聞記事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜本事業に関係する記述の抜粋＞ 

日本と関係のある企業も出展している。水産プリヌス（ペリカナン社）は、キハダマ

グロやカツオ、コウイカなどの魚、製品加工や冷凍保存、輸出までを手がける。国内に

12の支社を持ち、うち 8か所に最大容量８０トンの冷凍倉庫を備えている。 

国際協力機構（JICA）から委託され、水産加工を手がけるあ印（茨城県ひたちなか市）

が、ことし５月からタコの加工技術を移転しており、インドネシアの食卓にあまり出回

らないタコの製品化を目指している。 

 

 国営水産プリヌス（ペリカナン社）の 

ブースで記念撮影するリニ・スマルノ国営

企業相（右から３人目） 
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添付資料 19 新聞各紙の記事  
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添付資料 20 「ひたちなか市魚食の普及促進に関する条例（通称：魚魚条例）」 
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